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マニュアルオプ・ー，・ロシージュア

ロータリー文献の内最も綿つた参考害は「手綬 要廊」であります。ロータリーの政策、手綬、行政、習
悧その他に封する完全な参考苫で、陥年に疲行される。この苫物の邦課は長い間の懸案であり、地駈大會乃至地
厭協議會で、度々、問題として取上げられたのでありますが、何分大部なものであり、又その用途乃至利用者が
限られているのと費）llの問題があつて、その計画は、義にR.I本部と協議したこともあるが、煎現を見るに至ら
なかつた。このパンフレットを箪行本として出版する前に、鉗月 I掌位ずつ、ロークリーの友に掲戟し、その上
で必要の訂正を加えて、一本に翻めれば容易且つ可能であろうとの説に従い、大方の希望に應えて、本月から手
をつけることにした。未だ 1954年の新版が・一着いていないから、必ずしも原書の順序に従わず、 1952年版により
新定款及び細則などにより已に分り］となつている個所丈け補正して、不取敢「クラプ會合への出席」を取上げ、
次披には「職業分類」を記li立することにします。御氣付の黙は遠慮なく御注意を仰ぎたい。本文中R.Iは國際ロ
ータリーの略、叉（且l!39-40) は1939-40年度理事會決議の略であります。 一繹者の言葉依り一

手 績 要 of Procedure) 

クラブ會合への出席 (Attendance at Club Meetings) 

、1

R.I 細則（第 16條第 1項）によれば、加盟クラブは

毎月最終の例會の直後にクラブ例會の出席報告をガヴァ

ナーに、又ガヴァナーなき場合はR.I幹事に提出しなけ

ればならないことになつている。

出席競争

アメリカ合衆國（アラスカ、ハワイを含む）、カナダ及

びバーミュダの各クラブは出席競手に参加しているもの

と見なされている。

現在賓施されている出席競季規定 (1922年大會に於て

始めて採揮）は次の通りである。（ダラス大會決議 29-

12、第 1條、第 9項）

出席競争規定

R.I 理事會の随時指定する國家乃至地域にあるクラ

ブは出席競争に参加するものと見なされる。

(a) R. I 幹事は、地匿及びクラブの出席率を公表す

るに常つては、期日までに受理した場合には、地厘ガヴ

ァナーの報告した出席率を使用するものとする。

(b)出席競手は 7月 1日に始まり翌年 6月30日に終る

1箇年を韻位として行うものとする。

R.Iに属するすべてのクラブは、次の匿分 (division)

に従つて自己のクラブと凡そ同じ位の大きさのクラプと

出席競争を行うことになつている。

A厘分•--400 名乃至それ以上の會員を有するクラブ

B匪分―300名乃至 899名の會員を有するクラブ

C厘分•-200 名乃至 299 名の會員を有するクラブ

D厘分 ー 100名乃至 199名の會員を有するクラブ

E幅分— 50 名乃至 99 名の會員を有するクラブ

F極分ー 25名乃至 -19名の會員を有するクラブ

G匿分—―- 25名以下の會員を有するクラブ

各クラブの守るべき規定

(c) 1. 各クラブのすべての會員（名巻會員及びパス

ト・サーヴィス會員又はシニア・アクティヴ會員にして

標準クラプ定款第4條第 7項 (c)及び(d)の規定に由つ

て理事會の承認を得たる者を除く）は、例會に於て必ず

「出席」又は「鋏席」と記録せられる。出席とは會員の

18 (74) 

所属クラブ又は他のロータリー・クラブの例會に、本規

定に従つてその所定時間の少くとも 60％列席した事賓

を云う。

注意：豫め鋏席の承認を輿えられているすべての會員

（名巻會員及びパスト・サーヴィス會員又はシニア・

アクティヴ會員にして標準クラブ定款第4條第7項

(c)及び (d)の規定に由つて理事會の承認を得たる

者を除く。）即ち理事會によつて例會に出席を免除され

ている者と雖も、次に規定される通り、他のクラブの

例會に出席して補填 (Make-up)しない限り、敏席と

記録される。か ,1..る鋏席の承認乃至出席の免除は輩に

その會員個人を、定款の「訣席による失格」の條項に

該賞せしめないというに過ぎない。この規定中「例

會」 (regularmeeting)というのはクラブが公式に毎

週定期的に開く會合を指し、クラブの理事會、ラウン

ドテーブル・ミーティングその他の非公式會合の如き

ものはクラブの例會とは認められない。

2. すべて鋏席したる會員（名得會員及びパスト・サ

ーヴィス會員又はシニア・アクティヴ會員にて標準クラ

ブ定款第4條第 7項 (c)及び (d)の規定に由つて理事

會の承認を得たる者を除く）は、鋏席したる日の直前 6

日問、その常日又はその直後 6日間の内何れかの日に、

他のクラブに出席すれば、所属クラブに出席したと同様

に取扱われる。か,¥..る出席については、その出席したク

ラブの幹事より報告される必要がある。若しその報告が

なされない時には、本人が電信又は書面によつてこれを

なす。

會員が、出席の目的を以て、他クラブの例會場におも

むいたところ、その週間の例會が中止、延期又は時刻喪

更によりて目的を達しなかつた場合には、その例會が開

催されたものとして、訪問された筈のクラプの幹事より

その旨の通知を受けるか、それなき場合は會員自身の通
，，ィキ•アップ

知により出席の補填が行われる。

3. クラブの會員（名巻會員を除く）がR.Iの役員、

ガヴァナー又はR.Iの委員として、或はガヴァナーの特
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別代表 (specialrepresentative)として、或は又R.Iの

用務に従事するために、所属クラブの例會を鋏席した場

合はこれを出席と見倣す。か入る鋏席は、本人より書面

を以て所厩幹事に報告することを要する。

4. すべての會員（名餐會員を除く）が、 R.I 大會

(international convention)、地域大會 (regionalcon-

ference)、地園大會 (districtconference)、地匿協議會

(district assembly)、又は正式に稜表されたるロータ

リー・クラブの都市連合會 (intercitymeeting)に出席

中及びその往復旅行中に鋏席した例會に封しては、この

項の規定の何れかによるものなる旨の證明を本人より所

属クラブヘ提出すれば出席と見倣される。

5. 翌月 10日夜半までに出席報告がガヴァナーの手

許に到逹したクラブのみが出席競争に算入される。ガヴ

ァナーの集計報告は調査月の 17日夜半迄にR.I中央事

務局に到着することを要する。

6. 例會が法定休日 (legalholiday)、クラブ會長の

死去、全市に影響ある｛専染病又は災禍等の理由によつて

休止された場合は、クラブ出席記録の計算より除外され

る。

7. 出席競争の進行中、その等級 (division) 中の上

10位又は下 5位に何度入ったかを示す小形敷字がクラブ

名の前につけられる。上 10位又は下 5位より除外され

たるクラブが、次の月又はその後にその位置に戻った場

合は、さきに附けられた敷字より 1盟彪多い敷字が冠せら

れる。

8. 出席競争進行中、その地厘が上 10位に入った度

敷を示す小形敷字が地鹿番琥の前に附けられる。地極は

毎月その出席率によつて順位がきめられる。

（注意： R.Iに新に加盟を承認されたクラブはその承

認が 1日より後の場合は翌月まで出席競争に加入しな

いものとする。）

出席競手規定の解繹は地匿ガヴァナーの判断に任され

る。

（出席競手規定の終り）

出席報告のメ切

ガヴァナー宛の出席報告はその月の 10日の夜半第 1

回の配達のものまで前月の出席統計に含まれるものとす

る。（理 29-30)

應召會員

國家の危急時に際して軍隊或はその他の公用に召集さ

れた會員を有するクラブは、理事會の意見として次のよ

うな慮置をとることが出来る。正會員、シニア・アクテ

イヴ會員或はパスト・サーヴィス會員であつて、フ）レ・

クイムに公用に従事し従つて例會に出席出来ないものは

彼がそのクラブの會員たることを績け、且つクラブがそ

の例會鋏席を承認してその會員資格を織績させる限り、

例會に出席したものと見なしてもよい。別の言葉で云え

ば、クラブがもし欲するならば、應召會員に封して、國

家の危急時の綴くかぎり、鉄席の承認を輿え、出席とし

て扱つてよいというのである。

クラブの便宜のために「公用」 (GovernmentService) 

とは何を指すか一般的な狭義でない定義を次の通り下し

ておく。

(1) 軍除に於て現役兵となる場合。

.(2) 連邦政府、J11政府及びその他の地方機闘にフル・

タイムで慟く場合。（理 50-51)

こりに述べた「應召會員」に開する説明は、「國家の危

急時に於ける」軍務及び公用にのみ特に適用するもので

あり、その他の場合の軍務・公用には適用しないものと

理事會では考えている。（理 50-51)

陪審官の義務その他による鋏席

陪審官としての義務：陪審官としての義務を行うため

に例會に鋏席した場合と雖も欽席は鋏席であるから、出

席競争の罰を免れることは出来ない。．（理23-24)

非公式の會合：船上、避暑地、同業者大會等で開かれ

る非公式なローダリアンの會合に開しては、定款、細則

出席競争規定のいづれにもこれを出席と認めよという條

項はない。

他のサーヴィス・クラプの會合：ロータリーの求める

目的は何クラブの會合にでも出席すればよいというので

はなく、ロータリークラブに出席することから得られる

利益に在るのだから、他のサーヴィス・クラブの例會に

出席してもロータリーの會合に出席したと同じ効果があ

るとは考えられない。（理 26-27)

Rosanoff出席トロフィー

Rosanoff 出席トロフィーというのは欧洲大陸、北ア

フリカ及び東地中海地方のクラブの出席競手の賞品とし

て輿えられるトロフィーである。これは上述の地域に於

てその年の最高出席率を得たクラブに贈られるものであ

り、これを 3度獲得したクラブではこれをクラブの所有

とすることが出束る。

この Rosanoff トロフィーを目指して競争するクラブ

は、その出席率を 1ヵ年 52回の例會を開くものとして

計算しなければならない。（但し法定休日等は例外とし

て）

鋏席の承認

會員が例會に鋏席する時は前以て承認を求めなくては

ならないという規定を設けることは賓際的ではない。（理

25-26) 

宋訪ローダリアン

クラプ例會に他のクラブからの束訪ローダリアンが出

席した場合、クラプ幹事はそのヴイジクーの所属するク

ラブの幹事に急いでその旨を通知しなければならない。

(75) 
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I~ —つの提案

札幌RC 員崎健夫

目下世界中のRCでは、國際ロータリー第 50周年の 蓋し此の畢は、先ずその子供等の雨親逹に教育に封す

記念事業が種々計戴されて居る事と思いますが、私は我 る熱意を起さしめ、更に子供等自身も物心付く様になれ

國の様な貧乏國に最も相應しく、されでいて金持の國で ば、自分は特別意義有る日に産れたのだと云う事に誇り

やっても決して笑可しくはない事を一つ属付きましたの を感じて、それに相應わしい立派な者になろうと云う

で、それを絃に提案して皆様の御批判を仰ぎ度いと存じ ambitionを起し、またそれに向つて努力する様になる

ます。 ＼ だろうと思います。若しもその兒が貧困な家庭に生れた

それは各RCで1955年2月23日にその所在都市内で ものであつたり或は何か災厄に遭遇する様な事でもあれ

誕生した赤ん坊を調査し、その銘々に FourvVay Te~t ば、尚更この誕生に際して我々ロークリアン逹から祝揺

の邦繹を彫刻した迷子札を『あなたが國際ロータリーク＼され、勝束を期待されて居ると云う事賓が、精紳的支柱と

ラブの創立第 50周年記念日と云う意義ある日に御生れ 忍ヽ奮闘の原動力ともなつて、彼れ又は彼女をして捩令貧

になつた事を心から御祝い致します。我がOOR.Cは50 しくとも慎に債値ある人間たらしめ得ることでしよう。

年後の第 100周年記念日に是非あなたを御招待致し度い 唯絃に間題となるのは現在のロータリアン中果して何

と考えて居りますから、どうかそれ迄御牡健で、常にあ 人が生きて第~00 周記念日を迎え得るかと云う事であり；

なたの行いが此の札にある 4つの問に Yes と答えられ 斯＜申す私などには絶封にそのチャンスは有りませんが［

る様心掛けられて、國家祉會の為めに有用な人物となつ 然し人間の平均壽命が年々延長しついある現況から推し；

這き度い』と云う意味の祝詞を送り、その記録をクラ て、現在30壼のローダリアンには相常な可能性があり、［

ブで大切に保管して置く事です。若し更に進んで爾後毎 若し此際各 R.Cが敷名ずつ~20 豪會員を獲得出来ると；
年 2月 23日を期して誕生日祝のカードでも送り同時に すれば、その人々には甚だ大ぎな可能性否な確賓性が在

動静を尋ねる様にやれば尚一層面白いかと思います。 ると思います。 ＇ヽ

現在我國の 1年間の出生率が人口千人常り 25人位と 但し、それもその時までに原子力戦争が起らなかった

すれば、人口 10萬の都市で年間2500人、 1日平均 7人 と瑕定した場合の事であり、國際ロータリーが創立 100

餘となりますから六大都市以外では、該営者の敷が 100 周年を祝い得る否かは、一つに懸つて今後全人類が原子

名にもなる事は先ずあるまいと思います。 力問題を如何様に慮理するかに在ると云つても決して過

従って餘り費用もか Lらず、而も今後 50年間に亘つ 言でありますまい。

て楽しみと希望とを持ち得る黙に於て、輩に過去の追憶 此の意味に於ても我々ロータリアンは、今後國際間の

にのみ耽る様な行事よりも造かに有意義ではないでしよ 善意と理解とを増進する為めに尚一層の努力を彿うべき g

うか。 だと信じます。
....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,ヽ"""''""'"'""'""ヽ,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................................,...,,,,,,,,,,..,,,,,,、......．．．．.．.．．．....．．........．.．．．．...．..．．．.．．................．...．．.．．．..．．........; 

もし本人から要求があれば電信又は無線等によつて通知 ければならない。（ダラス大會決議、 29-12、第3條、第

しなければならない。勿論この場合の費用は束訪ロ,....ク 2及び 3項）

リアン自身の負捲である。（理 24-25) 詐欺漢に注意

ガヴァナーは、打合せにより、地犀内のロ,....タリアン 他の町から束たロークリアンだと稲する男がクラブや

に射し、 (a)外國及び (b)その他の地域のクラブに出席 會員個人を訪れることがよくある。彼等は必らず尤もら

するよう競争させることが出来る。この競争で好成績を しい不幸な出束事の話をして金を要求するのである。さ

得たものは地匿大會 (districtconference) で適常に表 れた方では仲間のロ,....タリアンを助けるのだと思って金

彰することが望ましい。（理 36-37) 品を輿えたり何か世話したりするのであるが、大抵後で

未知のクラブを訪問するロ,.....クリアンは、會員カード 「にせ者」だったということがわかる。未知のロ,....タリ

(Rotary membership card)を提示することによつて アンと稲する束訪者から援助を求められた場合には、彼

自己紹介をすべきである。 が所属すると稲するクラブに電話か電報で問合わせるの

クラブ或は會員に招待された場合を除き、束訪ロ,....ク が一番良い。本常のロ,....クリアンであったらこのような

リアンはロ,....タリ,....の常翌I貫に従い食券を自分で買わな 照會に異存はない筈である。

|．占れ'.
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待望のマニュアル・オプ・プロシージュア1954年版が漸く末ましたので、今後の綴謁はこの新版によるこ

とになります。 2月披第 1l!11分「クラブ會合への出／柑」の内19頁右側18行の次、「非公式の會合」の前に次の

通り入れて下さい。

地方議會(StateLegislature)：議會、（國會、縣會、市會なども l1i]じと解する）の會議に出席を必要とさ

れたために例會に歓1紺した楊合も、 Injじく鋲｝紺として、出廊戟争の府を免れることは出来ない。（則 52-58)

職

要

業 分

覧 (Manual

類 (Classifications) 

ロータリー・クラブは標準クラブ定歎第 3條に規定さ

れた原則に違反しない限り、出束るだけ所在都市の砒會

に認められたすべて事業、専門戦業乃至園骸からそれぞ

れ 1名の會員を持つようにしなければならない。

ロータリーではこれ等の一般に認められた事業活動を

蘭輩明瞭に示すため、或種の術語を使用しているのであ

るが、これがロータリーで所謂職業分類(Classification)

である。

標準クラブ定款（第 3條第 3項）には次の通り規定し

ている。

(a) 本クラブの正會員は其の商業又は専門的戦業に依

つてそれぞれ分類せられる。

(b) 正會員の職業分類は、各々の所属する商店、會社、

協會等の主要、且つ一般に認められた業務に依る。獨立

して商業又は専門的戦業に従事するものは、その主要、

且つ一般に認められた商業又は専門的戦業に依る。

會祀又は事業所の祉會に封する主要なる活動乃至奉仕

とは、ロータリーの識業分類の目的のためには、その會

祀又は事業所の現に行つている事業を指す。

科學的に準備された職業分類表一―—充されたものもあ

り、空員のものもある一~はクラブ装展の理論的基礎で

ある e この表はクラブ所在都市の徹底的な戟業分類調査

を行うことによつて初めて出来る忠のである。というの

はこの表は又クラブの地域内の商業及び専門的職業の正

確なる索引ででもなければならないからである。

職業分類概要 (Outlineof Classifications) 

職業分類概要の序言には、如何にしてロータリーの會

員資格の原則を適用するか、その方法を次のように説明

・している。

この戦業分類概要は戦業分類によつて制限されるロー

タリーの會員資格の原則を、各ロータリーグラブの科學

的及び能率的装展のための必要條件として、より明白に

確立し、又、各ロータリー・クラブが職業分類の一覧表

を作製するに常つて指針として役立つようにつくられた

ものである。

各ロータリークラブは現在の完成されている概要及び

将来の改訂された概要を、クラブの職業分類一覧表を設

定する場合にその基礎として採用すること、又、今後新

26 (138) 
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クラブの會員の職業分類を定める場合及び現存クラブの

戦業分類を調整する場合には、出束るだけ、クラブ定欲

及び職業分類概要に示されているような、職業分類によ

つて會員資格を制限するロータリーの目的及び精雁車を賓

行するよう勘奨されているわけである。

大別及ぴ細別職業分類(Majorand ::.¥Iinor Classifications) 

本概要に於ては、商業、工業、専門戦業及び園髄のす

べての部門が細別戦業分類 (::.¥linorclassification) とし

てならべられ、これが更に開連のある事業毎にいくつか

のグループに纏められている。

これらのグループに付される名稲（例えば農業 (agri-

culture)）は大別職業分類(majorc]assificatio11)と呼ば

れるのである。

それぞれの大別職業分類の下に、クラブ所在の都市に

於て別々に獨立して動いている完全な尚業、専門職業又

は園憫と認められる種々の活動が分類されている，これ

らは細別職業分類 (minorclassification)と稲されるも

のであり、會員に「貸付け」 (loan) られるべぎ猟業分

類である。時には個人の事業の範園が廣くて、或はその

都市に於て珍らしものであるため、大別職業分頷の下に

含まれる諸事業を殆んど網羅してしまうような特殊な場

合も有り得るかも知れない。その人にとつては大別職業

分類が合理的な職業分類だと思われるかも知れないが、

同じ策務を表わすすべての戦業分類が何慮でも同じ用語

で表現されるようにするため、細別職業分類を使用する

ことが望ましい。

用語上の注意

本概要に於て商業、専門的戦業及び圃臆の諸活動を示

すのに使用されている言葉は、標準の職業分類の術語で

ある。勝手に定めたものではなく、ロータリーのi貫（列が

稜逹させて束たものである。その中に、もし北米の業務

が特に反映しているように見えるとしたらその理由は、

本書の編集者の使用しなければならなかった材料が、主

として北米のロータリー・クラブの會員名簿にあったと

いうことであろう。本書初版の殺行以後、本書の用語は

徐徐に國際的になつて束ている。どの術語も特定の地域

で行われている慣例にあうように愛更を加えたり蓋繹し

たりしてよいのである。
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畔てなくて活動ー奉仕

織業分類は特定の個人の有する地位によつて定められ

るのではなく、むしろその活動即ち祉會に封する奉仕に

ょつて定められるのであるということを、はつきりと理

解せねばならない。云いかえれば、銀行の頭取である場

合、彼は「銀行頭取」 (Bank President)として分類さ

れるのではなく、彼の職業分類は「銀行業」 (banking)

なのである。

或る人が専門的職業に従事している場合、例えば僻護

士或は瞥師であつて、特定の依頼者例えば會祀或は病院

に抱えられている場合、その専門家の戦業分類は彼を1庸

っている依頼者の祉會に器すする職業分類であるとロ,-夕

リ,-は考えるのである。従つてこのような場合、この専

門家は彼を傭つている依頼主の従事している業務を、規

定した職業分類の下に於てのみ、入會出束るものと考え

られるのである。専門職業に従事するものは、その業務

が一般公衆を相手にしている場合に於てのみ、その業務

による職業分類が設定され得るのである。

産業の分化ー一大抵の産業はお互に他とははつきり異

った業務を螢なむ三つの部門に分けることが出束るであ

ろう。即ち

生産業（製造）販賣業、小賣業

この三つの部門は如何なる産業に於てもそれぞれロ,-夕

リ,-に代表を送ることが出来るわけである。

販賣業一簡阻且つ統一をとるために、本概要に於ては、

次に掲げる市場活動のすべてを示す言葉として、販賣業

(distributing)という語を使用している。郎ち卸賣業、仲

買業、代理業、ブローカー業、輸出業、輸入業を含むのであ

恥概要に於て使用されている戦業分類用語に於て、何時

上記の言葉の一つを販賣業という言葉に入れかえるべき

かを決定するのは各ロ,-タリー・クラブの戦業分類委員

(classifications committee)會の判断によるのである。

職業分類調査 (classificationsurvey) 

各ロ,-タリークラブはその戦業分類委員會を通じクラ

ブ所在都市の職業分類調査 (classificationsurvey)を行

い、それによつて戦業分類による會員一覧表を作製する

よう勧奨されている。なおこの際、ロ,-タリ,-の戦業分

類概要に於て使用されている用語、或は設定された職業

分類の表わす業務即ち公衆への奉仕を、蘭潔明瞭に示す

用語を使用すること l,.、これらの職業分類を、概要に従

つて大別職業分類の下に配置するべきできる。

職業分類の新設

「戦業分類概要」にはロ,-タリ,-•クラブを結成するの

に適常な普通見受けられる職業分類がすべて含まれてい

る。しかし「概要」に現われている細別戦業分類は、必ず

しもクラブがその業務を戦業分類として、充さなければ

ならないということを意味するものではなぷのである。

ロークリーの友ー 3月披

というのは、その業務がクラブの所在する都市内に存在

しないことも有り得るからである。

逆に、都市内には存在していても、「概要」の中に出

ていない業務もあるであろう。このような場合、その業

務が明白に且つ1蜀立した商業、専門的職業又は圏憫であ

る場合は、「概要」に見られない戦業分類をロ,-タリ,-.

クラブが設ける際の基礎として、これを用いることが出

束るのである。

R. I.定款及び細則、標準クラブ定款に於て使用され

ている「事業」 (bt1Riness),「専門的職業」(profession),

「業務」 (occupation),「商店」 (concern)或は「會社」

(establishment)等の用語を明確に解繹するためにR.I.

理事會は次のように考えている。即ち、

ロ,-タリ,-クラブでは、その戦業分類表を設定するに

裳つて

(a) 商業的活動

(h） 工業的活動

(c) 専門職業活動

(d) 圃髄活動

の何れをもそれぞれ「事業」、「専門的戦業」、「業務」、

「商店」、「會社」等として認め得るが、何れ心十分に

獨立して各自の政策を決定し、且つ責任を持つもので

あることを條件とする。尤も二つ又は、それ以上の事

業の金融的支配櫂 (financialcontrol) とか、金融政

策(financialpolicy)の最後の決定楷が一つの法人乃

至個人所有者に隔していることは差支えない。勿論そ

れらの事業が、常にそれ自身公共にとつて役に立つも

のであることを前提とすることはいうまでもない。

「概要」中の如何なる規定も、クラブ所定の地域内に於

て法律上禁止されている事業又は専門的職業を、職業分

類として認めることを勧めているように解繹されてはな

らないのである。

或る國に於ては、数種類の異なった民族が居住してい

るため、或る種の商社は社會全般に劉して奉仕している

のではなく、一つの民族に附してのみ奉仕をしているこ

ともあるという理由で、R.I.理事會は、或る一つの民族

に封してなされる奉仕と、他の民族に到してなされる同

種の奉仕の間に、職業分類を甑別することを認めている。

職業分類の貸付け

各ロータリ,-•クラブは、或る一定の職業の下に於て

入會の資格を有する者は、彼の職業分類が示し且つ彼が

そこから生計の資を得ている業務（事業、専門的轍業、

業務、商店、會社）に、その事業、専門的戦業乃至圃骨豊

活動の少なくとも60％を獣げていなくてはならないとい

う規則を採用すべきである。

均合のとれた會員を維持すること

どれか一つの事業或は尊門的職業が多すぎるというこ
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とのないような、よく均合のとれたクラブを確賓に維持

するために、各ロータリー・クラブは次の各項を明白な

規定として採用すべきことが望まれている。

1．一つの大別職業分類に含まれるいくつかの細別

戦業分類の下に認められる正會員の数は、第2會員を

含めて、該クラブの正會員及び第 2正會員の継敷の10

％を超えざること。 ｀ 

（クラブ所在都市の朕態がこれを認める場合には、

クラブは、不常にならざる限り、この限界をもつと

撰張することが出束る。）

2. 既に前項の敷が10％を超えている古いクラブの

場合は、他の大別職業分類に属する正會員、第 2正會

員の敷を増加させるように努力すべきこと、それが出

束ぬ場合は、この超過敷はその部門の會員が會員資格

を喪失するに従つて減少せしむべきこと。

3．同一の法人組織又はその他の種類の所有者に属

し又はその支配下にある諸事業からの正會員、第 2正

會員の敷は全會員の10％を超えざること。

新クラブ結成の場合

ロータリー・クラブが新に結成される場合には、種々

の異なった分野からの會員を網羅することが重要であり

従つて結成時に於ては、各大別職業分類に含まれる細別

職業分類は、一つ以上充たさないようにするのが望まし

いのである。しかし、事情によってはこれを二つ或は三

つも（三つを超えないこと）充たさなくてはならいこと

もあり得るのである。

新しいクラブの結成に常つては、上に述べた勧告のす

べてを一つ一つ注意深く守るのが望ましいのであるが、

創立時の會員敷 (chartermembers)が30名を超えない

場合は、一つの大別職業分類に含まれる細別職業分類は、

これを三つまで創立會員リストに載せることが出来る。

但し将束クラブが撰大し、會員穂敷が40名又はそれを超

えた時にのみ、その大別戦業分類に含まれる各細別職業

分類に於て、第4番目の會員を入會させることが出束る

という了解が必要である。

（概要の序説の終り）

概要の麦更

現行の職業分類概要の配列とは著しく異なった社會的

鰹清的條件を有する地謳に於ては、同地犀のガヴァナー

はこの地域に於て各クラブの役に立つ如く、又適用しや

すいように適宜髪更乃至追加を行うべきである。但しこ

の場合は、か Lる概要の愛更或は追加に闘し國際ロータ

リー理事會の承認を求めておかねばならない。又、用語

が英語であると繹語であるとを問わず、愛更されたる概

要は一旦承認されたる上は、理事會が次に髪更を命ずる

迄の間は、同地域内の各クラブの標準として使用される

ものである。（理 36-H7)

--—-—----．- ---

盗ま れた縮

¥ 、-ヤっ ！ 
ロータリーの友 1月琥の表紙は我が同志大阪玉に久リI J 

アン大房谷吉書伯の箪になったまことに新年の巻頭を飾｀ ~.I 

るにふさわしい目出鯛出来映で、ご本人にとつても、御 ］ 
自慢の作と思われる。 ¥ -

ところで僕にも縮については一つの自慢話がある。今

から大分い古い思出話ではあるが、或る日、東京から大

阪に蹄る汽車中二人の婦人と乗合せた、一人は、御年輩

の人で他の一人はまだ若い婦人であった。此の二人は稽

の先生と、そのお弟子さんらしく、その會話を聞くと冷

なく耳にして居ると盛んに雷代その途の大家について、

相菌辛辣な批評をこ k ろみて居た。何分東京から大阪ま

での長い時間のことで、つい徒然のあまり僕も口を差挟

むことになったが、そのトクン、この年輩の婦人の口か

ら飛び出した言葉は「素人の綸の批評なんか、おかしく

つて．／」であつた。そこで僕は素人の批評必ずしも棄てた

ものでもないことを陳僻大いに努めたあげく僕には，「僕

の書いた綸を泥棒に持つて行かれた立派な蟄歴がある素

人は勿論専門家でも綸を盗まれた鰹駿はそうザラにはあ

るまい、大したものでしよう」と大いに氣焔をあげたも

南北雨アメリカ以外の地域に在るガヴァナーは、（南北

アメリカは標準概要及びそのスペイン語或はポルトガル

語版を使用する。）必要な場合、その地麗の特殊事悔に合

うように特に或る種の職業分類の頻度を考慮しつ L、自

國の國語を用いて概要をつくることが出来る。かくの如

き概要の改作は、勿論R.I．理事會によつて作製され承

認された標準概要に基ずくべきものであり、且つR.I. 

會長の承認を受けなければならない。更に、この種の改

作に闘連して招来された出費にはR.I.は責任を負わな

いものとする。（理 37-38)

新クラブ結成に必要な職業分類の最少限

将束新たにクラブを結成しようという地域は、ロータ

リーの戦業分類の原則の下に常時少くとも 2()名の會員を

維持出来るよう、最小限-!Oの職業分類を有していなけれ

ばならない。（理 48-49)

クラブがR.I-に加盟を認められた後冷、相常装展の

餘地を残しておくために、その地方の職業分類を創立時

會員 (chartermember~) で全部埋めないようにした方

がよい。（理 42-43)

職業分類の原則には絶器寸に反しないこと

理事會は、職業分類の原則に反しないことが、最重要

であるとする意見に一致している。故に、職業分類が、

それぞれ異つた、明確な、獨立した、完全な、公共に封

する奉仕活動を墓礎として、その職業分類の下にローダ

リークラブ仕、闘（系商店、會社、園髄等の主たる且つ一
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大阪RC會員 橋 谷 義 孝

のだ。そのあとでお互に名乗り合つて解つたのであるが

此の婦人は饗家の長谷川春子女史で、女史のことは女史

のお姉さんの時雨女史から僕はよく聞かされて居たので

ぁのキカンボーの春子女史とはあなただったかと、驚く

と彼女もそう云えば甥や姪から噂を聞いて居たお隣の風

慶りの、毒舌家の小父さんと云うのはあなたのことであ

ったかと、その奇遇を面白く大笑いしたものであった。

慮でその盗まれたと云う綸は、その敷年前僕が外遊中

ベルリンを装つて、イタリヤヘの途次、國境の税闘で停

車中にスケッチしたもので、雪のアルプス連山を遠望

し、満山秋の紅葉に覆われた中に十字架を高く掲げた教

會堂のある山中の一寒村の景色が、またとなく僕の心を

とらえたので直ちにスケッチブックにペンを走らせ淡彩

を施したものである。僕としては、即興氣分の出た、氣

に入つた作で、婦朝後これを切り取ってお粗末な小さい

額橡に入れて、机の上に飾つて置いたものであった。

或る夜應接間に忍び込んだ泥棒君が、いろいろの品物

と一緒に、この記念の綸もさらつて行った。家族逹は無

くなつた我家の賓物（？）にがつかりもし悔しがつたりも

したものだが、僕だけは「流石に俺の綸を解する奴だ」

と、獨り氣を好くし、以来大いに宣偲もし、自慢にもし

たものである、 tどが、友人などは「よつぽどとんまな盗

人もあつたものだ、綸よりも額橡を狙ったのだろう」と

ケチをつけ、その営時は履々話題にされたものである。

ところが此の話には誰にも話さなかつた裏話があった

のだが、私は、爾束敷年の間それを胸にたとんで来た。

幾年かたつて親友の松山君（東京南ロータリアンで油縮

及び和歌をよくし何れも玄人の域）に始めてその興相を

懺悔したところ「橋谷はケシからん、何年もの間、そう

とばかり思わせて．／」と彼を憤慨させたものであるが、

其の話と云うのは、賓は其の翌朝家の廻りを見廻ると、

泥棒は何一つ後に蹄して行かなかったにも拘らず、只ー

つ持つて行つて呉れた筈の、その綸だけが庭の隅に捨て

てあったのである。これには僕も物を盗まれた以上にが

つかり、今更家族の手前自慢の鼻を無態にヘシ折られる

のも業腹だったが、仕方がない。家族以外の友人には敷

年の間は此の事賓をひた隠しに隠して相も嬰らず、僕の

豊歴として自慢話の種にしたものであった。但しその都

度私の胸の中には後味の悪い一筋の糸が走ったが、それ

は兎も角僕には今でも盗人の質の氣持は解らない。友人

などは、「はつきりして居るさ、要するに盗むに値しなか

ったまでさ」と云うが、僕の綸に甜する聯かの自信は、

未だに盗むに値しないと云う論を肯定しかねているので

ある。 （昭和30年1月13日）

般に認められた仕事によつて會員を分類し、その商祉又

は園閥内にての會員個人の仕事とか、地位によつて分類

するのではない、という行き方を再確認している。

従つて、ある都市又は地方で、一人一業の織業分類の

原則の下に、ロ,_タリークラブを結成又は維持すること

が困難乃至不可能と見えるような事賓を以て、直ちに、こ

の原則を確守しなくてもよいという理由にはならない。

その都市又は地方に奉仕する、はつきりした別々の奉

仕活動即ち仕事があっても、主要なる事業を獨占してい

る一つ或は極く限られた敷の會社が、それらの仕事を統

制しているようなところでは、職業分類は R.I．定款、

細則及びロ,-クリ,-クラブの標準定款に使われている事

業、専門的戦業、業務、商店、會社等の字句の、理事會

による解繹と、戦業分類概要の序説 (Introductionto 

the Outline of Classi:fications) の内「戦業分類の新

設」という項目の記述に従つて、戦業分類を新設するこ

とができる。（本書27頁のその項参照） （理52-53)

合祗の合併

會社の合併に闘連して起る戦業分類の問題を慮理する

ための指針として、理事會は次の 5項目を採揮している。

職業分類：（a）許容され得る場合：職業分類は會員が属

している工場、會社或は園髄等の主要な且つ世に認めら

れた業務によるのであるが、これらの事業所が一つ又は

それ以上の合併された會社から成り、資本は一つであつ

てもそれぞれ獨立した製造工場と販賣所を鰹螢している

ロークリーの友ー3月跛

場合は、（正會員及び第 2正會員を選ぶために）別々の戦

業分類を、合併された會社の各々に封して設けてもよい。

但し、それらの會社の各々が、既に會員名簿に載つてい

る職業分類とは、全く異なった業務を行つているのでな

ければならない。

(b) 許容され得ぬ場合：一ー合併された會祉が、一つ

の純螢管理の下で一個の製造工場及び販賣所に統合され

た場合は、職業分類は只一つだけしか設けられない。而

して、この戦業分類は合併された一つ一つの會祉の業務

でなく、合併されて出来た會社の業務を現わすものでな

ければならない。

(c) この指針の適用は新會員に限るものではない：一

一上述の指針は新しく會員になる者に封してのみ有効な

のではなく、合併されそれぞれの會社の主要な業務を現

わす職業分類の下で既に以前から會員である人々にも適

用されるものである。

(d) 職業分類は重複してはならない：ー一この原則は

上述の如く許容された職業分類がグラブ内に存する他の

職業分類と大して重複しない場合にのみ適用されるので

ある。

(e) これ等の勘告によつて既に會員である者が無理に

その會員資格を擬奪されるようなことはない。（理 37-38)

（註：一理事會とあるのはRI理事會を意味する、以下同じ）

(141) 29 

＂9.，i 
．．
 
9・q
・
・
:
'
’

へ

k
・r:`
：
J

・3211
ー
3,,-,,'．
 

．
 

1
9
1
1
,
 ．．
 
'

．

9

9

1

i

-

.

i

_

 

••• 

1
,
 

1
9
~
ー
・
1
.
9
9
,
9
1
,

．．．
 
,
 ．．．． 
i

,

 
•••• 

999 

•9 
.•. 

！・1'，．，•• 
99194,＇ 

,
i
l
 
..•••• 

,
.
9
.
9
『
•
ー
．
ー
1
9
1
・

.
'
ー
，
．
ー
・
:
I
I
7
,
1
.
9
9
|
＇
1
9
|
1
、
.
1
9
,
9
_
i
9
1
.
!
,.• 
,：1・・・・9.,．‘.，11.ii.I!：＇1ーー．，・・1-':＇.•••••• 

-
•• 

,
'
i
-
＇
1
,
-
1
,
g
i
,
1
 •• 

991,'lー・t,t-，＇.―-9..-41.9,ー
-J

.. 

I
¥
¥
.
9
9
i
i
-
1
'
 
.• 

1.＇．,79ー・
J
,
3
)

＇
ー
・
‘
,
'
，
.
J
!
,
l
.
i
!
:
／

i.，r.¥:.i',9

9

,

9

.

 

.....' 

．

八

．

．

 

，．

I
 

9
 

••• 

I

」

,
r
.
，
．
ー

・、．．．

.• 
9
 .•. 

9い
．．
 ，
＇
•
9
一
＞
9

．．
 

し
・
`
．． 

.

'

,

 

••••••• 

,
 
．．．．．．．．． 19,•9, 

•..•••• 

,
 
．．．
 
,
 

••••.• 

且
月
日
2,rt,L'r.,ti-9ぃ．，，＇
．．
 ゞ

999••• 
,
•
9
9
、

s
 

9
.
 

9
 

.. 

,
 

9
 .
.
.
 

，
 

i
“
d
,

じ
4
9
.
＂
．
‘
•
ぃ

．．
 
J
 

,
 ．．． 

••9 

•• 

＇

,

．

'

,

 •• 

間
い
い
，
い
い
‘

, i, 
ー， 戸

9,'，1,r'-T 

ガ
・
一

~
9
c
l
.
-

''",t·9,'~—~— 

9
9
,

．

,

'

 

,','

~9 

.• 

＿
 
．
 

．
 

・

’

 

9
,
;
,
1
,
、
,
9
9
,
＇
-',-＇ 



，
 

，
 

., •• 

．． 
,． 

•••• 

,
l
 

.. 

,＇ 

,'~. 
1
,
．
,
．
,
 ．．
 
、

.~•1, 

.••• 

j

,

T

9

9

 
.• 

I I .. 
, • 

．， 

I 

9 1 :i 

32 

手

クラブの運螢

(208) 

績 要 覧 (Manual of Procedure) 
ー一第 3

(Club Administration) 

クラブ會長の資格と任務

R.I．理事會は、次に掲げるクラブ會長の資格と任務に

開する説明を承認し、毎年クラブ役員の選畢に先だっ

て、この説明を全部のクラブ會長及びガヴァナ,-に送付

するようR.I．幹事に要請している。又、同理事會は雑誌

委員會が適常な時期にこの説明をその維誌に掲載するよ

う要望している。

資格

クラブ會長は次のような資格を有する者でなければな

らない。

ークラブに於て槃望のある正會員、第 2正會員、パスト・

サ,-ヴィス會員、シニア・アクテイヴ會員であって、

（正會員、第2正會員の場合は）その職業分類につい

て疑問のない者。

ークラブ全謄を指導する力を有し、且つ同僚たる會員の

尊敬と信頼を有する者。

ークラブを指導し、クラブの事務を執るに必要な時間と

労力を献げ得る者。

ー自己のクラブの理事、又は一つ以上の委員會の委員又

は委員長、或はクラブ幹事を勤めたことがある者。

- 1回以上地厘大會に出席したことがある者。

ー自己のクラブの定款及び細則、或はR.I．の目的につい

て十分役に立つ知識を有する者。

- （なお出来得れば、就任前に少くとも 1回は國際大會

に出席した鰹験を有する者であることが望ましい。）

任務

ークラブの諸會合に於て議長となること。

一各會合が注意深く計画され、且つ開會閉會が時間通り

行われるよう注意すること。（少くとも月 1回開催さ

れる）定例理事會の議長となること。

ー委された仕事を遂行する能力のある各種委員及び委員

長を任命すること。

ー各委員會がそれぞれ明確な目標を持ち且つ常にその機

能を装揮していることを確かめること。

ー各委員の任命後、出来るだけ早い機會に第 1回のクラ

ブ協議會 (ClubAssembly)を開催し、以後定例的にこ

れを開催すること。

一地謳大會 (DistrictConference)に出席すること。

ー選畢後、就任前に地厘協議會 (DistrictAssembly)に

出席すること。

ークラブ内及び地罷内のロ,_タリ,_の諸問題に開し地謳

回—--

前R.I理事

R. I. Pamphlet No. 35 

手島知健繹

ガヴァナーと協力し、書信類を手早く慮理すること。

一例年の會計検査は勿論、クラフ豫算の編成及び會計事

務の完全な履行を監督すること。

一地麗ガヴァナーの公式訪問に際し、各委員長より文書

による報告が提出されるよう注意すること。

-R.I事務局から得られる悔報乃至有益な指示を利用す

ること。

-「R.I.本部通信」("The :Xews Broadcast")「地極ガ

ヴァナー月報」 (Governor'sl¥Ionthly Letter)その

他R.I事務局、地置ガヴァナーからの通信、刊行物等

から得られる重要な情報が確賓に各會員に博達される

よう注意すること。

一地幅大會及び國際ロータリー大會に、クラブから適正

な代表者が出ているよう注意すること。

-1月には半期間の業績を見算して残る半年間の各委員

會の活動とその目標を樹てること。

-6月にはクラブ財政の朕態及び年度内にクラブが逹成

した諸目標について、廣汎な報告をクラブに提出する

こと。

一退任前に次期會長と會談すること。

ークラブの新しい運螢を上手にスタートさせるため、又

同時にクラブ運螢の連績性を保つため、新藉理事の合

同會合を開催すること。（理46-47、50-51)

クラブ役員の選び方

毎年、 R.I．會長は各クラブ會長に到し、クラブ會長及

びクラブ幹事の候補者を注意深く選ぶことに付いて書面

を送り、これを各クラプの例會で會長が讀むのが普通の

習慣になつている。（理32-33)

役員が無期限に重任しないように、會長及び幹事の職

はもとより、理事、委員長も會員が代るがわる順番に就

任するという原則を、かなりの程度まで守ることが出束

れば、クラブのためにもこの上なく役立つであろう。

（理35-36、50-51)

クラプ役員は、全般的な方針として、 2箇年間績いて

同一の戦に就くことは哭動すべきことでないし、期待す

べきでもない。しかし、クラブの事悔によっては、役員

を重任させたり、又、暫定的に前役員を再選する方がク

ラブに有利な場合もあるであろう。（理42-43)

指導力のある會員を注意深く探したり、或は、そうい

う會員たちを委員に任命するのみでなく、時には例會の

司會をさせたりして、大いに會員の力を啓殺するのは良

THE ROTARY-NO-Tmro 

いことである。（理39-40)

役員の順序

R.I．理事會では次のような順序が望ましいと決められ

ている。

(1) 委員長の純験のあるものがクラブ理事となる。

(2) グラプ理事或はクラプ幹事の鰹験のあるものがグ

ラプ會長となる。

(3) グラブ會長或はクラプ幹事の純験のあるものが地

謳ガヴァナーとなる。

(4) 地厘ガヴァナーの純瞼のあるものがR.I．理事とな

る。9

(5) R.I．理事の紐験あるものが、 R.I．會長となる。（理

49-.50) 

クラブ・プログラム

輩なる興味本位、誤楽本位のプログラムをつくるより

は、ロ,-タリ,-の問題についてのプログラムを準備する

ことを奨勘するよう、はつきりした努力を盤さなければ

ならない。かくすることによつて、ロ,....タリー・クラブ

を箪なる贅食クラプとしたり、ロ,....タリ,....のプログラム

を夏季講習會的なものとする傾向を是正することが出来

るからである。（理32-33)

講演者への謝證

R.I．ではR.l．の元役員及び現役員を各クラブに派遣し

その費用をR.I．が負櫓することをやつているが、もし、

これ以外に各クラブがR.I．の役員或は他のロ,-タリアン

を招く場合は、そのクラプが費用を負揃しなければなら

ない。招かれた講演者の方から、費用の支彿を請求しな

ければならないような材目に陥れて常惑させるようなこ

とがあつてはならない。このような費用の支辮に疑問の

黙があれば、本部事務局が喜んで相談に乗るのであろ

ぅ。

クラプ例會に方仝ける新稿

世界中のロ,....タリ,-•クラブには、色々な宗教的信仰

或は理想を持つた會員がいる。又、ロ,-クリアンは自己

の宗教的信條に忠賓であると共に、他人の信仰に劉して

も誠賓な、寛容な、漁らない尊敬をはつきり示すよう期

待されている。各n,-タリ,-•クラブは自治的なもので

あるから、従つて自己の良き判断に基づいて、會員全部

の宗教的信念を尊重するが如き方法で例會を行うべきで

ある。

例會場

例會場の決定は各グラプの自治に任かせるべきである

とR.I．理事會は確信している。しかし、各クラブの正會

員、パスト・サ,-ヴィス會員、或はシニア••アクテイヴ

會員は、いずれも他のロ,-タリ,-•クラプの例會に出席

する櫂利があるから、各クラブは、世界中のどのクラプ

のどの會員でも出席出束るような場所で例會を開くこと

ロークリーの1.i.--4月菰

が期待される。（理46-47)

他のサ,-ヴィス・クラプとの連合會

ロ,....クリ,-•クラブが他のサ,....ヴィス・グラプと合同

して會合を開くことは、ロ,....タリ,....のプログラム及び活

動を最もよく稜展させる所以ではない。従つて、ロ,-ク

リ,....•クラブが他のサ,....ヴィス・クラブと合同して毎週

の例會を開くことには R.I．理事會は反劉である。しか

し、ある特別な場合に、ロ,....タリ,....•クラブが他のサ,

ヴィス・クラプと合同して會合を開くことには必ずしも

反封するものではない。（理42-43)

例會に於ける酒精飲料の可否

ロ,....クリ,-の會合に於て酒精飲料を供することが正し

いことであるかどうかは、各クラブに於て決定すべき問

題である。

何年か以前のことであるが、ロ,-タリ,....の會合に於て

酒精飲料を供することをどう考えるか確めるため、各ク

ラブに質問書を廻したことがある。その解答を表にして

見ると、大多敷のクラプに於てはクラブ董食會或は夕食

會には酒を出さない習慣であり、又、會員個人もその會

の間は酒を注文しない習慣であることがわかつた。

或るクラプ會長の會合で、この問題が討議これたこと

があるが、出席者の大部分は、畳食會或は夕食會に酒精

飲料を供するのは望ましくないという意見であつた。

その後間もなく、 R.I．理事會は、アメリカ合衆國のク

ラブではロ,....タリ,....の豊食會や夕食會に於て酒精飲料を

供することに反劉の考えが専らであるという意見を表明

した。

この問題に闘してロータリーは何等公式の方針を持つ

ていないと云われるかも知れないが、長い間の純験と多

くのロ,-クリアンが表明した意見によつて、少くとも酒

精飲料を、食事の一部として供する習慣のない國に於て

は、ロ,....タリーの會合に於ては酒精飲料を供しない方が

ロ,-タリー運動のために良いであろうと云うことが出来

る。

富くじ類による資金募集

ロータリー・クラブの活動は、會員及び會員でない者

の双方にロ,....タリ,....に劉する十分な尊敬の念を持たせる

如きものでなければならないとされている。従つて、如

何なるクラブも、富くじ等によつて資金を集めること

は、そのような行為が完全に良いことと認められていな

い國に於ては、避けるべきである。（理48-49)

クラプの定例理事會

クラブ理事會は少くとも毎月 1回定期的に開催すべき

である。（理41-42)

ロ,....タリ....情報

各例會の始めの 3分乃至 5分間を、會員に針してロ,....

クリーに闘する鋭い考察をさせ、彼等のロータリ,....に謝

I : 
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する知識と理解を撰げるならば、如何にクラプの為にな

るかという黙にクラブの注意を喚起すべきである。

クラブのロータリー情報委員會は、すべての會員、特

に新會員のロータリーに針する正しき理解と、ロークリ

一會員としての特典と責任を納得させるように、その委

員會活動を増強すべきである。年間を通じ少くとも毎月

1回、奉仕の四つの道のそれぞれについて、ロークリア

ン個人の智識を増すようなプログラムを提供しなければ

ならない。（理35-36、52-53)

新しく入會した會員は、種々の委員會は勿論、屡々、

クラプ協議會、クラブ理事會、櫨邊會合(Firesidel¥Iee-

ti'ngs)、都市連合會 (IntercityMeetings)、及び地厘大

會 (DistrictConference)にも極力出席させるよう哭動

しなければならない。（理35-36)

地厘ガヴァナーが、更に多くのロータリー敦育の必要

を強調し、このことに闘連して本部事務局から有益な示

唆が得られることについて各クラブの注意を喚起するよ

う、 R.I．幹事は常に注意すべきである。（理44-45)

如何なる地にあるクラブでも、會員の中に、その土地

の新聞社が十分代表されていなければならない。（理35-

36) 

クラプ基金の取扱

ロータリー・クラブは主として賓業家から成つている

のであるから、クラブ財政の取扱もビジネス・ライクに

行うべきである。クラブ資金をビジネス・ライクに取扱

うとなると、小切手の支彿には副署を要することとしな

ければならないし、又毎年會計検査を行わなくてはなら

ない。 （理41-42)

ロータリアンに封する事業上の援助と助言

ロークリーの親睦に有形な効果を輿え、會員に有益な

援助を輿える機會を設けるため、クラブは次のことを行

うべきである。

(a) 事業上の助言や援助を必要とするロータリアンに

内密に而も親身な援助を輿えるため、色々違った大別職

業分類 (MajorClassification)を代表する會員敷名を以

て委員會をつくる。

(b) 會員の主として純濱的な問題について討議するた

め、 ‘‘Clinics"（企業診断）或は “forums"（討論會）を

開いて會員の便をはかる。（理42-43)（この項絡り）
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クラプ奉仕

クラブ内部に於ける、又クラプに封するサービスは第

1回のロークリー．の集會にすでに始まり、それ以来多く

の國々に於て次の様な大きな活動が行われて居る。

・ミシガン州デトロイト、 1911年10月

餘興委員は10月12旧、會員を驚喜させる趣向をこらし

た。感謝祭前の集會のために唐もろこしや南瓜を飾つた

部屋に粗末なテーブルiとベンチを圏き、テープルの上に

は10ガロン入りのリンゴ酒の樽を置きこれを飲むために

錫のコップを會員に渡じた。サラサ染の紅いハンカチを

被つて會員は牧穫祭家庭晩餐の氣分を出した。 これに依

つて會員の親睦は一そう深められた。

・カリフォルニャ州ロング←チ、 1912年12月

営市のロータリークラブ（會員敷約60名）は出席 100

パーセントの集會を 4回引績ぎ持つ事が出束た。此のた

めに10人の會員は他のクラブでメークアップするために

自動車で穂計1250哩の距離を走つたという。（絹集者註

この時までに 100バーセント出席のクラブ集會は未だ前

例がなかつたのである）

・コネチカット州＞‘,-トフォ,-ド‘、 9、1925年2月

ハートフォードロークリークラブの出席委員は會員の

出席委員は會員の出席哭動のために學校の例を慎似た。

學校では生徒の健康を報告するために赤、白、青のカー

ドを用いるが、委員會はこれにならい、全出席の會員に

は白カードを輿えて「おめでとう」と記し、 70パーセン

ト以上の出席者には青カードを附して、「白カードを目指

しましよう」と書き以下の人には赤カードに「危険」と記

したのである。

・メキシコ、モンテリ,- 1927年6月

ロークリークラブの役員の年次選畢は普通の政治的選．． 
畢と同じ様にして候補者の名を書いたびらや地方新聞の

特別眺や演説者を野次る事等型の通りであった。さわぎ

がやかましくなりすぎると制服の警官が治安擾箇しの角

で、逮捕しに出かけるという始末であった。然し、健全

な新役員選畢を損う様なものは一つもなかった。

・デンマ,-クコペン＞‘,-ゲン 1932年12月

欧洲旅行の途次デンマークを訪れたロークリー創設

者、ハリス氏のために晩餐會を催し、コペンハーゲンの

約 200人のデンマークロータリアンが相會した。代表者

を送ったデンマークのクラブ総敷は13であった。

THE ROTARY-NO-TO""IO 



手 績 要 覧 (Manual

ーー第 4 回—--

名柄及び徽章

恥 tary という名稲は最初のクラブに於てその會合を

會員の事業所に於て交互 (inRotation)に開いた慮から

始つたのである。 この言葉は國際ロ,-タリ ,-(Rotary

International) という名稲や「彼はロ,-タリ,-に於け

―る最年長者である」という文章に於けるように名詞とし

てロ,-クリ,-の全組織を示すものとして使用されること

が最も多い。又、「ロ,-タリ,-」のおかげで彼は立派な

市民になった」という文章に於ける場合の如く、ロ,-ダ

リ,-の理想や原理を意味している場合もあろう。 Rota-

rian という言葉は、名詞としてロ,-クリ,-會員のこと

を云うか或は「ロ,-タリアン誌」という名稲に使われる

だけである。如何なるロ,-タリ,-•クラブも、個々のク

ラブとしても又集園としても、それらがRIの定款に従

つて設立されていることを示す慮のロ,-クリ,-という名

栂以外の名前を付けてはならないし、又、ロータリ,-と

いう名稲以外の名前の下に活動してはならない。尤も各

地犀は國際ロークリ ,-(RotaryInternational)の名稲

を用い、それによつてロ,-タリ,-の理想、原理及び目的

の普遍性を示すことになつている。

徽章 (Emblem)

1905年か或はそれより少し後にシカゴ・クラプによっ

て考案され採用されたロ,-タリ,-の最初の徽章は車の輪

の形を現わしていた。他のクラブが結成されるに従つて

この徽章も段々と修正され、時に歯車が使用されたこと

もあった。そして1912年の大會に於てこの歯車を現わす

徽章が採用されたのである。

1919-20年度RI理事會は、 1912年に採用された徽章

の説明が明確を欠くという議論が多いのを認め、 2名の

ロ,-タリアンの提出したデザインを受け入れ、更にこの

徽章を使用する場合には、そこに記された文字を愛更し

てはならないし、又その他一切の愛更を加えてはならな

い旨を規定した。この理事會の決定は1921年の大會に於

て確認されている。

1922年の大會に於て採欅されたRI細則改正條文には

次のように規定されている。即ち「國際ロ,-タリ,-の目

的と綱領の逹成を助長するため、理事會はすべてのロ,-

タリアンの専用とその利益のために、國際ロ,-タリ,-の

徽章、襟章及びその他の標章を制定し、且つ之を保護す

る」

しかし、 1922年のIt［定款及び細則の改正條文の採欅

of Procedure) 

前RI理事

R. I. Pamphet No. 35 

手 島 知 健 繹

(Name and Emblem) 

以束、この細則に於て規定された如き徽章の採用に闘し

ては理事會は何等の措置も講じていないため、 1923-24

年度RI理事會はの公式徽章についてその要項を採探し

た。この要項は大會によつて確認され、 1929年度大會に

於て採擦された大會決議の抜莱に掲載、本書 ~Ianual

of 1牙ocedure103頁に載つている。

役員バッヂの使用及び徽章の麦更は認められない。

ロータリアンがそのロータリーに於ける役員としての

地位を示すために獨特のバッヂ、賓石或はリボンなどを

使用することを、 RI理事會は認めていないのであるが

それは理事會が、このような豪華な標章は賓業家及び専

門家の園髄であるロータリーにはふさわしくないと信じ

ているからである。尤も、ロータリーの國際大會や地匿

大會等で使用される簡索な一時的な名札或はリボン等は

この中に含まれないものである。

又、 RI理事會では（ロータリー徽章の製作者を含め

て）闘係者全員に附し、徽章を使用する RIの全構成肌

位は如何なる黙に於てもこの徽章に何等雙更を加えずし

て使用するよう強調している。

更にRI理事會では、各ロータリー・クラブ及び製作

者が、一時的にこれを楓用する資格のある人々に器生する

ロータリーの襟章の配布及び保持を十分恨重に行うよう

要望している。（理28-29)

名稲及び徽章の保護

Rotary という言葉は如何なる僻書にもある言葉であ

るから RIといえどもこの言葉を獨占して使用するわけ

には行かない。しかし、 RIがこの言葉に新しい意味を

輿えたことは一般に認められているのであるから、もし

恥 tary という言葉が外部のものに使われて彼等がHI

に開係しているような印象を輿える恐れのある場合は斯

乎これを止めさせなければならない。 • 

1919年米國特許局は「ロータリー・シャツ製造會社」

と稲する一會社がロータリーの名稲と徽章を自己の商標

として登録せんとしたことに到してRIの行った異議を

正常と認めている。

又、 1928年に、同じく米國特許局は、アイルランドの

ベルファストにある Gallaherなる會祉が或る種の煙草

製品の商標としてロータリーという言葉を米國内に登録

せんとしたことに対して提起した1tlの異議を正賞と認

めている。又、テキサス州ヒューストンの Theo.Keller
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會社が1913年に取得し、 Gallaher會社がその議渡を求

めた煙草製品に封するロ,-タリ,-という商標の登録を抹

殺することを求めたRIの請願も同じく米國特許局によ

つて正常と認められたのである。

英國及びアイルランドのクラブも、 RIが Rotaryと

いう言葉に特別の闘心を持つており、もし誰かゞ Rotary

という文字を含んだ商標を登録せんとした場合には特に

配慮してRIに異議を唱える機會を輿えてくれるよう英

國の特許局に了解を求めてある。

「登録商標、特許及びデザイン協會」に問合せた慮、ロ

,-”,-．クラブは各國の特許局を説得すれば英國の特

許局のとったやり方を採用させることが出来るであろう

という示唆を得た。中央事務局では直ちにこの示唆を各

地厘ガヴァナ,- (1931-32年度）に偉達し、彼等がそれ

ぞれの國に於て特許局に封し適宜の措置を取れるように

した。

地匿ガヴァナ,-はそれぞれの國に於てロ,-タリ,-の名

稲及び徽章の保護がどうなつているかに開して情報を集

めこれを中央事務局に博達し、そこに於てこれを分析照

合して、もし可能ならばロークリーの名稲と徽章を世界

各國に於て出来るだけ完全に保護されるように策を講ず

ることが出来るようにすべきである。（理34-35)

徽章の使用許可

RIに劉しロ,-クリ,-の徽章（襟章、バッヂ、装飾、

道路標識、その他の如きもの）を付した物品の製造販賣

を願出る個人や商社は多敷に上つている。 1919-20年度

RI理事會では次のような意見に一致した。即ち、令名

ある個人或は會社から正式の申出に接した場合、 RI幹

事は自己の判断に基づいて、 RIとしては申出の徽章の

使用が、若し適常と思われるものであれば異議はないが、

萬ーそれがロ,-タリ,-の徽章を螢利化せんとするもので

あると思われる場合にはその使用を晰乎拒絶すると共

に、このような徽章の誤用には強く反封である旨を明ら

かにしなければならない。

徽章複製希望の個人及び商社に封しては次のような許

可證が殺せられ、そこに記された次の如き規定及び條件

を守ることになつている。

1 ロータリーの徽章の複製は、打型、刻印、躊物、

カット、等のいずれを使用する場合に於ても、 RIによ

つて正式に認められる採探された公式の徽章の要項に正

確に一致していなければならない。（要項の露しはこ.¥.

に付する）。

2 徽章の色はロータリ,-の公式の色即ち濃紺青と金

色に限る。 ‘ 

3 徽章は他の徽章或は標章と組合せて使用乃至製作

されてはならない。

4 如何なる個人、商祀、園髄といえども、その便第

封筒類にこの徽章を印刷使用してはならない。

5 ロークリーの徽章は、如何なる個人、商祉、園髄

によつても商標として用いられてはならないし、又ロー

タリ,-という文字も商品名として或は商品の説明用とし

て使用されてはならない。

6 本許可證は特定人宛のものであつて他へ談渡する

ことは出束ない。

7 RIは前述の規定及び條件に髪更或は追加を行う

樅利を保有する。又、本許可證を受けるものは前述の規

定條件を遵守する外、速かにその喪更及び追加に應ずる

と共に、徽章の使用を何時にても中止することに同意す

るものとする。

8 RTは、 60日間の豫告期間を以て文書によりその

意思を通知することによつて、何時といえども本許可を

取消し得る櫂利を保有する。但し、か Lる許可取消は、

その通告を受取った営時に在庫する商品を販賣する梱利

を奪うものではない。

名稲及び徽章の正しい使用及び不正なる使用

「加盟クラブの資格確賓なる會員は、ロ,-タリーの會員

である限りロ,-タリアンとして國際ロータリ,-の徽章、

襟章及びその他の標章を侃用することができる。 (RI

定款第11條第 1項）

「國際ロークリー及び加盟クラブの名栂、徽章、襟章、

及びその他の標章は、何れの加盟クラブ或はグラブ會員

もこれを商標又は特別の商品叉は他の如何なる商業上の

目的にも用いてはならない。國際ロータリーはその名稲

徽章、襟章及びその他の標章をロータリー以外の名稲又

は徽章と組合せて用いることを認めない」 (RI細則第

15條第 2項）

ロータリ,-の徽章の正しい使用とは何であるかという

問題については既に多くの議論がなされている。ダラス

大會の決議29-12（本書103ー 106頁参照）にはこの問題

に開するそれぞれの裁決が載つている。

瑕ロータリ,-•クラブ

少くとも會員20名を以て正式にRI加入を申込んだグ

ラブは正式に加盟を承認されるまでi俣ロータリー・クラ

ブ (ProvisionalRotary Club)と呼ばれる。クラブはR

rに加盟して始めてロータリー・グラブになるのである

から、 1段グラブのメンバーはクラブが正式にRIに加盟

するまでロータリーの徽章を使用する資格を有しないの

である。（理：｝5-36, -!8-49) 

公認されない名稲の使用

眼ロータリー・グラブに闘する場合を除き、如何なる

圏髄もロータリー・クラブ乃至ロータリー・クラブ或は

RIの開連園髄たる地位を表わす如き意味を以てロータ

リーという文字を使用することは公認されないし又許さ

れないことである。このようなロータリーという文字の

r!,．＇’ 
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公認されない使用を防止するため、 RI理事會は幹事に

射し賓際的な又可能な手段を講ずるよう指示している。

（理47-48)

ロータリーの色

RIの色は濃紺青及び金色である。 （ダラス大會決議

29-12) 

ロータリー旗

ロータリーの公式の旗はダラス大會決議2f-12の第 1

條第4項に規定されている。（第105頁）

建築開係に封する名稲の使用

直接問接にRIがかかり合にならないように、如何な

るロータリー會員或はロークリー・クラブのグループ又

は、 RIの如何なる地渥も、家屋或はその他の建物の建

設或は購入に常つて、それと闘連して「RI」の名稲を

使用すべきではないと RI理事會では考えている。更に、

RI理事會はこのような闘係で會員に割常てて資金を集

めるべきでないと考えている。（理44-45)

ロータリーの螢利化

ロータリアン同志の間の商業開係に開するロ....タリー

の方針は次の如くである。即ち、ロータリアンはその仲

間の會員から彼が取引闘係を有している他の賓業家に到

する場合よりもより、多くの利便を期待してはならない

し、ましてこれを要求するようなことがあつてはならな

いのである。

ロータリアンが、取引闘係にある他の貰業家には普通

輿えないような特櫂を仲間のロータリアンに（ロータリ

アンであるという理由だけで）輿えるのは、競争業者に

劉するロータリアンの責任に反することであるし、又、

ロータリーの職業奉任の原理にもそむくことである。員

の友人というものはお互に何物をも要求するものではな

いし、利益の為に友人間の信頼を濫用することはロータ

リーの精誹から遠く遊離したものである。

彼がロータリーでかちえた友情の営然の結果としてロ

ータリアンが新しく商賣を獲得し又は商賣が殖えたよう

な場合は、これはロータリーの内外を問わず何慮にでも

起り得る普通の猿展と考えてよいのであり、ロータリー

會員たるものの信條に何等違反するものではない。（理

33-34) 

ロータリー・クラブと廣告用回章

R I理事會では、如何なる園髄にも RI加盟クラブに

蜀して回章を廻して廣告する櫂利を認めていない。（理

24-25) 

米國のある印刷會社でその所在地のロークリー・クラ

ブに代表が出ている會社が、 RI前會長が同市のクラブ

で行った講演を甚にしてロータリー教育パンフレットを

つくり、販賣の目的を以て世界中のクラブに回章を廻し

たのである。 RIBIはRI理事會に劉し正式の苦悔を

28 (260) 

申立て .1.いるので、理事會では次のような決定を採擦し

た。

(n) 理解と親善の見地から、英國及びアイルランドの

ロータリー・クラブに射して何か刊行物を送る場合には

豫め H,I B I中央會議員會の承認を得るべきである。

(b) その印刷會祗は外國のロークリアンに封してファ

ースト・ネームで呼びかけた書面を出すべきではなかつ

た。

(c} 替利を目的とする商祉は手紙に「YoursRotary」

と署名してはならない。

(cl) R I或はロークリー・クラブ以外の慮から疲行さ

れているパンフレットにI{Iの徽章を付することは適常

ではない。
オフィシアル•デイレクトリー

(e) 「役員名簿」の序説には「本名簿はロータリー會

員でない人々に配布するためのものではないし、又、商

業上の「御得意名簿」として使用するためにつくられた

ものでもない」と述べられている。

従つて、ロータリー會員が自己の商賣開係に於てロー

タリーの役員名簿を利用することは適常ではない。（理

1929-30) 

この廣告用回章の問題に開してはRI理事會に於て次

のような方針を明らかにしている。

今まではRI役員名簿にせよ、地涯或はクラブの會員

名薄にせよ、ロータリー會員或はクラブ地厘等がこれら

を廣告用回章のために使用してはならないということに

なつていた。

しかしRI大會の決定或はRI理事會の勤告によつて

定められる限界内に於ては、螢利に闘係のない事柄に限

り、他のロークリー・クラブに回章を廻すことは許され

ている。

大會の決定によつて定められた限界については、 1929

年ダラス大會に於て採欅された決議29-12の第12條第 2

項及び第 3項（第106頁）に載つている。（理36-87)

ロータリー・クラブ及びロータリー會員の名簿

RI幹事は、商業上の目的にせよ他の目的にせよ、ど

の職業分類による會員の一覧表をも、理事會の承認を得

ることなしに他に洩らすことはない。（理20-21)

RIの保管するロータリー會員の一覧表に開してRI

理事會では次のように意見が一致している。

各クラブはその會員一覺表を中央事務局に託してある

が、その理由は、第 1に、クラブ會員穂敷に闘する半期

報告を確認するため、第 2に「ロークリアン誌」装送用

名簿として、第：うに、住所氏名を確めるため或は會員移

動の調査等事務的必要のためであつて、これ以外の目的

に使つてはならがない。

中央事務局はクラブ會員一覧表をそのクラブの承諾な

しにクラブ以外のものに渡す櫂利を持つていない。
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グラブ會員の一覧表を入手したいと思うものは、その

グラブ自身から入手するか或はクラブから中央事務局に

射し、會員一覧表を渡してよいと確認した書面を先ず手

に入れなければならない。

地甑ガヴァナ,,....がRI幹事にその地麗内の全會員の一

鵞表を請求した場合は、幹事はこれを輿えます。但し、

地厘内の全クラブがこのことについて同意したというこ

とをガヴァナーは保證しなければならない。（理37-38)

グラプー覺表或はクラブ役員又は委員の名簿はロータ

リー以外の機開に渡されることはない。但し、政府機開

の非常緊急の法律上の要請がある場合或はRI理事會又

はその執行委員の同意がある場合はこの限りではない。

（理40--41)

クラブ幹事が自己のクラブの會員名簿を商賣上の目的

の為に渡すことは普通あり得ることではないし、又、ク

ラブ會員名簿を會員以外に頒布すろ時は、幹事からクラ

ブ理事會の承認を得るようにするのが、賢明な仕方であ

る。

職業分類に基づく婦人クラブ

婦人の為のロータリー・クラブの問題は、ロータリ,-.

の初期から既に理事會の問題となつている。 1914-15年

度RI理事會では、婦人の賓業家及び専門家から成る職

業分類によるクラブに劉してロークリ,-.の名稲を付ける

ことを禁止することに決定したが、もしこのような婦人

クラブが他の名稲を付けることにすれば、彼等がロ,-.夕

リーの精紳を以て運螢することには更に異存はないとし

ている。

定款はロータリー・クラブが男子を以て構成されるこ

とを明らかに規定している。これまで種々の婦人の園髄

が、婦人ロータリー・クラブとしてロータリーから承認

を得ようとしたが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられる。即ち、

ロータリーとしては、婦人の賓業家及び専門家が多敷あ

る都市に於て職業分類による婦人クラブを結成すること

に封しては好意を持ち、これと友好的に協力しながら種

種の援助を惜しまないのであるが、ロ,__タリ,...という名

稲をこれらのクラブに付けたり、或はこれ等のクラプを
コンウ・エンシヨン ・

RIに加盟させたり、又は、大會その他その運螢に参

加させることを欲しないのである。（理23-24)

婦人の補助園幅

RI理事會 (1918-19)は、「ロ,._クリ....」又は「ロー

クリアン」という文字を使用する婦人補助園罷を有るク

ラブがあるという楠報に甜し、このような組織ををつく

るに営つて「ロ,__タリ....」又は「ロ,...タリアン」の文字

を用いることを好ましくないとすると共に、ロータリー

・クラブはこのような園髄が「ロータリー」という名稲

或は「ロ,._タリアン」という文字を使用することを阻止

すべきことに決定したのである。

1934-35年度及び1946-47年度RI理事會は次のよう

ロークリーの友ー5月聾

な決定をしている。

理事會は1918-19年度に採欅した決定をこりこくりか

えし、役員及び加盟グラブに鉗し、ロ,-タリーという名

稲を付けている婦人園腔にはそれを中止させると共に、

現在結成中の婦人園髄にはロ,-クリーなる文字を入れた

名稲を採用しないように努力することを要望する。ロー

タリー會員の婦人の家族を以てクラブを結成することが

望ましいか否かについては理事會は何等の決定も行わな

いが、もしこれ等の婦人園憾がロ,-タリ,-という名稲を

使用しないならば、闘係者全部の最大の利益となるであ

ろうことを信ずるものである。（理34-35 46-47) 

理事會はロ,...タリーの婦人補助クラプは合法的に承認

されたものではないということに意見が一致した。（理

49-50) 

理事會は、世界の各地にある婦人園値が、その名稲に

ロータリ,-という文字を使用している場合にも、又いな

い場合にもロ,...タリ,...に闘係があるような印象を輿えて

いる事賓を考慮に入れている。これまでロータリー會員

の婦人家族がロ,...タリー・クラブ及びロークリー會員の

祉會奉仕及びその他の奉仕活動に於て、個人的にも又閾

臆としても、大いに協力されたことについて、理事會は

大いに感謝し且つ賞讃すると共に、今後とも引績ぎ協力

を希望するのであるが、 RIの定款にはロータリー・ク

ラブは男子の賓業家及び専門家を以て構成するとあり、

ロータリー・クラブの補助たる婦人クラブ或はロータリ

一會員家族を以て結成する同種のクラブに闘しては、何

等の規定もないという事賓にも注意して戴きたい。従つ

て理事會は、このような婦人園髄に劉して公式の承認を

輿えようとする RT．役員。加盟クラブ等はRI定款の規

定の枠内で行動していないこと、及びかかる承認はこれ

を中止すべきであることを勘告するものである。（理50

-51 51, -52) 

青少年クラブ及び同種の園髄による名稲徽章の使用

多くのロータリ,-•クラプが宵少年クラブに闘心を持
つており、中には直接ロータリー・クラブの後援してい

るものもあること、叉、このようなクラブの名稲には後

援クラブとの闘係を示すために「ロータリー」或は「ロ

ータリアン」の文字が入っている場合もあること、更に

又、これらのクラプの中にはロ....タリーと閥係のあるこ

とを示すような徽章や標章を使用したがつているものも

あるということを理事會は識つている。ロータリーの模

範に負けまいと努力するグ）レープに封して、ロータリー

會員たるものはすべて同情あふれる援助と激動を輿える

べきである。しかしながら、この種の園髄の目的が如何

に立派なものであつても、 RIはこれらの園憫がロータ

リ,...の名稲と徽章を使用することを許すわけにはいかな

い。ロータリーの名稲と標章はロータリー會員が自分逹

のためにのみ使用するものであるからである。といつて

理事會はロータリー・クラブの模範に負けないように努
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力しているこの種の園膊を落謄せしめようというつもり

ではないのであつて、ロータリーの用語や標章を侵害す

恐れのない適常な名稲や標章を考え出すべきであると勘

告しているのである。（理89-40)

ロータリーは個々のロータリー・クラブが正常な青少

年活動を活撥に支持し、且つ引績き援助することを求め

るものである。

しかしながら、ロータリ.....応如何なる青少年グルー

プをも RIの正常な下部組織とは認めないし、「ロータ

リー」或は「ロータリアン」という文字の使用も又ロー

クリーの徽章或は、これに極似の徽章の使用をも認めな

ぃ。（理49-50)

ロータリーの標語

1950年のデトロイト大會に於て次の如き決議が採揮さ

れている。

「無我の奉仕」 “ServiceAbove Self "とか「最上の奉

仕は最大の利益」 “HeProfits l¥Iost)Yho Serves Be-

st"という言葉は、 40年の間ロータリーの根本的な理想

を効果的に表現しているモットーとしてRIに依つて廣

＜又常に用いられて来た。

その結果、これらの言葉はロータリーの原理と目的の

一部として公衆及びロークリアンの心にはつきりと印象

づけられて束た。

ロークリーはその職業奉仕活動に於て、奉仕は利益一

ーそれが物質的報酬であろうと又、精軸及び感猜の健全

と渦足であろうと一一の基本であるという根本的な慎理

を教えて束た。

これらの言葉は-:1:0年間も使われて来たいう事賓上モッ

トーとなつているが、 RIは正式にこれらをモットーと

して採用したわけではない。従つて、

第41回RI大會は「無我の奉仕」及び「最上の奉仕は

最大の利益」の二つの言葉をロータリーの刊行物その他

に於て使用出束るロータリーのモットーとして指定する

ことを決議する」（斎トロイト大會決議50-51、及び、ア

トランティック・シティー大會の立法51-9による訂正）

1950年のデトロイト大會は更に別の決議 (50-14)に

於て、ラテン語を以てロータリーのモットーを創作する

案が採欅され、最もよい案を51年のアトランティック・

シティー大會に提出することになつた。（決議50-14の

全文については1950年大會議事録136頁を参照）

或るラテン語の文句をロータリーの唯一の公式のモッ

トーとするため提出された決議案 (51-15)は、 1951年
アトランティック・シティー大會に於て、更に研究を重

ねるため徹回されることになった。

1952-53年度R.1理事會は、 1951大會の決定に従い、

更に研究を重ねた結果、ラテン語でロータリーのモット

ーをつくることに闘してはこれ以上の措置を講じないこ

とに決定した。 （この項終り）
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MANUAL OF PROCEDURE 
手績要覧（第5回） RIPamphlet: No. 35 

前 R l £軋事手島知健鐸

課者の言葉： この鰈課の中に頁数を参照したのは J•L てMANUAL OF PROCEDURE (1954年版）

の頁敷であります。この書物は全髄として、重複を避けるため、各所に参照する記事が散在している課

で、必ずしも掲題の一章丈けでその問題が完了していない楊合があります。例えば第 4回掲載の名稲及

び徽章 (Nameand Emblem)の章にはロークリー徽章の細かい仕様書が戟つていませんが、これは

大會決議 (29-12)の第 1條として 103-105頁を参照することになつています。この Legistationat 

Convention―一大會に於ける立法一~の章は何れある時期に謁戟されること J.. なりますが、御参考ま
でに妥に説明を加えておきます、尚原魯との封照の便宜のために今回より椋題及び中見出しは英語で粛

いて邦課を次に記入することにしました。例えば Active:.¥ie.mhership in Only One Club―正會

員は只一つのクラプに於てのみー~という具合にします。

M・embership in Rotary Clubs一 會 員 資 格

標準クラプ定款第 3條には會員の種類は、正會員、名

饗會員、パスト・サーヴィス會員及びシニア・アクティ

ヴ會員の 4種類とーする旨規定されている。

會員資格及びその継績、會員鈴衡委員會の任務、會員

鈴衡の方法等についてはクラブ定款及び細則にその規定

が見られるであろう。

理事會は幹事に封し、各クラブがRI定款及び標準ク

ラプ定款に示されている會員資格及び戦業分類の必要條

件を充していない人を入會させることについて、屡々警

告を殺するよう要請している。

Active Membership in Only One Club 

正會員は只一つのクラブに於てのみ

如何なる者も 2以上のクラブに於て同時に正會員とな

ることはできない。 (RI定款第4條第3項）

Membership lndivisual-N ot Firm 

會員資格は個人のものて會祗のものてはない

ロークリーの會員資格は飽くまで個人々々のものと考

えられるべきであつて、個々の會員が代表している共同

企業髄 (Partnerseip)又は會社 (Corporation)のもの

ではない。（ダラス大會決議、 29-12、第 3條第 1項）

Business Must Be Within Territorial 

Limits 

會員の事業はクラプの地域内て行われなければならない

クラブの正會員はクラプに於て分類を受けているそれ

ぞれの商業又は専門的職業に、クラブの地域内に於て現

に自ら従事していなければならない。（クラブ定款第 3條

第 2項）

會員たりうる者は、クラプの地域内に於て商業又は専

36 (324) 

門的職業に、現に、自ら、従事していなければならない，

という條件に合致する責任があることを RI及び地幅ガ

ヴァナーは常に強調しなければならない。（理52-53)

正會員の住居が郊外住宅地であり而もそれが他クラブ

に属する地域にあつても差支えない。但し、必ず自分の＇

クラブの地域内に於て商業又は専門的職業に、現に、自

ら、従事していなければならない。

Dual Membership 

他のサーヴィス・グラブに入會することについて

ロータリー會員は他のサーヴィス・クラブに入會して

その開心と精力を分つことを遠慮すべきである。（ダラス

大會決議29-12、第 3條第4項）

Diplomatic and Consular Representatives 

外交官及び領事官

外國政府使臣の仕事が比較的重要な地方に於ては、外

交官及び領事官等を名饗會員として入會せしめることに

よつてクラブ内にその業務を十分に代表させるのがよ

ぃ。（理42-43)

Commanders of Vessels 船長

大西又は太平雨洋に面する港湾部市のクラブに於ては

船上に於けるロータリー會員の會合を奨動したり或はそ

の他の貼でロークリーに開心を示す大型航洋船舶の船長

を名餐會員に推することが薦められる。（理36-37)

Skilled Craftsmen 名エ

標準クラブ定款の枠内に於て、そこに規定された條件

に合致する技術のすぐれた名工をロークリー・クラブに

入會させる規定は出来ているのである。従つて、その技

. .rHE ROTARY-NO-TO:r-.W 
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術以外の黙に於て入會の資格を十分有する名工をクラプ

に入會させるために、この規定を修正する必要はない。

（理45-46)

" Transferred Members " 移動會員

RI理事會は、或る地福の大會で次の如き場合を認め

るように規定を髪更することを考慮すべく求められたこ

とがある。即ち、熱帯地方に於ける屈傭の特殊な事悔を

考え、一つの都市から他の都市に移動する會員は、移動

先の土地のクラブに移動した職業分類の下に、既に會費

を彿つた年度の残餘期間だけ「移動會員」として入會を

認めて欲しいというのである。これに劉して理事會は次

のような措置をとつた。

或るクラブの會員が、そのクラプ所在都市から他に移

る場合、その會員は移動先の都市のクラブに入會し得る

場合もある。（但し入會金を徽集されるかどうかはそのク

ラプの決定による。）又、或る場合には、 (a)彼が去らん

とするクラブが會費を彿つた年度の残餘の期間に相常す

る分だけ支彿つた會費を彿戻すこともあり、又、 (b)そ

のクラプが彼が會費を支彿つた年度が終る迄彼の會員資

格の喪失を殺表するのを差控えることもあろう。勿論こ

の期間、彼はヴィジターとして他のロークリー・クラブ

を訪問することができるのである。

理事會の意見としては、一つの都市から他の都市に移

動する會員が、たゞ移轄したという事賓だけによつて、

移動先の都市のクラプの會員たり得るという所謂「移動

會員」という會員資格を確立することは、各クラブの會

員鈴衡に闘する自主性を冒すものであり、又職業分類に

よる會員資格の原則に反して、戦業分類が二重になる結

果を来す場合が多い。従つて理事會としては、ロークリ

ー・クラブにかかる種類の會員の設定を起案しないこと

とした。（理38-39)

Clubs Composed of " Nationals " 

クラブは「自國民」を以て構成する

或る國のロータリー・クラプはその國の國民を以て構

成されねばならないという一般原則に愛更を加えるべき

特殊な場合もあるかも知れない。しかし、一般原則とし

てはこの規定を再確認する。（理28-29)

Membership for Men of Various N atio-

nals 他系統の民族からの會員

理事會は、他系統の民族グループ（外國で生れた者及

びその子孫）が存在する都市のクラブは、その都市内の

種々の民族を同化する手段として、これらのグループか

らロークリアンたる資格を十分に備えている人々を入會

させるよう考慮を彿う方がよいとの示唆をしている。こ

ロークリーの友ー6月跛

の目的とする崖は、彼等をクラプに代表されている他の

民族の人々とより親しくさせ、彼等のグループの他の人

人に劉しても有盆な影響を輿えるように激励して、彼等

がその仲間内の交際に限られないで、彼等の住む國の全

髄を構成する上に不可鋏な分子となるようにすべきであ

る。

このことを行うための手段はロークリー・クラプの會

員資格に闘する規定の中に既に含まれているから、特別

な規定を設ける必要はない。只都市内に住む他系統の民

族から會員を求めることが望ましいという胃出にクラプの

注意を向けたいというのが理事會の考えである。（理44-

45) 

Honorary Membership 名誉會員

各クラプは名餐會員の資格をロータリーの理想推進に

著しい功績のあつた者だけに限り、これを濫用しないよ

うにすべきである。名魯會員の地位はロークリー・クラ

ブが輿え得る最高の榮餐であり、従つて特別な場合にの

み輿えられるのでなければならない。もし名餐會員を好

きにどんどんつくるようなことがあつたら、ロータリー

の會員鈴衡の規定を如何に完全に守ろうとしても意味の

ないことになろう。（理52-53)

ロータリー財圏奨學生を哭學生たるの故を以て名巻會

員に推薦せんとすることは甚だ望ましくない。（理52-53)

Active and Honorary in Same Club 

同一のクラブて同時に正會員及び名署會員になること

同一のクラプで同時に正會員と名巻會員を兼ねること

は、他の正會員や名魯會員の描利、特樅、責任を決定す

るに常つてクラプ内に常に混僑Lを引起す基になる。しか

し、クラブ標準定款、又はRI細則のいずれにも、同一

のクラプで同時に正會員と名魯會員を兼ねてはならない

という規定はない。けれども、その規則の意圏する慮は

このような二重會員となつてはならないことを明らかに

示しているように思われるのである。（理38一 39)

Outpost Membership 前哨會員

1936年度大會はRI理事會に到し前哨會員（ロークリ

ー・クラプの非居住會員の非公式の名稲）の色々な形に

ついて賓瞼を行うことに決定した。

1936年から43年迄の間、理事會は多数のクラプに封し

理事會の制定した規定の下でこの制度を賓験することを

命じた。

1943年、理事會はこの制度の賓瞼の効果を調査し、そ

の結果に鑑みて、この賓瞼からはこれを績けるか若くは

この制度をクラプの正規の會員の種類の一つにするのに

値するだけの十分な具髄的な好結果は出なかつたという

(3嗚） 37 
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ことに意見が一致した。従つて理事會は

(a) 1943年 1月15日を以てロークリーの前哨會員制

度に開する賓験を中止し、

(b) 前哨會員を入會させるべくクラブに付輿した櫂

限をすべて曖棄し、

(C) 既に前哨會員を入會せしめたクラプに封しては

彼等をそのま L残すことを許可し、

・, (d) 既に前哨會員を有するクラブに劉しては、彼等

を空員になつている適切な職策分類の下で正會員にする

よう拗誘させ、最後にはこの前哨會員を全くなくしてし

まうようにしたのである。（理42-43)

1944年大會は1836年大會の決定を襄棄する次の如き決

議を採撰した。

「第35回RI大會は、 1936年アトランティック・シティ

ー大會によつて採欅された決議36-13Aをこ入に曖棄す

ることを決議する。」（シカゴ大會決議44-8)

Senior Active Membership 

シニア・アクテイヴ會員

理事會 (1954--55)は、 RI細則及び標準クラプ定款

のシニア・アクティヴ會員の制度を効果的ならしめるた

めに各クラブの参考資料となるよう、次の如き説明を採

拶した。

.1．．シニア・アクティヴ會員に闘する RI細則及び標準

クラプ定款の規定は、標準クラプ定款を採用しているク

ラブにとつては守らなければならないものであるが、標

準クラブ定款の下に運螢していないクラブは必ずしもこ

れを守る必要はない。尤も、この規定が同様に採用され

ることを期待する。

2. 職業分類による正會員がシニア・アクティヴ會員に

なる場合は、その第2正會員が自動的に正會員になるも

のとは限らない。のみならず、彼がクラプの同意によつ

て直ちに正會員とされた場合には、第 2正會員の資格は

消滅することは勿論である。

3. 第 2正會員が正會員となつた場合には（彼の本来の

正會員がシニア・アクティヴ會員になつtc~めに）、彼

は、自己の第2正會員として自分の會社から別の人を紹

介する櫂利を持つている。

4. 第 2正會員がシニア・アクティヴ會員になることも

出来るが、その場合には彼の本来の正會員はそのま q職

業分類による正會員であり、従つて自己の會祉から別に

第 2正會員を紹介することが出束る。

5．シニア・アクティヴ會員の條件としての所謂「15年

以上」或は「5年以上」という期間は必ずしも連績して

いる必要はない。

6. シニア・アクティヴ會員がその事業又は専門的職業

から引退しても、そのシニア・アクティヴ會員としての

資格に何等影響することはない。（理54-55)

7. シニア・アクティヴ會員となるのに必要な資格を備

えた正會員が自ら欲してシニア・アクティヴ會員になり

その後に事業を髪更して既に他の正會員がクラブに代表

している職業に就いた場合、彼は技術的にはそのクラプ

に於てシニア・アクティヴ會員として會員の地位を保持

することができるのである。

8. シニア・アクティヴ會員に選撃せられるためには、

ロークリー・クラブの元會員は、クラブを僻した時に執

行されていたRI細則及びクラプ標準定款の規定に従つ

て、シニア・アクティヴ會員であつたか又はその資格を

巳に持つていたかしなければならない。

9. 自己の意思表示により、シニア・アクティヴ會員と

なりたるものは、その選擦樅を使用したクラブでは、住

居の異動に拘らず、そのシニア・アクティヴ會員たる資

格を引績き保持できる。但し、出席その他の會員として

の義務を果さなければならない。（理54-55)

シニア・アクティヴ會員の制度を利用することに開連

したクラブ活動を哭勘するため、地麗ガヴァナーは次の

諸事項を行うべきである。

(1) 國際協議會 (InternationalAssembly)に於て

得たシニア・アクティヴ會員の問題に闘する知識の摘要

を地展ガヴァナー月報 (nfonthlyLetters)に公表する。

(2) この問題を地属協議會 (DistrictAssembly)に

提唱して、シニア・アクティヴ會員に開する定款の規定

をなお一層よく利用することによつて得らるべき利益に

ついて説明する。

(3) 正會員がパスト・サーヴィス及びシニア・アク

ティヴ會員になつたりらに、空員となつた職業分類を充

すことによつて、地謳内のクラブが如何にその會員を増

加することが出束たかについての'|青勢を、年間を通じて

地展ガヴァナーの月報に褻表する。

(4) 地謳ガヴァナーの公式訪問に際してクラプ協議

會 (ClubAssembly) にこの問題を提唱する。（理50-

51) 

Classification on Badge of Senior Active 

or Past Service Member 

シニア・アクテイヴ及びパスト・サ,_ヴィス會員のバッ

ヂと職業分類

シニア・アクティヴ及びパスト・サーヴィス雨會員の

バッヂには、 「シニア・アクティヴ」又は「パスト・サ

ーヴィス」の文字の下に、括孤で園んだ「前戦業分類一

---」という欄を設け、その會員がシニア・アクティ

・ヴ又はパスト・サーヴィス會員になる直前まで、保持し

ていた戦業分類を書きこむようにし、更にこの較業分類

をクラブ會員名簿やその他氏名・職業分類を必要とする
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クラプ記録類に書き入れておくよう、理事會では示唆を

輿えている。（理45-46)

Senior Active Membership of Past Offi--

cers in Britain and Ireland 

英本國及びアイルランドに於ける前役員とシニア・アク

テイヴ會員

理事會は、 RIBJの中央會議員會がシニア・アクテ

ィヴ會員に開する R]細則第 3條第 5項の規定の言葉づ

かいに封して下した解繹ー一即ち、「• • ・現にRIの役員

であるか或は嘗て役員であつたロータリー・クラブの正

會員は、本人の希望により、そのクラブのシニア・アク

ティヴ會員となることができる」という條項は、英本國

及びアイルランド地方に闘し、 I.{I BI中央會議員會の

選畢による役員及び英本國及びアイルランドのRI代表

であつて1938年 7月以降辟任した者を意味する一ーに同

意する。 （理41-42)

Senior Active and Past Service Member-

ship in Re-Established Clubs 

再建されたクラブに於けるシニア・アクテイヴ及びパス

ト・サーヴィス會員

理事會はシニア・アクティヴ及びパスト・サーヴィス

雨會員の資格に開する定款の規定を礎更する力を有しな

いことを認めるが、戦争のためRIへの加盟が取消され

たクラブの有する困難のための緊急の措置として、これ

らのクラブが再建された場合、もし希望があれば、その

クラプがRIに加盟していなかった期間をもパスト・サ

ーヴィス及びシニア・アクティヴ雨會員の資格を定める

際に加算して考慮してもよい。

Minimum Number of Members 

會員敷の最小限

理事會は以下の如き方針を確セしている。

ロークリー年度の最切の月に於てもしロータリー・ク

ラブが會員敷1,5名以下と報告した場合には、地厘ガヴァ

ナーは同クラブと連絡して會員敷減少の理由を訊し、再

興について如何なる手段が購ぜられているかをたしかめ

るべきである。

地園ガヴァナーは、その調査の結果を RI會長に報告

し、會員敷の問題の解決に劉して、如何なる援助をクラ

ブに興えたかを示さなければならない。（理53―54)

ロークリー・クラブを結成するのに必要な正會員敷の

最小限は1949年 1月の理事會の決定により 15名から20名

に増加された。

Extension Within the Club 

ローク 9~ の友ー 6 月眺

クラブの部内的摘張

RI幹事及び役員はクラブの部内的撰張の重要性にカ

黙を置くように要請されているが、特に次の諸貼が強調

されているc

（1) 會員鈴衡及び職業分類雨委員會のメンパーは 1

度に全部を替えることのない方が望ましい。

(2) クラブ所在都市内の有益にして且つクラブに代

表を送るにふさわしい事業の調査を屡々行い、これと闘

連して永久的且つ最新の職業分類に依る會員一覧表

(Record of Filled and UnJilled Classifications)を

保持できるようにする。

(3) 空員の戦業分類は (Unii.lledClassification) 1 

度に多数でなく、数個ずつクラブに殺表するようにす

る。（理39-40)

Additional Active Members 第2正會員

第 2正會員に開する規定はロークリーのあらゆる分野

を通じて強調されなければならない。各クラブはこの規

定を利用して、より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特櫂を享受せしめると共に會員数の増加に

つとめるべきである。各クラブは叉、第 2正會員の資格

は正會員のそれと全く同ーであること、及びか l,. る資格

を有する者のみが正會員にせよ第 2正會員にせよ、口←一

タリーに入會を考慮されるのであるということを記憶し

なければならない。（理泣ー53)

Inviting Prospective Member to Club 

.Meetings 入會豫定者のクラブ例會への招待

クラブが入會豫定者を、入會申込カードに署名する前

に、数回のクラブ例會に招待する習慣を採用することに

封して理事會は賛意を表している。（理49-50)

Induction of New Members新會員の入會式

(a) 幹事は引績き各クラブに劉し、新會員のクラプ

入會式を、それぞれ獨特の威厳あるやり方を考案して行

うよう示唆を輿えるべきであると指示されている。

(b) 基準となる統一的な入會式が準備され又は各ク

ラブに示唆されることはない。

(C) 幹事は引績き各クラブが新會員を直ちに一つ又

はそれ以上の委員に任命して、その委員長が彼を同化さ

せる指導の責任を持つという方法を地匝ガヴァナーに示

唆すべきである。

(d) 幹事は、地謳ガヴァナーが更にロータリー敦育

を盛んにすることの必要を強調し、この問題に闘連して

利用し得る資料が本部事務局から入手出来ることを、各

クラブに注意するよう示唆すべきである。

(e) 地匪ガヴァナーは、地厘内から 1クラブを選ん

(327) 39 
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で地匿協議會に際して10分間、クラプ例會に於ける新會

員の威厳ある入會式を賓演させるようにすべきである。

(f) 幹事は、もしガヴァナーから依頼があつた場合

には、指針として 1・ 2の入會式のやり方を送付しなけ

ればならない。理(44-45)

First Name Custom 名前を呼び含ら習慣

ロークリー會員が仲間の會員に姓ではなく、名前

(first name)で呼びかけるのは輩なる習慣である。ク

ラブがこの習慣を採用するかどうかは自由である。或る

場合にはこの習慣がそのクラプの存在する國の人々の一

般の習慣と一致しないこともあり得る。 ぇ

1931-32年度理事會はRIの公式刊行物にはニック・

ネームを使わないことに同意した。

Women Not Eligible to Membership 

婦人は會員資格がない

RI定款（第4條第3項）は、「ロータリー・クラブは

次に規定する資格を備えた男子を會員とし・・・・」及び

「品性高潔、その事業上又は戦業上令名ある成年男子で

あつて・・..」とはつきり述べている。

RI細則（第 3條第 3)項は、「ロークリーの理想推進

に著しく貢献した成年男子は..・・ロータリークラプの名

巻會員に選ばれることができる」と規定している。

Providing Membership for Young Men 

若人に封する會員制度を作ること

各クラブはあらゆる努力を傾けて若い者を會員として

ゆくべきである。特に第2正會員の規定を利用し又、正

會員がシニア・アクティヴ會員になつた入めに空員とな

つた職業分類を若い人で補充するのが望ましい。激しし、

戦'Pに加わった國家の青年逹の大部分は、普通祀會生活

の常道から引抜かれて戦列に加わっていることでもあ

り、‘青年賓業家’'なる轍業分類を創設して青年會員を

つくる時機ではないように思われる。（理42-43)

地厘ガヴァナーは、より若い人々をロークリー・クラ

プに引入れるための手段として第 2正會員及びシニア・

アクティヴ會員の規定を更に多く利用するよう各クラプ

に強調することを要請される。（理49-50;50-51) 

大都會の中の判然たる商工業の中心に更に別のロータ

リー・クラブを結成することは、ロークリー・クラブに

より若い人々を確保する一方法として強調されるべきこ

とである。（理49―50)

Involuntary Past Rotarians 

不本意ながら前ロ,-タリアンになつている人々

定款にも細則にもかくの如き事態に到する規定がない

のであるから、不本意ながら前ロークリアンとなつた人

人の園髄を、 RIと何等かの開係のある圏閥として認め

ることは理事會として明らかに不可能なことである。特

に、賓際にも存在せず、又RI定款及び細則がそのよう

に愛更せられるまでは、存在する筈もないRIとの闘係

を示すような名稲の使用をある園膿に許すこと、或はこ

れを哭動することは、理事會として不可能なことであ

る。（理24-25; 49-50) 

Status of Rotarians Following Involun-

tary Dissolution of Clubs 

不本意ながらクラブが解散した後の會員の地位

理事會は、不本意ながら解散したロータリー・クラブ

I I 2月23日 シカゴて行われたロータリー

I ----—-—- ----- __:___--__:_ __________—--—••一＿＿ ＿ー•----―----
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の會員のその後の地位に闘し、次の如き措樅を購じてい

る。自國から避難して束たロークリー會員は新たに事業

或は専門的戦業に従事しようとする都市の口，ークリー・

クラブの會員に選ばれることができるし、又選ばれた例

が屡々ある。尤もそれは定款に従つてクラブ自身が決定

することである。

ロークリアンである嚇から生する深い親睦と奉仕の機

會を楽しむためにロータリーは會合するのであるが、そ

のクラブ所在都市の生活に同化することが出束るのでな

ければ 1コ—•タリーに入っても無益である。理事會はこの

質問をされることになつた動機を理解すると共にこれに

劉し深い同•I青を感ずるものであり、自分の落度でもない

のに慎に不本意ながら一時的にロークリーの親睦を奪わ

れた人々の心の中に、ロークリーは依然として残つてい

ると考えるのであるが、自分の良く知つている都市以外

の都市のクラブで形式的に會員の地位を輿えられること

によつて、失つたロータリーの親睦を償われるべきであ

るとも考えないC のみならず理事會は、彼等のロータリ

ーとの正常な闘係が復活した場合に前ロータリアンにと

つて面倒な事態が生じた賓例を知つているのである。（理

39-40) 

Students as Rotary Club Guests 

クラブ例會へ學生の招待

各クラプは大學その他の學校の學生に闘心を持つこと

を勧め、彼等がロークリーの理想や原理をよく知つてい

るかどうかを確かめるべきである。理事會は、各クラプ

が、その叢食會に學生を束賓として招く計画に同感であ

り、クラプがこのような束賓を招くことを奨励したいの

｀であるが、學生は、學生としてはロークリー・クラプの
-し̀？ • →-,--------・-・ 

切周年記念日祝賀の瞥見

HAPPY-,BIRTHDAY PAPTY 

會員にはなり得ないのである。ロークリー・クラプは定

款細則に明示された種類の會員しか持てないからであ

る。（理26-27)

Membership Card 會員カード

1910年、 RIの結成大會に於てロータリー會員に封し

て會員カードを殺行する準備を行う櫂限が理事會に輿え

られた。

理事會 (12-l3)は同一形式の會員カードを採用し、

これを全クラプが使用することを薦めた。このカードが

會員カードとして知られているものである。

ロークリアンが個人的に知られていないクラプを訪問

する際には必ずこの會員カードを提示して自己紹介しな

ければならないことになつている。（ダラス大會決議29-

l2) 

Credentials, etc. for Non Rotarian 

ロータリー會員てない者に酎する證明書その他の痰行

R Iのためにロータリーの用事で旅行する者を除いて

その他の者に、證明書、身分證明書、或は紹介朕を綾行

することはRIの方針に合わないものである。 RIはこ

の方針を守つて、留學生、旅行するロータリー會員の子

弟に紹介朕を装行して、個々のロークリー會員やクラプ

の役員に蜀し身分證明或は紹介の役に常てることはしな

い。（理37-38)

ロークリー・クラプは原則として自己のクラブの會員

以外の者に甜して證明書、身分證明書或は紹介朕を殺行

すべきではないと理事會は信じている。ロータリー會員

はすべてそのクラブに属するが故にその會員カードを所

持しているべきものである。（理41-42) （この項終り）
—~ ~ I 

The ROT ARIAN-May 1955 

祝賀會と云えば目のさめる様な装飾や；祝いに集う人 ン、過去現在のRIの役員等がずらりと此慮に坐した。 ！ I 
人のキラビヤカな群がまず通例であるが、 RI理事會が プログラムも一風嬰つていて、全てのロータリーに於

計董したパーテイは世界 8,536のロークリークラプが 2 てシーニヤ會員たるの榮を撥い、又クラブの歌の創始者

月23日頃に行った多くの祝賀と少々趣を異にしていた。 ハリーL・ラッグルズが音頭をとつて全員で「ハッピ・

ロータリー誕生の地ヽンカゴでは約goo人がシャーマン バースディ・トゥ・ロ←ークリー」を歌った。テーラー會 i

ホテルの大舞踏室で食卓に就いていた。こ Lは丁度50年 長が儀式の司會を行い、•ヵ國の代表者がロータリー記
前ボールハリスが最初のクラブを創設した薔ユニテイビ 念の為に狼行した切手のデザインを紹介した。今日では

ルディングから 2プロックはなれた所で、 2列に配置さ 23もの國が記念切手の褻行を行つたが、政府事業でない I

れたメーンテープルには知名の束賓が坐した。合衆國郵 催しにかくも多くの國が記念切手を褻行した前例はない I
政長官アーサーE・サンマーフィールドをはじめとして と云う。次にロークリーは来年度の為に 109のロータリ！

外交官連、ノーベル賞受領物理學者アーサーH・コムト ー奨學資金授輿を承認した。 ' 

―----- - -- ` --• ----

ーゞクリーの友一6月琥 (329) 41 
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MANUAL 

手 績 要

OF 

覧

PROCEDURE 
（第 6回） RI Pamphlet No. 35 

パスト RI理［事 手 島 知 健

課者の言葉：この鰈諜は、すべての他のロータリー文献の鰈繹同様、原文の理解を容易ならしめるた

めの企てであつて、一字一句が必ずしも原文に一致しない揚合もあります。讀者は必ず原書 ‘‘Manual
of Procedure'’ー1954年版ーを封照されることを希望します。疑問や示唆を寄せられ、このマニュアル

額課の大事業に特に建設的な協力を給わらんことを希う。

Extension of ~olary 

R ！理事會は世界各地に於けるロークリーの撰張に必

要な事項をすべて遂行する義務を負うている。

RIに於て地域的乃至世界的な摘張委員會を設けるこ

とは、 1953年 7月を以て中止された。従つて理事會では

ロークリー撰張の直接の責任は地厘ガヴァナーに在ると

考えている。尤も、地園ガヴァナーの要請に甚づいてR

I會長が援助を興えるのは常然のことである。

（理53-54)

各地麗ガヴァナーは、 RI理事會の全般的監督の下に

自己の地厘内に於ける新クラブの結成を監督する特別な

任務を託されている。

District Extension Committees 

攘張地匡委員會

もし地園ガヴァナーが有益と考えた場合には、自己の

ロータリー撰張の仕事を手俸わせるために、撰張地厘委

員會を任命してもよい。しかしその場合には、地厘ガヴ

ァナーは、撰張地園委員會が中断されることがない方が

望ましいという黙に注意を彿うべきである。（理50-51)

Statement of Policy for Organizing 

新クラプ結成の方針a Club 

l927-28年度KI理事會はロータリー・クラプの結成

に常つての方針を決定しこれを明示した。 1935-36年に

於て理事會は幹事に封し、この方針を改訂し理事會の決

定する政策に反せざる限り将来に於てもこれに髪更を加

える櫂限を輿えた。理事會及び幹事の改訂した方針は次

の如きものである c

General Policy 一般方針

ロークリー・クラプは、ロータリーの計画を推進し且

つその綱領を達成するための仲介者である。従つてロー

クリーが最も大きな力を揮うことが出来るためには、ロ

ータリー・クラブが結成されれば必ず成功すると思われ

る慮に、世界中何慮にでも又何時で悲、新しいロータリ

•一・クラブを進んで結成して行くべきである。
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吾四
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Territory of a Club クラプの地域

クラブは或る一定の “locality"「場所」(1)に結成され

存在しなくてはならない。 RIは、祀會への奉仕に活撥

に従事しており且つその事業所がお互に近接していて、

ロータリー・クラブとしての機能を装揮できるような充

分な敷の賓業家及び専門家が存在する適営な廣さの地域

を、このような場所と認めるであろう。このような場所

にクラブを結成するに常つてでは、 RIに於てクラブの

地域の限界を定めてこれを定款に記載し、その後は、RI

とクラプ双方の同意がなければ嬰更出来ないようにする

のである。クラプは、 RIの同意を以て新たに別のクラ

ブを結成するためにその地域を割譲することが出来る。

註（1) この “locality"「揚所」という言莱には、市、町、自

治町村、村等の穂々の名稲で呼ばれているものがすべ

て含まれている。又、大都市の各部分、或は二つ以上

の小さい町村の隣接したものも含まれている。米國に

於ては “community,"（社會、都市町村）という言葉

がクラプの地域を示す楊合に使用されるがその揚合は

localityと同意義である。しかし、 localityという言

葉には、地理的な領域と位置とを示す意味があるが、

communityには共通の利害を有する人々のグループ

という意味もある。これらの用語は、他の似寄りの用語

と同じく、厘々相互に置換えて用いられることがある。

Prospective Localities for Clubs 

将来クラブを結成するのに有望な場所

未だクラブが結成されておらないところで、憤値あり

且つ一般に認められた事業の鰹螢主、共同鰹螢者、會社

役員又は支配人であつて品性高潔な男子が多敷あつて、

ロークリーの職業分類の原則の下に少くとも20人の會員

を以て立派なロークリー・クラプを永く維持し得る可能

性を確保するために、最小限40の戦業分類を有する場所

は、 （住民敷の多少に拘らず）すべてクラブの結成に有

望な慮であると考えてよいであろう。

ある都市が、クラプをうまく維持して行くことが出束

そうだと考えられる場合、早くクラブを結成すればする
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程、クラプのためにも叉その場所のためにもよいのであ

る。その場所がロータリーを欲しているという氣持を外

に示すまで待つというのはよくない。ある場所にロータ

リーを欲する氣持をつくり出すのがロークリアンの義務

である。ロークリアンは、興える為めにロークリーを撰

張するのであって、それによつて自分が得ると云うので

はない。ロータリーをつくらないように控えるよりは、

つくつてみてうまくゆくかどうか試みる方が良いのであ

る。

しかしながら、或る孤立した場所にクラブを結成せん

とする時には、その場所の人々からはつきりとロークリ

ーの欲求が示されるまで試みない方がよいであろう。

二つ又はそれ以上の極めて近接した都市を含む地域に

俵クラプ(provisionalclub)が結成され、 RIに加盟を

申込んだ場合には、 RIの規定に合致している限り加盟

は承認されるが、かくの如き申請は個々の場合によつて

考慮されることになつている。

Surveys 調査

地厘ガヴァナーは、その地にクラブを結成すればうま

く行くかどうか、又その土地のためになるかどうかを決

定するために、人口千人以上であって未だクラプを有し

ない都市の調査を行い且つその結果を記録させておくべ

きである。 （國によつては小都市の純清的性格を考慮し

てこの人口敷を更に多くしてもよい。）

米國、カナダ及びバーミュダ(USCB)に於けるローク

リーの存在しない都市に劉しては、人口敷に拘らず、結

成の仕事に着手する前にこの種の調査がガヴァナーによ

つて行われ且つ承認されていなければならない。

新クラブの結成に際してはその以前にガヴァナーがそ

の土地を訪問して、果してクラブを維持出来るかどうか

を確めることが望ましい。その都市の人口が千人以下の

時は特にそうである。このような訪問に餘り費用と時間

がか入りすぎる場合には、その地方の事情をよく心得て

いる 1、 2の信頼出来るロータリアンから勤告や調査、

報告等を徽してそれによつてクラブ結成の斡旋に常つて

もよろしい。

Special Representatives 特別代表

あらゆる機會を利用して新しく立派なクラブを結成し

ようとつとめるのはガヴァナー全部の義務であり、又こ

の仕事を援助するのはあらゆるクラブ及び穂てのロータ

リアンの義務である。

地麗ガヴァナーが自ら新クラブ結成の仕事を指導出来

ない場合には、近隣のクラブから充分事情を心得ている

會員 1名をガヴァナーの「特別代表」に任命して新クラ

ブ結成の任に常らせる。

このガヴァナーの代表は勿論ロータリーの理想に精通

していなくてはならない。この理想を説明することが c，

き、自己のロータリーヘの熱l青を他人に偉える力がなく

てはならない。又ロータリー・クラブの組織と機能につ

いて、賓際に役立つ充分な知識を持つことも必要である

し、この仕事をなすのに必要な時間を献げることもでき

なくてはならない。

特別代表は、クラブの結成に到るまでの細目に就てガ

ヴァナーを代表して事を行う楷限を有している時には、

（常にとは限らないが）最後の創立穂會に代つて出席す

るようガヴァナーから要請されることもある。しかし、

できる限り、加盟承認朕(Charter)はガヴァナーが自ら

俸逹すべきである。

ガヴァナーは退任に際しては、次期ガヴァナーに紺し

彼が任命した特別代表のリストを引縦ぐべきである。こ

れらの代表は新ガヴァナーが就任後30日以内にその任命

を更新しない限り自動的にその任を終わることになつて

いる。

ロークリーの用語に於て、特別代表 ‘‘specialrepres-

entative" とは、スポンサー・クラブの會員であつて骰

クラブの結成に賞つてガヴァナーの代表になるものを意

味する。

Governor's Extension Aide 

捩張に開する地園ガヴァナ,-補助

「撰張に開する地幅ガヴァナーの補助」という用語は、

クラプ結成の仕事に鰹験があり、特別代表が援助なくし

ては任かされた地域のクラプの結成を完成することが出

束ないように思われる場合及びガヴァナーが必要な援助

を輿えることができない場合に、近くの特別代表に援助

を輿えるようガヴァナーから任命された者を意味する。

特殊な場合には、この「補助」だけでクラプを結成した

方がよいと思われることもあり得る。

しかし、クラブが結成されつ入ある都市の各々に封し

て、異なった「補助」を任命せよというのでもないし、

叉補助が任命されたからといつて、ガヴァナーが自己の

地厘の全部又は一部に於てその摘張に闘する責任を移議

してしまうというわけのものでもない。

Sponsor Clubs スポンサ,-•クラブ

特別代表の属するクラブが、新しいクラブのスポンサ

ー・クラブとなつて次の如き責任をとるのが普通である。

(1)特別代表を助けて新しいクラブの結成を成功に導くよ

う計画を立てる。 (2)新クラブの初期のプログラムを計画

する。 (3)ロータリー運動の一箪位として新クラブが装展

して行くよう之を指導する。

Provisional Club 椴クラブ

少くとも20名の會員から成り、 RIへの加盟申込みを

正式に決定した慮の結成中のクラブは、 RIに正式に加

盟を許されるまで「骰クラブ」と呼ばれる。これがRI

に正式に加盟を許された時に於てのみロータリー・クラ

(37G) 
ロ·~クリーの友―-7 月読
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ブとなるのである。従つて骰クラブの會員は、正式にR

Iに加盟するまではロータリーの徽章を使用することは

できない。

Fundamental Characteristics 根本的な特色

瑕クラブはその結成の時に於て、必ず次のようなロー

タリーの根本的特色を有していなければならない。

1. 職業分類による會員資格。

2. 出席（少くとも最小限度の）が會員資格の織績に

必要なこと。

3. 親睦を重んじ、之によつて親密且つ永績的な友好

闘係を樹立すること。

4. クラブの集會を通じ、より廣いより良い賓業家を

作る一ー各自の職域及び各自の住む都市に於て、よ

り廣い奉仕をなすことができるように訓練すること

5. 會員は特により高い事業の水準と賓行に重貼を置

いて、各自の職業の改善に業すする努力を要請されて

いること。

6. 効果的な、しかも重複せぬ奉仕を都市、府縣及び

國家に封して行う責任のあること。

7. 人類に劉する奉仕。

8. 國際間の理解ヽ親善及び平和の増進。

Standard Club 標準クラブ定款

仮クラブは標準クラブ定款及びそれに適合する細則を

採用しなければならない。

Name of Club クラブの名稲

仮クラブは、それぞれ、名稲にその所在地を表わす名

を付け、これを定款の中に入れなければならないが、こ

の名稲は豫めRIの承認を得なければならない。一旦承

認を得た上は、 RI及びクラブ双方の同意がなければこ

れを髪更することはできない。

Weekly Meetings 毎週の會合

仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎週定期的に

會合を開くようにしなければならない。標準クラブ定款

にクラブの例會を毎週開くように定めた主な理由の一つ

は、ロータリーの親睦と友情がもし 2週間に 1度の例會

で充分に進められるものであるなら毎週例會を開けば更

に高度の結果が得られる筈tこというにある。 1年間に26

回仲間のロークリアンと接獨する機會を得るだけでは、

年に52回彼等に接する程には彼等を知り、ロータリーを

吸牧し、 RIの目的を推進すると共に各クラブが闘心を

有する祀會奉仕を進めて行くことはできないであろう。

しかも、年に52回例會を開いたとしても會員の時間を不

営に費すというものでもないのである。このことは賓際

の純験によつて既に證明されている。

前述の聾位が興寅であることを認めて、 1922年度大會

は、爾後各クラブが採用すべきものときめた標準クラプ

定款の中に、各クラプは毎週 1回例會を開くよう規定し

た條項を入れることにした。

クラブ結成の仕事或はその監督を委されている RIの

全代表は、もしクラブが毎週 1回例會を開くことに同意

しない場合はRIに加盟することはできないのであると

いうことを心得ておくべきである。

Charter Membership 創立會員

35名を最大限とし、少くとも 20名の創立會員から成

る、満足すべき名簿を提出しなければならない。但し、

人口10萬以上の都市に於ては最大限50名迄許される。 (1)

註（1)特別の楊合には、加盟認可委員會はその自由裁批に

於て創立會員が20名以下のクラプの加盟を承認するこ

とがある。 （理48-49)

RIに加盟して後もなお殺展の餘地を残しておくよう

に、戦業分類の全部を創立會員で充してしまうことは望

ましくない。

瑕クラブの創立會員の内に第 2正會員が含まれていて

も、正會員の敷が少くとも20名あれば差支ない。

創立會員はその戦業から見て種々・異なった商業、専門

戦業の人々がいることが望ましい。従つて、周園の欣況

は一つの大別職業分類MajorClassificationの内から二

刃乃至三つを充すことが已むを得ないように思われる場

合でも、新しいクラブを組織するに常つては各大別職業

分類の内の細別職業分類 MinorClassificationはなるべ

く一つだけを充すにとゞめておくことが望ましい。

或る戦業分類に 2人の入會候補者がある場合は、他の

條件がすべて封等であれば、クラブの平均年齢を引下げ

るため、若い方を選ぶべきである。

新クラブのRIへの加盟を承認するに常り RI理事會

は、現存のクラブに於ける違反や又は誤解に基づく何等

かの妥協等の有無を顧慮することなく、クラブ内の會員

資格に開する規定を厳守しなければならないし、又厳守

するであろう。もし地厘ガヴァナーやその特別代表がそ

のように努力しない場合には、創立會員の何名かゞ會員

資格の規定に従わないで選ばれているという理由で、ク

ラブの加盟が拒否されたり延引したりするような困つた

事態が生ずるであろう。

クラブの加盟申込書の一部としてRI理事會に提出さ

れた會員一覧表は、クラプの完全な創立會員名簿と見な

される。加盟に闘してRI理事會の決定が下されない間

はこの名簿に載つている以外に新しく會員を入會させる

ことはできない。

Fees and Dues 入會金及び會費

米國及びカナダに在るクラブで、少くとも＄ 20の入會

金、＄ 25の年會費を徽集しないクラブは理事會としてそ

の加盟をみとめない。他の國々に於ては、地麗ガヴァナ

ーが、米國及びカナダの新クラブに劉して理事會が決定

した金額とそれぞれ同等の購買力のある金額を新クラブ
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の人會金及び年會費とすべきである。

Charter Fee 加盟金

瑕クラブからRIへの加盟申込書には＄100 （米國通

貨）の加盟金を添えねばならない。

Club Charter 加盟承認朕

クラブがRIに加盟を認められた時には、 RI會長、

幹事及び地雁ガヴァナーの署名のある加盟承認朕 (Cha-

rter)が本部事務局から各クラプヘ殺行される。加盟承

認朕は大切に保存しなければならない。なるべく額に入

れてクラプの本部か例會場或は幹事の事務所の目につき

易い慮に掲げておくのがよい。

理事會によつてRIに加盟を承認された日からクラブ

はRI内の公式の構成箪位クラプとなるのであつて、こ

れは承認朕が侍逹された日とは闘係がない。

Programs for New Clubs新クラプのプログラム

地極ガヴァナー、或は他のクラプ結成の任にあたる者

は、新クラプの最初の 8週間乃至10週間の例會のプログ

ラムを隣接のクラプを通して或はその他の方法によっ

て、出来るだけ用意してやる責任がある。といつても、

それでスボンサー・クラブとして絶えず新クラブの世話

をする責任が免ぜられたわけではないが、このことは特

に、ロークリーが成立早々の國のクラブに適用されるの

である。 （新クラプ結成方針の終り）

Additional Clubs in Large Cities 

大都市に第ニクラブを設ける場合

既にロータリー・クラプのある大都市に更にクラブを

結成することに開してRI理事會は次のような決議を採

揮した。即ち：

RI定款に、「若し都市、自治匝又は市域に於て一つ又

はそれ以上の明確な商業上の中心がある場合には、それ

ぞれの中心地に存在するロータリー・クラブ以外にクラ

ブを結成し、 RIに加盟させることができる。但しこの

場合には、既存のクラプが新クラブにその地域を割譲し

且つそのクラブ結成を承認しなければならない。」という

規定があり、更に又、

RI定款には「ロークリー・クラブがその地域内に新

たに一つ又はそれ以上のクラプの結成を承認する場合に

は、既存のクラブは新しいクラブの地域内からその事業

業務乃至専門職業活動の範園が全市域に及ぶ會員を入會

させる櫂利を保持するという條件があり、又この制限は

新しく出来る一又は二以上のクラブを拘束する。」という

規定があるが、更に又、

RI理事會は、既存の大きなクラプの地域内に含まれ

ていて明確な商業上の中心と見なされる慮にクラプを結

成することは、ロークリーの利益の為に極めて良いこと

であるとの意見を持ているが故に、

ロークリーの友ー7月琥

RI理事會は、必要以上に廣汎であるか或は不明確な

地域を有するクラプは、すべからくその地域の一部を割

譲して、ロータリーの會員となる特櫂をその都市の更に

多くの人に享有させるようにすべきである。ことを決議

する。更に、

RI幹事はこの決議に封し闘係各クラブの注意を喚起

すべきである。以上決議する。」（理48--49)

Communities with Other Service Clubs 

都市内に他のサーヴィスクラプがある場合

或る都市にロータリー・クラブを結成せんとする試み

がうまく行かない場合の主要な原因として、既にその都

市にサーヴィス・クラブがあるという事賓が畢げられる

例がよくある。都市内に既にサーヴィス・クラブが存在

するということは、その都市がロータリー・クラブを保

持出束ないということを決定する要素とはならない。

（理45-46)

Admission of Clubs Committee 

加盟承認委員會

RI理事會はその理事の内 2名を、理事會に代つてケ

ラプのRIへの加盟を承認する委員に任命する。獣洲内

に居住する理事 1名は、欧洲、北アフリカ及び東地中海

地域のクラブ加盟を理事會に代つて櫓常し、他の 1名の

理事は英本國及びアイルランドを除く棧餘の地域を撥常

する。しかし、英本國及びアイルランドのク・ラブの加盟

に闘してはRIBIがRIに代つて行うことになつてい

る。

戦手のために義にその加盟が解消したクラブをRIに

再加盟させることに闘しては、 RI理事會は特にRI會

長にその任務を委曝している。

Terms of Reference for Admission of Clubs 

Committee加盟承認委員會の描限と任務

本委員會の委員は瑕クラブから提出されたRI加盟申

込を一定の方針及び手績に従つて審査し、承認を輿える

か輿えないかのいずれかに決定する。

クラプの加盟申込に針し委員が 2名共賛成の場合は、

幹事はこの決定を理事會の決定として公表し、理事會は

次回の會合に於てこれを批准する。

クラプの加盟申込に謝し委員の何れかの 1名が不刀戊

の場合は、この決定は公表せず、幹事は問題をRI會長

の手に移してその指示を仰ぐ。

委員の内 1名がクラブの加盟申込に闘し決定を輿える

ことができない場合は、幹事は問題をRI會長の手に移

し、その指示を仰ぐ。

俣クラプの定款が標準クラプ定款に合致しない場合は

(379) 35 
(378) 
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そのRIへの加盟は本委員會に於て決定せず、 RI細則

第 1條第 3項(d)の規定により、理事會の決定に委ねられ

る。但し、定款の逸脱が或る地域に鉗する理事會の既定

の方針と一致する場合は、本委員がか .I,.る申込を承認す

ることができる。 （理54-55)

クラブ結成について高い水準を維持し、徒らにローク

リー・クラブの敷を増すことより、むしろよりよきロー

タリアンをつくるという方針を厳格に守るよう強調すべ

きである。このために、理事會は本委員會に甜し、加盟

申込を審査する際には創立會員の職業分類を十分批判的

に調査するよう警告している。 （理47-48;48-49) 

Admission to Membership in R.I. 

RIへの加盟

加盟申込の書類が正しく出来ているかどうかを調べる

のは地匿ガヴァナー（地犀ガヴァナーが結成式に出席し

ない時は特別代表）の責任である。

RI理事會はロータリー大會即ち全ロークリー・クラ

ブに封して、加盟を許された各クラプが基本的な加盟條

件を充しているかどうかを注意する責任がある。従つて

理事會は何慮までもこれらの條件の厳守を主張しなけれ

ばならない。

クラブが加盟を承認されると直ちに幹事から地謳ガヴ

ァナーに封し通知が送られ、更に地匿ガヴァナーからク

ラブに封しRIに加盟を認られた旨を通告することにな

つている。

加盟申込害は幹事の手を純て理事會に提出されるので

あるが、同様に加盟承認朕 Charter も幹事の手を鰹て

地謳ガヴァーナに送付されるのである。地園ガヴァナー

はこの加盟承認朕に署名した後、地謳ガヴァナー若くは

その特別代表から、加盟祝賀の特別會合（チャークーナ

イト）に於てクラブに俸達されるのである。

英本國及びアイルランドのクラブに封する加盟承認朕

は、 RIBIに送付され、その會長及び幹事が署名した

上各クラプに偲逹されることになつている。

クラプに劉して狼せられる加盟承認朕は、理事會がR

Iの公式用話として認めている英語を以て書かれること

になつている。英語を話さない國のロータリー・クラブ

に劉しては、なるべくその國の言葉による課繹を添付す

ことになつている。しかしこの翻繹にはRIの印及びR

Iの役員の署名はつけない。 （理53-54)

RIに加盟を認められた時にクラブに加盟承認番眺

Charter Numberを輿える方式は 1951年 7月 1日を以

て中止せられた。 （理50-51)

新クラブが地麗ガヴァナーの居住地から遠距離の慮に

ある場合には、加盟承認朕僻逹式を彼の公式訪問と同じ

時に行うとか、或は特別代表若くはスボンサー・クラブ

36 

の他の會員が地匿ガヴァナーの代理をつとめることによ

つて、 RIの資金を節約するよう留意しなければならな

（理35-36)い。

Principles for Re-Establishing Clubs 

Where Rotary Has Ceased to Function 

ロータリーが活動を停止した地域にクラフを

再建する場合に守るべき原則

ロークリーが活動を停止した地域にクラプを再建しよ

うと企てる場合には、次の原則に考慮を彿わなくてはな

らない。即ち：

(1) かつてロークリーの會員であったこと、或は以前

にロータリーの役員を勤めたということは必ずしもロー

クリーの會員になる特櫂を意味しない。

(2) クラブの再建は、クラブの運営、會費の支彿その

他の事項に開する細目が完全に盤うまで引延する必要は

ない。クラブの再建は一つの建設の力であり、従つて大

いに歓迎すべきものであつて、その國家の再建の過程に

於て明白な援助となると考えられるからである。

(3)・クラプの再建を欲する場合には、その國家が確固ャ

たる政府を有しているか、又、その政府がロークリー・

クラブの再建とロークリーの理想の普及に好意を有して

いるかどうかを確めなければならない。

(4) その國家又は地域には、以前のロークリー會員が

未だに生存活動していて、而かもその敷が彼等を中心に

新しいクラブを（新設の場合にも再建の場合にも）結成.

するのに充分の敷だけあるかどうかを確めなければなら

ない。

(5) その國家の社會組織が果して個々のロータリアン

が率先して自己を褻展させることを許すような組織にな

つているかどうかを確める必要がある。

(6) クラブ再建への如何なる行動もそのために任命さ

れた有能な委員會の調査と勘告があつて後に行うのでな

ければならない。 （理1943年 1月）

Organization of Clubs in Europe 

and the Far East 

欧洲及びアジアに於けるクラプの結成

RI理事會は欧洲及びアジアに於けるクラプの結成に

闘して、 1943年 1月理事會が採欅した基本的な原則（前―

項参照）を、それらの原則が効果的な肌位クラブを再建

するために絶封的な根本條件であることを信じて、こ .1.

に繰りかえすぶのである。 1946年2月 1日より、欧洲及．

びアジアのクラプの再建に闘する管理上の責任はRI幹・

事におかれることになったが、前述の甚本原則及び一般—

に新クラブの結成に闘して適用される規定に従つて行う

慮理される再建の細かい仕事は、それぞれの地域を捲営：
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する副幹事が代理できることは勿論である。

理事會はRI會長に封し特に理事會に代つて、戦争の

ため嚢に加盟を解消したクラプを再びRIに加盟させる

任務を委嘱している。かくの如きクラプは加盟金Chart-

-er feeを再び支彿う必要はなく、又以前の加盟番琥を復

活することになつている。

理事會は、クラプが再建された地域に再び地置の組織

が必要と判断した場合には、地匿を再び組織することに

考慮を彿うべきである。 （理45-46;46-47; 47-48) 

Extension, at International 

Assembly國際協議會と攘張

妍クラブ結成についての問題をそれについて充分知識

があり又熱意を有する者によつて國際協議會 (Internat-

ional Assembly)のプログラムに上せることは重要なこ

とである。このような企画に於て、地厘内の新クラプ結

成を促進するためにガヴァナーの利用し得る援助及び手

段、即ち、撰張地厘委員會、特別代表、地園ガヴァナー

掘張補助の任命などを特に強調すべきである。なおこの

外に、國際協議會に於ては中央事務局と地麗ガヴァナー

とが個々に接獨して各地園に於けるロークリー摘張の可

能性を論ずるようにすべきである。（理45-46;50-51)

Assistance to New Clubs 

新クラブヘの援助

RIに加盟営初の敷ヵ月問新クラブに援助を輿えると

いうことは特に重要なことであると考えられる。従つて、

スボンサー・クラブは少くとも 1ヵ年間新クラプを援助

すべきである。 （理42-43)

新クラプが地罷に加入した際には、近隣のクラプ及び

地匿内にあるRIの元役員に蜀しこの旨通告し、新クラ

プを訪問して大いに激動してくれられるよう依頼すべき

である。 （理35-36)

Approving Countries or Regions for 

Extension新しい地域や國家への攘張

以前にはロータリーの撰張を認められなかつた地域で

あって、今後理事會の決定によつてRIの地厘に含まれ

るような地域は、その事賓によつてその地域へのローク

リーの撰張を認められるものと考えられる。（理35-36)

未だロータリー・クラブの結成されていない地域又は

國家に闘する調査を貼検した後、理事會は、既にロータ

リーの搬張を認められている地域乃至國家に於ては、現

在のRIの撰張方針を継績することに意見が一致した。

理事會が撰張を認めない地域にロータリー・クラブを結

成する要請があった場合には、個々の例について一々理

事會で検討することにする。理事會は現存のクラプとの

ロークリー文献のお知らせ

本年 7月1日から地厖が四つに分れるに付て、昨秋京
都大會の前日懇談會で各地甑から 1人ずつ委員を出して
文献委員會をつくり、邦課文献の虞理に賞ることに決定
し、又ロータリー文献鰈課の責任者として中央事務局よ
り豫て委任を受けている手島前理事に委員長としてまと
め役を引受けてもらうことに、之亦渦揚一致で決定した
ことは御承知の通りであります。その委員としては柏原
孫左徹門 (60極）、紳野太郎 (62賑）、堀内消 (63雁）、中
牟田喜兵徹 (64雁）の諸氏がそれぞれガヴアナーより指
名されました。この委員會は「連合地匿文献委員會」と

呼ばれること l,.なりました。 I 
去る 4月15H第 1回委員會を開きました結果、（ 1)邦

膵文献の保管及び頒布は、従来の各地匿別扱をやめて、
賞分第60地瓶委員の柏原孫左衛門氏に委托すること。(2)
クラブよりは、各文献委員の手許に配付しておく註文書
のハガキを用いて直接柏原氏に註文のこと。 (3) 註文
部数は最低単位5部又はそれ以上とし、代金は原則的に

前金制度とすることに打合せました。

現在文献は次の通りてあります。

奉仕こそ我がつとめ (ServiceIs My Bussnees) 

1954年版 ＠ ¥200 
ロータリー大要(BriefFacts About Rotary No.I) 

1954年版 ＠¥  10 
ロークリーの歩み(Rotary'sOnward March-No.4) 

1954年版 ＠¥  35 
會長必携 (YourYear-No.8) 1955年版 ＠¥  50 
幹事提要 (R.0. Secretaryぷ o.9) 

1955年版 ＠¥  50 
ロークリークラブ結成指針 (Organizing

R. O.-No.10) 1950年版 ＠¥  50 
定款及び細則(Constitutionsand By-Laws-

No. 12) 1954年版 ＠¥  60 
委員資料("Mr. President’' 綴り—No 20) 

. 1955ー 56年版 ＠ ¥350 

ビニール製）レーズリーフ・バインダー付 ＠ ¥500 
（會長、幹事、委員長及びクラプ備付用に便利です）

出席規定 (R.C. Attendance Rules-No. 21) 

1954年版 ＠ ¥ 10 
ロークリー問答 (GettingAcquainted With 

Rotary-No. 38) 1953年版 ＠¥  30 
標準職業分類表 (Outlineof Olassifica tions抜卒

-No. 284) 1954年版 ＠¥  80 
ローク lJーソング (H本語） 1954年版 ＠¥  50 
ロークリーソング（英語） 1954年版 ＠¥  50 
四つのテスト壁掛用邦語版 ＠¥  20 
四つのテスト解説 ＠¥  2 

個人會員の御用は所厩ROを通じて御註文ねがいます

申込先は東京都中央謳京橋 1丁目 4 電 (28)6131-5 

柏原洋紙店 柏原孫左衛門氏

闘係に於て明らかに孤立しそうなクラプを結成すること

は適営でないと考える。而して、現存の組織を強化する

ことに意を用うる方がよいと思うのであるが、同時に、

撰張を認められていて而かもロータリーの基本的な原則

が守られるような國家に疲展することに意を用うべきで

あると思う。 （理48-49;49-50) 
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冒予―▼

MANUAL OF PROCEDURE 

手績要 覧 （第 7回） R. I. Pamphlet No. 35 

パストガヴァナー 宮 脇 富 繹

繹者の言葉：手島知健氏難病のためロークリー文献の鰈課が停頓した。然るに此文献鰈需のこ

とは日本ロータリアンの要望であるため之れを綾けることになった。その責任を一應、徽分の

間代理として引受けさせられたが、全くその任ではない。必ず原薯 “Manualof Procedure" 
ー 1954年度版を封照されんことをお願いします：

District Administration 

＾ 
＇｛ Policy Governing Creation of District 

地 直設定に闊する方 針

理事會は運督の効果を一層上げるために加盟クラブを

集めて地謳 (District)を設ける櫂限を有する。地厘の設

定に闘する方針は次の通りである。

次に示すことは R.I.理事會の判断と決定である。

1. 運営の効果を一層上げるために、加盟クラプは究

極的には全部地謳に属すべきである。

2. 地園は運替の一部面であって、 R. I.の運螢は理

事會の責任であるから、地謳設定の装議楷は理事會が執

るべきである。

8. 現在地罷に属していない地理的方面はすべて俣地

厘に編成し、後に加盟クラブ敷が地厘設定を正常化する

ようになつてから地罷とすぺきである。 1民地謳 (Provis-

ional district)とは地厘による運螢の形式が確立してい

ないロータリーの地方面であって、必ずしもクラブが現

在そこに結成されていなくともよいものである。（註1)

（註 1) 1954年現在俣地謳は存在していない。理事會

がこの方針を採用して以来、候クラプはすべて正式の地

厘になったからである。現在地座に属していないクラプ

の総敷は48である。 ― 

4. 地雁或は俣地匿を設定するに要するクラプの定数

は決められていない。

5. 地展は、その設定が R.I.及び同地方のクラプに

最大の利益となると思われる場合にのみ設定されるべき

である。

6. 地厘が設定された場合、同地国内のクラブは、既

に設定された他地謳のクラプに輿えられていると同じサ

ーヴィスを受けうるという事賓の下に、 R.I．細則第13條

第2項の規定通り、 R.I．に封する人頭會費 (Percapita 

tax)を一年分全部彿込むべきである。（註2)

7. 候地甑内のクラプは、これらのクラブが他の正規

の地厘内にあるクラプに輿えられるのと同じサーヴィス

をR.l．から受けないという事情を考慮して、その人頭會

費年＄ 1.50を支彿うものとする。

8. 現在地匝が成立つていない地方面を十分に調査し

且つ以下に述べる諸事情を考慮の上、候地厘に指定され＇

た範園を創設すべきである。

（註2) R.I．細則（第13條第 3項）に次の如き規定があ

る。「クラプが國際ロークリーヘ納入するためにアメリカ

合衆國通貨を入手するに常り、異常な為替率の為に割増

金を支彿わねばならないような場合は、理事會に於て適

宜、同クラブよりの納入金額を調整することができる」

(a) その地方面の面積（平方哩）

(b) 現存のクラブ敷及び将来結成される可能性のあ

るクラプ敷。

(c) 地方面内交通機闊の朕態。

(d) 住民の民族及び國籍上の特性。

(e) 政治及び鰹演朕態。

(f) 住民の使用する言語。

(g) 勝束地厘を更に分割する可能性の有無。

(h) その地域の結合力。

(i) 旅行という観貼から地犀がうまく運螢し得るか

どうか。

(j) 行政上の異なる地域或いは國と國とにまたがる

地厘を設饂する機會。

(k) ロータリーを搬張する見込の有無。

(1) ロークリーの箪位として作用している現在クラ

プの業蹟。

(m) 財政の問題。

（理 27-28;34-35; 51-52) 

Districting 

地臨の設定

理事會は新しく地厘を設定し、叉現存地蜃の境界を雙

更することができる。但し、地匪境界の愛更はそれによ

つて影響を受ける地匪の過半敷のクラプの反到を冒して

行われてはならない。（細則第11條第 1項）

R.I．細則の規定（第12條第12項）によると、常任地園

設定委員會 (Districtingcommittee)は細則第11條第 1

項に規定する地謳及びその境界の設定並びにその装表に

34 (490) 
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ついて理事會及び會長を助けることになつている。

地悩設定委員會は理事會の採澤した地匿設定の方針に

従つて行動し、地謳設定に開するあらゆる事項について

理事會に勧告を行い、理事會が最後の決定を下すことが

できるようにする。

理事會は、 R.I.の全役員及び地国大會における、 R.I.

會長の全代表が、ロークリークラプの運螢能率を一層向

上させる目的を以て、地匪設定委員會が理事會に輿えた

勧告を基にして、理事會が唱道した慮の地麗設定に闘す

る一般原則を、支持することを期待している。（理48-49)

地厘設定に闘して統一あるやり方を確立するため、地

臨間の境界の修正が効力を競生する日は、 1月 1日及び

7月 1日の内、臨機都合の良い方を選ぶものとする。（理

42-43) 

新たに設定された地雁の境界が決定稜表されてから 1

箇年間は、同地匿の境界の修正を理事會は考感しないも

のとする。（理48-49)

Number of Clubs in a District 

地 匿 内 の ク ラ ブ 敷

地匿を構成するクラプ敷の最大限及び地園の地理的な

面積に開しては厳格な規定はあり得ない。地匪はR.I．に

射して財政的に不営な負捲をかけるような大きさであつ

てはならないが、又、その反面地謳が大きすぎてガヴァ

ナーがその任務を正しく遂行するのに過努となつても

いけないというのが原則である。これらの雨極端の中間

に於て、地方々々の事備がそれぞれ決定要素となるので

あろう。（理31-32)

International Districts 

國家間に跨る地置

言語、風習及び距離が許す場合に、國家間に跨る地罷

を新たに設定することは原則として望ましいことであ

ふしかし現存の地謳の境界を改編して 2以上の地鹿、

或は地謳の一部を結合し國際的な地謳を設定すること

は、闘係クラブにとつても、又、 R.I.の全般的運螢にと

つても望ましいことではない。かくの如き國際間に跨る

地匿の設定は十分の考慮を以て行われねばならない。

（理46-47)

District Governor 

地犀ガヴァナー

(a) 地罷ガヴァナーの制度は望ましく又賓際的であ

ることが純験によつて證明されている。何か改良するこ

とが必要であるならば、この制度の運用方法内に於て改

善を行うべきである。

(b) 地雁ガヴァナーの職につくべき最良の候補者を

確保するため、地厘ガヴァナーは毎年、所管地園内のク

ラブに劉し必要な資料の調査を行い、且つ適常なガヴァ

ナー候補者を推薦せしめるよう、勧告されている。

ローク!)ーの友ー 9月妹

(c) 地園ガヴァナーは、地匿大會 (Dist~·ict confe-

rence)に先だつて所管地匝内の各クラプに劉し、ガヴ

ァナー候補者の推薦及び被推薦者の業蹟及び資格につい

て俸逹しなければならない。

(d)毎年、地麗ガヴァナーの身分、資格及び任務につ

いての説明書を用意し、これを各クラブに配布して、地

匿ガヴァナー被指名者として推薦された者或は推薦しよ

うとするものがガヴァナーの責務について承知できるよ

うにすべきである。（理29-30、39-40)

上述のことに闘し次の如き説明書が準備されている。

Status 身分

地極ガヴァナーは、 R.l.の役員である。

地厘内のクラプによつて指名され、 R.I．大會によつ

て選學される。

7月 1日に就任し、 1箇年問或は後任者が選畢せら

れ、且つ資格がつく迄継績する。

Qualifications 資格

地厘ガヴァナーは、その人自身の賓業又職業の鰹螢に

おいて現わした賓行力をもつ賓業又は戦業上令名あ

る男子でなければならない。ロークリーの仕事を遂

行するのに必要な時間が得られるように自己の賓業

又は職業の業務をうまく編成していなければならな

い。その指名を受ける地逼に属するクラプの名望あ

る正會員、パストサーヴィス會員又はシニアアクテ

ィヴ會員でなければならない。正會員である場合は

その職業分類が完全であるべきことは論をまたな

い。自己の腐するクラプの尊敬と信頼を有していな

ければならない。

クラプの委員をつとめたことがあり、且つクラブ會

長又はクラブ幹事として成功したものでなければな

らない。國際協議會には全會期を通じて出席するこ

とを承諾しなければならない。國際大會に出席する

ことは大いに望ましい。

ロークリーの知識とその目的、・網領及び規則をよく

心得て居り、 R.l.に到して忠賓であることを認めら

れたロータリー會員でなければならない。

信服せしめうる方法で、ロータリーの如何なる面に

ついても論ずることができ、自己の所信を私的にも

公的にも簡箪、直戟、且つ慎剣な言葉で表現できな

ければならない。勿論雄僻家である必要はない。

Duties 任務

地匿ガヴァナーは、

地画内のクラプを直接に監督する。 R.I．理事會の全般

的な監督の下に彼は

R.l.の目的を推進する。

地厘内のクラプの間に、又、これらのクラプと R.I.

との間に友好的な開係を増進する。

(491) 
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地厘内の新クラプ結成を監督する。

地麗大會並びに協艤會を主宰する。

必要があればクラプ會長及び（又は）クラブ幹事の

特別會合を開くようにする。地厘内のクラプの出席

報告の摘要は毎月作製し、 この地恒報告を R.I．事

務穂長に送付する。

地屋ガヴァナーの賓行が期待されている事項には以下

の如きものがある。即ち、任期の始る以i前に國際協議

會 (InternationalAssembly)及びもし出束れば國際大

會 (Convetion)に出席し、國際協議會に出席後なるべく

速かに蹄國する。

地匿内の各クラプを訪問する。この訪問は急いではな

らない。充分な時間をとつてガヴァナーがクラブ協議會

(Club Assembly)を開いて協議し、又、クラブに到

しロークーリーに闘する含蓄ある挨拶を述べる機會を持

てるようにしなければならない。ガヴァナーは各訪問の

直後そのクラプの朕態について理事會に封し助言を輿え

るものとする。

クラプの問題については、常にクラプの健全な殺展に

努力しながら、これを援助する。

「ロークリアン誌」（或は「レヴィスクロークリア誌」、

「R.I．本部通信」 NewsBroadcast, 「事務継長報告」

(Secretary's Letter)その他 R.I.本部事務局の出版物、

及び地厘内各クラプの月報等に目を通す。

各クラブに封し少くとも毎年1回は都市連合會(Inter

city meeting)に参加するよう哭勤する。

毎月15日頃に地厘内の各クラプの會長及び幹事に封し

謄窟版刷り月報 (MonthlyLetter)を装行する。

地麗内に更にロークリークラブを結成するよう斡旋し

且つこれを監督する。

地謳内のロークリー會員の大會開催の準備をする。

R.I．大會への出席を勧哭する。

Expenses 糎 費

R.I.は各ガヴァナー被指名者 (GovernorNominee) 

に到し、國際協議會及び國際大會に出席するに要した費

用を適常額補償することになっている。

R.I.は又、各ガヴァナーに鉗し地厘内の各クラブに封

し1回ずつ公式訪問を行うに要する旅費、通信費、各ク

ラブ役員へ送付する月報の殺行費、地厘大會及び地匪協

議會への旅費等の費用を計算し割常て .1,.いる。 R.I．はこ

のような出費に劉し、箪にこの割賞の範用内で各ガヴァ

ナ......に補償する。, • 

Policy on Administration of 0,ffice 

of Governor' 

地箆ガヴァナーの事務運螢に開する方針

理事會は、地羅ガヴァナ.....の事務運営に闘し次の如き

方針を採欅している。

地厘ガヴァナーの事務運螢に開する方針に闘する以下

の説明は R.I．定款及び細則中にある規定、國際大會の

決定、及びこれまでの理事會決定に基づくものである。

1. R.I．理事會は運螢の効果を上げるため、加盟クラ

ブの存在する地域を分けて地匿を設けることができる。

(R.I．細則第11條第 1項）

2. ロークリーの地謳による運営は満足すべき心ので

あり且つ効果も上つているから、これを持績して行くべ

きである。

3. 地麗内のクラブの直接監督は地厘ガヴァナーの任

務である。（R.I．定款第 8條第 1項(b))

4. ロークリーの運螢は地厘による。各地厘共ガヴァ

ナーの下に行われ、ガヴァナーは地匿内各クラプの朕態

に劉し、個人的且つ直接の注意を彿うものとする。（理

24--:-25) 

理事會は前掲の理事會の決定を地麗ガヴァナーの事務

運螢に開する方針として再確認し、更に次の如き事項を

追加する。

5. ガヴァナーは自己の地厘の大會及び地厘協議會を

主宰する。

地雁ガヴァナーは、 R.I．理事會の全般的監督の下に、

ロークリーの目的を推進し、地匿内新クラブの結成を監

督し、且つ地厘内各クラブ間、及びそれらのクラプと

R.I.との間の友交開係を増進するという特別の任務を帯

びている。

地厘ガヴァナーは、加盟クラプに開する任務を遂行す

るに常り、各クラプの代表責任者を通じてその戦務を行

うべきであるが、各クラブ會長、幹事又は双方と、必要

と考える回敷の特別會合を開催する櫂限は之によつて制

限せられることはない。但し、 R.I.は地謳ガヴァナーの

個人的鰹費の外は、この種の會合に要する出費に到し責

任を取らないものとする。（R.I．細則第11條第12項）

6. ヴァナーは理事會の示唆にもとづき、地謳内各ク

ラプの公式訪問を行うことを期待されている。 R.I.はガ

ヴァナーに劉しその必要とする鰹費を補償するため、豫

算の割常を行う。

7. 如何なる地厘に於ても正式に認められたR.I．の運

螢役員は輩にガヴァナー 1人であるが、もしクラプの敷

及び地厘の地理的宏さの開係上望ましい場合には、ガヴ

ァナーは地匝内に非公式なクラブのグループをつくり、

そのグループを監督するためにロークリー會員を 1名ガ

ヴァナーの代表に指命し、同グ）レープに属するクラブ及

びガヴァナー自身の非公式の顧問とすることも出束る①

R. I.はこのようなガヴァナーの代表の分としての豫算

は計上していない。クラプを便宜上いくつかのグループ

に分け、その監督のためにガヴァナー代表をおく案を理

事會が認めているのは、地謳副ガヴァナーとか地匿ガヴ

36 (492) 
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ァナー代理、地渥幹事その他のガヴァナー補佐役をおく

代りとしてなのである。もしこのようなものを置けば、

地極ガヴァナー自身によつて、クラブを直接監督すると

いう一般に認められた方針を、必ず破壊して仕舞うよう

になるからである。（① グループ代表後欄参照）

8 R.I．は、ガヴァナーが秘書役を必要とすることを

認め、そのために必要な純費を少額ながら豫算に計上し

ている。

9. ガヴァナーは地厘内の各クラプの會長及び幹事に

到し、毎月15日或はその頃、月信を送ることを期待され

ている。この月信には、地麗内クラプが特に興味をもつ

事項、たとえば新クラブの結成、地厘協議會、地厘大會、

國際大會に闘する事項、地園内のクラブのすぐれた業績

についての報らせ、各クラプが注意する必要のある事柄

等を掲載すべきである。 R.I.にはこのための豫算が計上

してある。

10. R.I，は、ガヴァナーが毎年の地園大會及び地匿協

議會を開催するに営つて必要とする個人的鰹費を補（賞す

るために豫算を計上している。この外ガヴァナーが文房

具の購入及び通信費として必要とする紐費に劉しても少

額の豫算を計上してある。（理32;__33; 39-40 ; ・ 54-55) 

Records and Files of Governor 

ガヴァナーの記録及び書類

(a) 退任するガヴァナーはその後任者に劉し、その地

匿に於て次のガヴァナーが最もロークリーの為になるよ

うに、彼れの任務を遂行するに参考になると思われるよ

うな悔報は、すべて之れを引緞ぐように要請されている。

(b) ガヴァナーは、地匝内の各クラブに闘する詳細

な憫報、及び資料を記した、記録を保持する義務はない

が、地厘内におけるクラプの朕況に開し、成るべく完全

な1青報を、便宜な形式によつて編集して持つていなけれ

ばならない。（理46-47)

Governor's Reports to President 

會長に到するガヴァナーの報告

ガヴァナーは、 R.I會長に封し 2通の報告を提出しな

ければならない。 1通は 7月 1日より 10月31日までの期

間、今 1通は11月 1日より 4月30日迄の期間を扱うもの

であって、それぞれの期間に於ける自己の地逼の活動欣

態を説明したものである。

これらの報告の用紙は本部事務局からガヴァナーに送

付される。原本 1、宮し 2通作製し、原本は會長宛、寓

しの 1通は最も近い事務局宛送付し残りの 1通はガヴァ

ナー自身が保存するものである。

Governor's Group Representatives 

ガヴァナーのグループ代表

賓行可能を證明するような地幅に於ては、ガヴァナー

の代表がグループに分けられたクラプを監督するという

案を理事會は認めている。

ガヴァナーは自己の地鹿に於てこのグループ代表の制

度を用いる義務はない。理事會はガヴァナーが此制度を

採用することを哭めることさえしない。しかしながら、

理事會は、この制度を採用することによつてヴガァナー

の地罷内のクラプに開する描限或は責任が免ぜられるも

のではないこと、又、ガヴァナーはグ）レープ代表を有し

ない場合と同様にクラプを訪問し、クラブからの報告を

受ける等々の任務を行い、更に R.I.はこれらのグルー

プ代表に付随する費用は支彿わないという了解の下に、

このグループ代表制を地謳が採用することに異議を唱え

ない。

以下の説明事項は、自己の地謳内に於てグループ代表

を指命せんとするガヴァナーのために指針として行われ

るものである。

(What)何：地厘内のクラブを前以てグループに分け

た、そのグループに属するクラブの役員をたすけるため

のガヴァナーの非公式代表である。

これらの代表はグ）レープ内のクラブ會長とガヴァナー

との連絡係であつて、何等櫂限を有しない心のである。

ガヴァナーはこれらの代表に封し自己の任務の何もの

をも委任しない。

(Who)誰：前クラブ會長。所属クラブに於て運螢者

として特にすぐれていた人々。

(When)何時： ガヴァナーによつて自身の任期間だ

け指命する。ガヴァナーによつてその任期の始めに指命

する者もあるが、又、公式訪問が終り地厘の事情に精通

してから指命する者もある。

(How)如何に：地蓋の地理的な位置及び面積によつ

て、最少 3、最大 7クラプのグ）レープにガヴァナーによ

つて分けられる。

代表の一般任務： グ）レープ内のクラプを年に 2.3回

非公式に訪問する。これらのクラプ内の装逹をガヴァナ

ーに知らせる。グループ内の都市連合會を組織する。グ

）レープ内或は他のグ）しープと出席競季を行わせる。緊急

の場合に特別訪問を行う。講演者の確保その他の讐林に闘

しクラプ役員に有益な援助を輿える。地匿大會のプログ

ラム委員となる。

費用： グ）レープ内のクラプは近接している故、代表

の費用も僅少で清むから各自に於てまかなうのが普通で

ある。

利貼： 未来のガヴァナーを養成できる。公式の資格

でガヴァナーが出席しては困る場合に、非公式な援助を

輿えることができる。この制度を採用しない場合より

も、都市連合會を敷多く行うことができる。出席率を良

くすることができる。グループ内のクラプの一般的運営

を改善することができる。ガヴァナーに甜し“援助’'と
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同｛青及び感激を輿え、地厘内に健全な風紀を確立する助

けとなる。（理32-33)

District Committees 

地匡委員會

ガヴァナーは、地屋内の特に適任と思われるロークリ

一會員の中から地厘委員を指命し、自らその委員長とな

るぺく要請されている。この委員會はガヴァナーの直接

の監督と指導の下に働くものであって、委員の 1名は地

匿内のクラプ奉仕の向上を搬営。他の 3名はそれぞれ職

業奉仕、社會奉仕及び國際奉仕を捲常する。もしガヴァ

ナーが希望すれば、更に委員を 1名追加して青少年奉仕

を捲常させてもよい。地匿委員會の機能は諮問的なもの

であり、運螢機闘ではない。（理47-48)

R.I．の資金は地甑委員會に闘する如何なる支出にも使

用してはならない。（理46:-47)

Govenor's Monthly Letter 

ガヴァナ一月信

ガヴァナ一月信を個々のロータリー會員に送るために

は R.l.の資金は十分でない。地謳の費用でガヴァナー

月信を個々のロークリー會員に送ることにするかどうか

は、各地匿に於て決定すべきことである。（理33-34)

ガヴァナー月信は、各クラブの會長、幹事だけでなく

全會員がこの書翰に書かれている地園の活動その他に闘

する知識を得られるよう、毎月クラブ理事會でこれを讀

むと共にその 1部をクラプ例會でも讀むようにすること

を全クラブに到し勘告する。（理34-35)

Governor's Visit to Club 

ガヴァ ナーのクラブ訪問

ガヴァナーは自己の地厘内全クラブに劉して公式訪問

をしなければならない。この訪問は急いで行ってはなら

ず、充分の時間をかけて、効果的なクラブ協議會を催した

り、或はクラブに封し廣範園にわたるロークリーに開し

ての含蓄ある挨拶を行ったり、或は又、クラブ内にローク

リーに闘する知識を廣める目的でクラプの懇談會を開い

たりする機會を持つようにしたい。（理46-47、49-50)

直前ガヴァナーが、その任期の最後の 3ヶ月に加盟し

た新クラブを訪問することには異議はない。但し、之れ

は先ず以てガヴァナーの承認を受けた場合のことであ

る。（理44~45)

ガヴァナーが法律上地屋内の外国に入國できない地恒

に於ては、 R.I．會長は、ガヴァナーと相談の上、理事或

は他の適営なロークリー會員をしてガヴァナーに代つて

これらの國のクラブを訪問させる描限を持つている。（理

49-50) 

公式訪問の報告：ガヴァナーは本部事務局に射し「地

麗ガヴァナーの公式訪問についての覺書」("Memo of 

Official Visit of District governor) "及び「クラブ活

動に開する報告」("Club Activities Reports”)を提出

する。後者は公式訪問に際してクラプから渡されるもの

である。これらの報告の目的とする慮は、クラブがロー

クリーの計蜜を如何なる方法をもつて行つているかにつ

いて最新の情報をガヴァナー及び R.I.に輿え、且つ中

央事務局に対しそのクラプの為にとるべき指導上の悔報

を提供することにある。

事務穂長は、各訪問の直後ガヴァナーから中央事務局

に提出される公式訪問の覺書を毎年検閲し、且つガヴァ

ナーによつて特に要請され或は覺書にある情報の特種事

項については引績き注意を彿うよう、指示されている。

（理44—45)

事務穂長は、公式訪問についての覺書及びクラブ活動

に闘する報告の書式の字句を、随時必要に應じて改訂す

る櫂限を有する。但し、この改訂はプログラム計蜜委員

會に示さなければならな応（理44-45)

Three Point Co-Equal A venues 

of Activities 

活動の同格路三貼

ロークリーが最も廣い影響を輿えることができるよう

にするために、ガヴァナーは自己の地匝に於て次に示す

活動の同格路である三黙を寅行すべき責任に重黙をおく

べきである。

(a) 何慮であろうとクラプが成功裡に維持され得る

見込のある、あらゆる都市にロークリクラブを結成。

(b) 各クラブ職業分類をできるだけ多く充嘗。その

場合最良の候補者を確保することに重貼をおく。他の條

件がすべて同じであつて、一つの戦業分類に於て穂ての

條件が同ーである場合には、若い方の候補者を選ぶ。斯

くしてクラプの平均年齢を下げる。

(c) R. I,の計贅及びロークリーの目的に開してロー

クリー會員各自を啓猿することを強調。（理45-46)

District Assembly 

地匿協議會

地園内全クラプの次年度の會長及び幹事と、ガヴァナ

ーとの協議會は毎年4月又は 5月に開催される。

ロークリーはその思潮に於ても賓賤に於ても年と共に

急速に進歩する。・國際協議會はこの思潮と賓賤を最新の

ものとするために計畳されたものである。従つて國際協

議會に出席したガヴァナーが地謳協議會を統制し、且つ

その席上種々の殺表をなすことは重要なことである。し

かしながら、ガヴァナーは、特殊な場合には自己の裁量

に基づいて誰か他の者を指名して特別の装表をさせるこ

ともできる。•このような場合は、ガヴァナーは責任を以

つて装表者と會談し、彼等がその疲表せんとする題目に

ついて最新の知識をもつているかどうかを確めればなら

ない。兎も角、ガヴァナーは誰か他の者を指名して綾表
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を行わせることができるが、ガヴァナーが地匿協議會を

統轄し、又指導するのが原則であるということを了解し

ておかなければならない。（理46-47)

地福ガヴァナーは、地厘協議會のプログラムから誤楽

及びレクリエィションをすべて除外するよう勤告されて

いる。（理52-53)

會長は、各クラプに到しクラブ役員の選畢の前に、次

年度の役員を地謳協議會に出席させることの重要性を思

い出させ、又、出席することを選畢の條件にするのが望

ましいということを示唆する書翰を送るよう要請されて

いる。（理44-45)

次年度の會長及び幹事に決定したものは地雁協議會に

出席することをそれぞれのクラブから要求さるべきであ

る。そしてその費用はクラプ或は地謳から支彿うよう提

示されてある。（理45-46)

ガヴァナーは、次年度のクラプ會長及び幹事が地雁協

議會に出席することの重要性を、特に強調しなければな

らない。又、クラプ役員にロークリーの計蓋に闘して知

識を輿えうるよう、感激と決意をもつてクラプに蹄るよ

うにさせ、個々のロークリー會員に封しては、クラブ協

議會を通じてロークリーの計聾を一層効果的にすること

に、特に努力を彿わせるよう、しなければならない。

（理48-49)

地厘の面積が非常に廣大で旅行の都合上箪ーの協議會

にクラブの代表が全部出席できない場合には、ガヴァナ

ーが、必要とする敷のグループ、或は地域別協議會を開

くよう計驚すべきである。（理42ー43)

District Conference 

地謳大會

各地謳のロークリー會員の大會は、毎年10月 1日から

3月15日までの期間に、ガヴァナー及び地謳内多敷のク

ラブ會長の一致した時日及び場所に於て開催されること

になつている。

地厘大會を連合で開催すること： 2箇年間綬けて地

厘大會を連合で開くことは望ましくない。（理--13-44)

大會プログラム： 大會の期日は 2日より少くないよ

うにすべきである。大會のプログラムを準備するに営つ

てガヴァナーは、ロークリーの話題が主となるようにし、

ロークリー會員でない講演者がプログラムに出る場合に

は、彼等の話の主題をロークリーの目的に直接闘連させ

るよう努力しなければならない。

只1日だけの大會プログラムをガヴァナーに輿えては

ならない。もしガヴァナーから 1日だけのプログラムが

要求された場合には、事務穂長はこのようなプロゲラム

を作製することについてガヴァナーを援助するであろ

応しかし、事務網長はガヴァナーに劉し、 1日だけの

大會ではロータリーのプログラムを満足に遂行すること

はできないというのが理事會の意見であるということを

偲えるよう命ぜられている。（理47-48;48-49) 

大會のプログラムの立案と施行はガヴァナーの責任で

あり、又、ガヴァナーだけがプログラムの完全な統制を

掌握すべきである。（理48:----49)

大會の出席率を良くし、最大の効果をあげるためガヴ

ァナーは次の事項を行うべきである。

(1) 新たに結成されたクラブ全部の全會員が大會に

出席するよう特に努力する。

(2) 地厘の中心に位置する都市で大會を開催するよ

う努力する。

(3) クラプ奉仕、職業奉仕、祉會奉仕、國際奉仕の

各協議會を開くよう準備すること。

(4) 大會プログラムの立案に常つては、不必要な誤

築的接待及び競技類をやめ、話題を厳格にロークリー

の用務に限るようにする。

(5) 婦人及びその他すべての大會参加者が、穂會の

全部に出席するよう強調し、婦人逹に翌すする接待も総

會出席をさまたげないような時間に於てのみ行うよう

準備する。（理42-43;47-48; 48-49) 

ガヴァナーは、地匿大會プログラムの立案に常つて、査

食及び宴會を除いて継計 9時間を穂會並びにグ）レープ討

論會に充常するようにしなければならない。（理 46ー47)

會長代表の地匝に到する挨拶は、最も重要なものであ

る。従ってこの挨拶はプロクーやラムの最も重要な位置を輿

えられるべきである。しかしながら、會長代表の挨拶を

大會プログラムに組み入れる前に、ガヴァナーはプログ

ラムヘの参加に闘し會長代表の意向を糾すべきである。

（理48-49)

ガヴァナーは、大會番組の一つとして少くとも 1回の

ロークリーに開する討論會或はクウンミーティングを開

催すべきである。（理4!-l-50)

出束るだけ地麗内に居住する R.I.の元役員であるロ

ークリー會員及びその夫人達のために、何等かの社交的

な集い、宴會、登食會、或は歌迎會の如きものを開くの

がよいと思われる。このような集いは親睦と社交の為の

みに限るべきであって、ガヴァナー或は他の R.I.元役

員が地厘大會の仕事や政策を支配するような會を造つた

りしてはならない。（理41-42)

國際大會の立法： ガヴァナーは、提出された R.I．の

立法案を地麗大會に於て正しく装表するよう準備しなけ

ればならない。ガヴァナーは、もし可能ならば、地謳大

會において、提出された立法案に闘して地麗の考えを纏

め又これが審誤會に公正に代表されるよう規定審議會

(Council of Legisration) への地園代表と、地麗内各

クラプの國際大會出席者との接獨をはかるべきである。

（理38-39)
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President's Representative 

會長の代表

その地橿に於ける R.I.の代表としてのガヴァナーは

常にそれとして認められ、強調されねばならない。従つ

て、各地匿大會に於ける R.I.の代表は地園ガヴァナ-‘

その人であるべきであり、現在「R.I．代表」として知ら

れているものは「會長の代表」と呼ばれなければならな

i、;

い。

會長の代表は、地匿大會えの會長の個人的代表とし

て、會長によつて選ばれるべきものであり、その資格に

於て彼は、有用な示唆や事賓を載せたハンドブックと共

に會長から輿えられるべぎ細い指示や要綱を基としでっ

くつた挨拶を述べることによつて會長を代表すべきであ

る。

會長の代表は、彼のロークリーに開する知識並びに彼

が効果的に會長を代表し、ロークリー、その計蓋、その

活動、その機會、その世界的な責任及びロークリー全員

各自のそれに開しての重要性を強調する演説によつて、

大會出席者に感銘を輿える才能によつてのみ選ばれるべ

きである。地匿大會に於ける會長代表の効果は、彼がロ

ークリーの計叢を稜表すると共に、會長を代表してロー

タリーの方針を説明且つ解繹し、馳衆の心に自分はロー

クリー會員であるという誇りと責任の観念を起させるカ

にある。従つて、ある人が箪に之れまで會長の代表を敷

回つとめたというだけの理由では決して彼が今後何年も

この役をつとめることの妨げとはならない。その上、現

在又は過去の R.I.役員であるという事賓が必ずしも會

長代表の資格を輿えるものであると考えられてはならな

ぃ。（理46-49)

理事會は、如何なる事i青があつても地園大會に於て會

長代表に封し金錢を贈つてはならないという見解をとつ

ている。（理46-47)

地匿大會が會長代表にとつて外國で開かれる場合に

可能な限り、大會の直前又は直後に同地匝内の敷クラプ

を訪問できるよう計驚すべきである。但し、會長代表が

その地厘のロークリー會員の使用する言語を知つている

ことが必要であり、又、訪間するクラブはガヴァナーが

選撰すべきである。（理48-49)

District Fund 

地 匿 資金

地謳内に於て集め、管理さるべき資金に開しては、定

款、細則の何れにも規定されていない。地園によつて

は、會員の人頭割分櫓によつて地麗資金を集めるという

憤行をつくつている慮もある。

地幅資金をつくるという問題は、専ら地屋各個の問題

であり、地屋資金えの分据は、自殺的なものでなければ

ならず、會費の形において會員個人或はクラブに強制し

てはならないこと、及びロークリーにおける會員の費用

は最低限度に保たれなければならないということになっ

ている，，以上の理由で、理事會は、ロークリーの適切な

運螢と酸展に、地幅資金が必要と思われる地厘に於ては、

次のような方法をとるのが望ましいと、勧告している。

地謳運螢に必要な純費を調査研究する、 3名から成る

委員會を設置することを、地厘が決定したならば、ガヴ

ァナーは 1名を任期 1年、 1名を任期 2年、 1名を任期

3年の委員に指命する。その後は、毎年任期中のガヴァ

ナーが 1名を任期3年の委員に指命して空員を埋めるよ

うにする。この委員會はガヴァナーに協力して地麿純費

の豫算を作製し、これを地園協議會の際、次期會長の會

合に提出する。地匪資金の如何なる分撥要求も出席の次

期會長 4分の 3以上の承認があつて後初めて行うべきで

ある。（理27-30; 41-42) 

理事會は更に、地謳資金えの如何なる分捲要求も、絶

封に公認の會費ではないということが、了解できる形式

によつて行うべきであると勧告する。ガヴァナーはその

任期中、地雁資金の管理者となり、會計検査清みの計算

書を後任者に引継ぎ、同時にその寓しを R.I.事務穂長

に送付すべきものとする。（理29-30;41-42), 

理事會は、地謳資金を有する地幅の各ガヴァナーに封

し、地厘資金は地匝の財産であり、特定のロータリー會

員の個人的財産でないことを明記した銀行預金として保

管し、その會員が死去した場合などに地謳を保護するこ

とができるように、考慮を彿うよう示唆する。（理44-45)

Honorary Governors and Patrons 

名誉ガヴァナー及び後援者

名巻ガヴァナーの稲琥を授輿したり、その國に於ける

ロークリー運動の後援者を指名する希望を有する地匿に

於ては、このような稲琥の授輿は、政府の行政長官及び王

室の人々のために留保しておくものとする。（理37-38)

Utilizing Services of Past Governors 

前ガヴァナーの利用

前ガヴァナーの奉仕は可能な場合には如何なる場合で

も利用すべきである。例えば、地園協議會、地厘大會及

び摘張の仕事に於て前ガヴァナーを利用すべきである。

（理26-27)

ガヴァナーはその地謳に於けるR.I．の公式の代表であ

る。ガヴァナーの任務或は運螢上の櫂力を幾分なりとも

前ガヴアナーその他に譲ることは賢明でない。（理39-

40) 

クラプに前ガヴァナー或は他のR.I．前役員が居るよう

な時には彼等のロークリーの仕事に闘する純験と能力と

の故に、クラプの難しい問題、或はクラプ會長がクラプ

の機能装揮に困難を生じたような場合に、彼等を利用す

る可能性のあることについて各クラプ會長の注意を喚起

40 (496) THE ROTARY-NO-T0.¥10 
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する。（理41-42)

地謳の前ガヴァナーは、利用できる才能と純瞼の一大

貯蔵所であるという事賓に、ガヴァナーの注意を喚起す

る。ガヴァナーは、成しとげにくい仕事にぶつかった場

合、これらの前ガヴァナーを利用して自己の努力を補う

のがよい。前ガヴァナーに、地麗内の弱いクラブを訪問

してもらい、プログラムの材料を提供したり、財政につ

いて彼等に助言を輿えたり、委員會の結成及びクラプの

正規の機能を果す上に、援助して貰つたりすることを依

頼してもよい。又、ガヴァナーは、クラプに財して前ガ

ヴアナーを招いて、訪問して貰うよう示唆してもよく、

或は、クラブに劉し、前ガヴァナーの訪問を歌迎するか

どうかを問うてもよい。（理41-42)

Re・ Election of Governor 

ガヴァナーの再選

理事會は、ガヴァナーの正常の任期は 1カ年であるこ

とを認め、ガヴァナーの任期を 2期に限定することに同

意している。但し、僻職、重病、己むを得ない轄任、或

はガヴァナーの死去の如き特別の事I青の下に於ては、既

に2期つとめたことのある前ガヴァナーでも、理事會が

このような事情の下に於て鋏員となつたガヴァナーの後

任に選畢することができる。（理46-47)

District Publications 

地置の刊行物

l. 地麗の刊行物は、アメリカ合衆國及びカナダ以外

の地幅に於てのみ必要、或は望ましいものである。

2. 地謳を通じて、ロークリーの名稲を付した如何な

る刊行物も、必ず R.1．の支配下にあるのであり、且つ

その地麗に於けるR.I．代表であるガヴァナーの直接の監

督を受けなければならない。 ， ． 

3. ガヴァナーが地園刊行物を出版する環境にふら
、','；・Ci,-.・

ず、しかも地屋内の各クラプが地匿刊行物を欲している

場合には、ガヴ ァナーの直接監督の下に刊f―丁することの

できるロークリー會員個人に， R.I.から許可を輿える

ことができる。

4. 既に公認されているもの以外の、かくの如｀き刊行

物を出す場合には、それに到して許可が輿えられる以前

に、地匿内の全クラプで投票を行い、地厘刊行物を持つ

ことを多数の會員が欲しているかどうか、如何なる種類

の雑誌が望まれているか、或は、財政をどうするか等を

調査すべきである。（理22-23)
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手績要覧 （第8回） R.I. Pamphlet No. 35 

バストガパナ一 宮 脇 富 繹

Administration of Rotary International 

國際ロークリーの運螢

Membership of R. I.. 
R. I．の會員

R. I．は會員たるロータリークラブを以て構成され

る。クラプの敷は 8365で、所属ロークリー會員は、お

よそ392,000である。 (1954年 9月）これら個々のローク

リーアンはそれぞれのロークリークラプの會員であり、

ロークリークラプはR.I.の會員である。 R.I.は世界

中のロータリークラプの圏憫である。

Convention 

國際大會

R. I.の立法機開は、毎年5月或は、 6月（緊急の場

合は理事會が愛更することがある）理事會の決定する時

日及び場所に於て開催される大會である。

R. I．加盟クラブの代表であるロークリー會員は大會

に参集してR.I．の規約方針を決定し且つ役員を選畢す

る。 R.I．定款及び細則、標準クラプ定款の改正はこの

大會に於てのみなされ得るものである。

各クラブは會員50名及びその過半敷毎に 1名の代表者

(Delegate)を出す櫂利が輿えられている。各クラブは

少くとも 1名の代表者を出し得る。クラブは委任朕によ

る代理人(Proxy)によつて代表されてもよい。

R.I.の各役員、及び前會長 (PastPresident)は自由

代表 (Delegate-at-large)である。

Council on Legislation 

規定審議會

毎偶敷年に年次大會の一部として開催される規定審議

會は、代議制審議機開である。審議會は提案された立法

案のすべてを審議し、それに闊する勧告を大會に報告し

代表者の最後的決定に委ねる。審議會はロータリーのあ

る各地方よりの代議員約 260名を以て構成される。その

構成員は、決議楷を有するものとして、正式に構成され

た各地謳のクラブにより選皐された代議員各 1名、地謳

に属しないクラプよりの代議員、自由代議員、前會長 4

名、及び審議會長及び議決描を有しないその他の者若干

34 (545) 

名からなる。

Board of Directors of R. I. 
R. I．理事會

R. I.の運螢機開は次の14名より成る理事會である。

ー一會長（理事會の議長となる）。

ー一直前會長。

ーーアメ ll力合衆國より 5名の理事。これらの理事推薦

のために合衆國内のクラプは 5の地帯 (Zone)に纏

められてある。

—ーカナダより理事 1 名。

ー→英國及びアイルランドより理事 1名。

ーー一理事會によつて推薦される 5名の理事、内 1名は中

南米より、以上の項目に含まれない地域より 4名。

各理事はそれぞれの地帯、或は地域或は理事會によっ

て推薦されるのであるが、すべてのクラブにより大會に

於て選畢されるのである、それによつて口←ータリーの運

営に全クラプを代表しているという責任が各理事にかか

つてくるわけである。

理事會はR.I.の運螢機闘であり、定款及び細則の規

定に従いR.I.の事務と資金の慮理及び管理にあたる。

理事會はR.I．のすべての役員及び委員會を全般的に統

御監督する。理事會はロータリーの目的の推進及びロー

クリーの綱領の達成に封し必要と思われるあらゆる事を

なす任務をもつている。理事會の決定はR.l．大會への

異議申立を受けたものを除き最後のものとする。

執行委員會：理事會は 3名乃至 5名の理事を執行委員

に任命し、その委員會に封し理事會の會合のない間理事

會に代つて執行又は運営に開する事項を大會又は理事會

によつて確立されたR.I.の方針に従い慮理する櫂限を

委任する事が出束る。

Administrative Units 

運螢上の箪位

クラプの運螢は理事會の全般的監督の下におかれる。

運螢上の目的のために定款（第 8條）は次の如き直接的

監督の形式を規定している。

THE ROTARY-NO-TO~IO 

•,:::, 

一

(1) R. I．理事會によるクラプの直接監督。

これは現在地匿に属しない48クラプのために規定さ

れた監督の形式である。

(2) 地幅ガヴァナーによる地匿内クラブの直接監督。

現在地謳の敷は、英國及びアイルランドの19を含め

て220ある。英國及びアイルランドに於ては手績は

全く同一とはいえないが殆んど幾らない。

(3) 地羅ガヴァナーによる監督の外にR.I．理事會が

必要と認め、且つR.l．大會に於て承認された場合

に於ける地理的に隣接する 2或はそれ以上の地厘か

ら成る或地域クラプの監督。この規定の意圏する慮

に従い、英國及びアイルランドの19の地屋に属する

クラブは一つの園睦を形成している。

理事會はR.I.の管理機構について次のような説明を

行つている：

(a) 地固及び地域組織を最小限度にとどめ、運螢目的

のためR.I．代表としての地蓋ガヴァナーの任務を強化

するのが最もロークリーのためにな9ることである。

(b) 今日のR.I．が一つの系統的褻展であることを考

えれば、現在の機構は國際的に機能を装揮する上にうま

く立案されたものであり、又、問題が起る場合にも R.I.

定款及び細則によつて櫂限を興えられている人々は斯様

な問題をロークリーのため最も有利に解決するであるう

と信ぜられる。

Administrative Service 

管理上の奉仕

理事會はロータリーの運営上の奉仕に闘して次の如き

全般的方針を採用している：

1. R. I.の運螢上の奉仕は、世界中のすべてのガヴ

アナー及びクラプに到し出来得る限り公平に輿えられる

ことになつている。

2. この奉仕は本部事務局の各國人から成る局員によ

つて行われることになつている。廣く世界に出来る丈最

上の奉仕を行うため、中央事務局に髪更すべき事柄があ

れば之れを随時理事會に報告することは、事務総長の任

務とされている。

3. 航空機による世界的な通信機開の絶えざる進歩は

クラブ及び本部事務局間の連絡を益々急速なものにして

いる。従って事務穂長は通信及び物品の送付に航空便を

使用する櫂限が輿えられている。このため事務穂長は航

空便の費用に開し定期的に調査を行い、財務委員會が理

事會に勘告すべき豫算の作製中に同委員會に鉗し、この

種の費用について考慮せしめるようにしなければならな

い。

4. 交通通信の便が常に改善されて行くので、極めて

特別な國偕、そしてそれが出来るだけ廣い範園の國際奉

ロークリーの友ー10月読

仕に供える目的のためである場合を除いては事務局の支

局を置く必要はないと考えられている。

5. 本部事務局から極めて遠距離の地域、特に戦災地

域に於ては、一時的にも特別の奉仕を必要とする場合が

あるかも知れない。従って、事務継長は、理事會がこれ

らの必要に應じ最善の方法を決定することができるよう

に、随時理事會にその特殊な必要事項について報告する

よう要請されている。

6. 國家の財政朕態が保證する場合には、事務穂長は

銀行勘定を設定して財務代行者の制度を設ける描限が輿

えられている。この場合は財務委員會及び理事會に劉し

この旨報告しなければならない。

7. 通信及び文献は出来得るかぎり受取る者が容易に

理解出束る言語で書かれていなければならない。従つて

事務線長は、ロークリーの1専統であるこの種奉仕の増加

に闘する情報について財務委員會及び理事會の考慮を促

がさなければならない。

Officers of R. I. 

R. I.の役員

R. I．の役員は、會長、理事（第1，第2，第3，副會長

を含む）事務総長、財務局長、地屋ガヴァナー、英國及

びアイルランドに於ける中央會議の被選畢役員並びに

R. I. 代表である。

會長：會長は此組織の執行長であり、 R.l.の事業及

び活動を監督する。會長は理事會の一員であると共に議

長であり、理事會を主宰する。常任委員及び特別委員は

すべて會長によって任命される。會長は會長推薦委員會

を除くこれらすべての委員會の職櫂による委員である。

會長はR.I．大會の議長となる。會長は又規定審議會

の議長でもあるが、別に議長を任命して自己の任務を代

行させることもできる。

大會に先だつ敷箇月前、會長候補者 1名が會長推薦委

員會によつて推薦される。會長推薦委員會によってなさ

れた。推薦の外に、いずれのクラプでも會長被推薦者 1

名を選ぶことができる。會長は大會に於て全クラブの代

表によって選畢される。

R. I．大會は次の如き決議案を採欅している：「R.I. 

第29回年次大會は、加盟クラブの國際的な態度に助けら

れて樹立された偲統の、自然な褻展にともない、 R.I.

會長は一つの如何なる國家からも 3年以上連績して選畢

せらるべきではないことを決議する。」（サンフランシス

コ大會決議、 38-24)

副會長：大會終了直後に開かれる暫定會合において理

事被選者會は第 1第 2及び第3の各副會長を互選する。

副會長の鋏員は残餘の副會長の順序に従つて充常され

る。即ち、第1副會長の空員は第2副會長をもつて、第

(546) 35 
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2副會長の鉄員は第3副會長をもつて充営される。第3

副會長の鋏員は理事會が理事の中より選んで充常するこ

とになる。（理43-44)

事務穂長：事務穂長は、會長の監督と理事會の統制の

下にR.I.の事務全般を慮理する役員である。事務総長

は直接理事會に報告を行い、その年次報告は理事會の承

認を鰹て大會に提出される。理事被選者は大會終了直後

の暫定會合に於て任期を 1年として事務継長を選畢す

る。事務穂長の任期は 1月 1日に始まる。

約 150名の人員が事務穂長と共にR.I．事務局を形成

しアメリカ合衆國イリノイナ11エヴァンストン及ばスイス

國チューリッヒに事務所を置いている。

財務局：長財務局長は理事會の規定する方法によつて

R. 1資金の支彿を行い且つ自己の戦務に厩するその他

の任務を行う。財務局長は理事會の要求する報告を・理事

會に行い、又大會に劉して年次報告を提出する。財務局長

は大會に於て全クラブの代表によつて推薦し選畢される

地謳ガヴァナー：ガヴァナーの敷は 201名である (19

54年 7月）。各ガヴァナーは理事會の全般的監督の下に、

自己の地謳内クラブを直接監督する。その上R.I.の目

的を推進し、クラブの結成を監督し、地厘内の各クラブ

の間、及びこれらのクラブと R.I.との間の友好闘係を

堆進するのがガヴァナーの任務である。ガヴァナーは地

謳協議會及び地罷大會を主宰する。

ガヴァナーは地厘大會に於て地園のクラブによつて推

薦されるが、例外的な場合には、郵便による投票を行う

こともある。ガヴァナーは國際大會に於て全クラブの代

表によつて選畢される。

R. I．代表：英國及びアイルランドに於ける19の地涯

のR.I.代表はガヴァナーと同様なものである。 R.I. 

代表はR.I. B. I.の参事會員であり、参事會議を通じて

自己の地謳の監督に闘し R.I．の理事會に劉し責任を有

するのである。

R I．代表は地振のクラプによつて被推薦者として選

ばれ、 R.I. B. I．大會に於て推薦され、國際大會に於て

全クラプの代表によつて選畢される、

参事會議の被選畢役員：英國及びアイルランドの参事

會の選畢による役員は、 R.I. B. I.の會長、直前會長、副

會長及び名餐會計である。これらの役員は R.I. B. I．大

會によつて推薦され、國際大會に於て全クラブの代表に

ょって選欅される。

役員の任期： R.I．の各役員の任期は（事務穂長を除

き）り自己の選賑された大會終了直後の 7月 1日に始ま

る。例外的な場合には理事會に於てガヴァナーの任期を

7月 1日以後に始めることを認可することもあるが、 10

月1日より遅くなることはない。

役員は理事を除きすべて任期 1箇年である。理事の任

36 （図7)

期は1952年メキシコシティー大會に於ける立法によつて

2箇年間となつている。會長も理事としての任期は 2箇

年ー 1年は會長として、次の 1年は直前會長としてーで

ある。

1) 事務線長は侮年 1月1日に就任する。

Order of A_dvancement in Offices 

役員昇進の順序

理事會は次の各項が望ましいとしている。即ち、

(1) クラブ理事はクラプの委員會の長を務めた鯉瞼者

であること。

(2) クラプ會長はクラブ理事或はクラブ幹事を務めた

鰹験あるもの。

(3) ガヴァナーはクラブ會長或はクラブ幹事の鰹瞼あ

るもの。

l4J R. I．理事はガヴァナーの純験あるもの。

(5) R. 1. 會長は R.1．理事の純験あるもの（理． 4~-50)ヽ

International Assembly 

際 協 議 會國

協議會は毎年普通國際大會の開かれる直詢の選に開催

される。

協議會は、會長、副會長及びその他の理事、もしあれ

ば會長被推薦者、及び理事被推彫者、事務穂艮、財務局

長、 R.I.地園ガヴァナー被推薦者、 R.I. B. L参事會

長議員被推薦者、 R.I．各委員長及び理事會が必要と認

める者から成る。

この協議會の目的とする慮は、これらの役員及び委員

會が會合しltI．及び各クラプの次年度の事業と活動を

協力して計蜜し、且つロークリーに闘する敦育と運営上

の任務に開する教育を行い、出席者間の親睦をはかる機←

會を輿えることである。

C ommittees of R. I. 

R. I.の委員會

細則（第12條）は六つの常任委員會を規定している。

即ち、

定款・細則 財政

大會 雑誌

地謳設定 プログラム計蜜。

常任委員は會長によつて任命されるが、會長は又自己

或は理事會の判断に於て必要と認められる特別委員を任

命することができる。會長は自己の任命した委員會の委

員長を定め、委員に鋏員を生じた時はこれを補充する描

限を有する。

理事會は地域諮問委員會（R.I．細則第12條第4項）を

認可することができる。同委員會は理事會によつて承認
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された手績に従つて諮問機闘としての機能を果す。

會長推薦委員會を除き、すべての委員會の決定は理事

會の承認を受けなければならない。

Council of Past Presidents 

會長参議會元

RI細則（第16條）は、直前會長以前の最近の元會長

10名及び織責上現會長に直前會長等からなる元會長参議

會を常置することを規定している。

参議會はロークリーに開係を有する全世界の朕勢及び

傾向に鑑み、現在及び将束に於てロークリーの直面する

特種な問題を討議し、結局において世界朕勢の髪輔に伴

つて起る諸問題に劉しロークリーとしての封策を整備す

るにある。

會議は理事會に封し諮問機闘として作用し、ロークリ

ーの絶えざるそして廣範園の褻展を目指して理事會に勧

告を行う。

理事會は會長に封し理事會に代つて本會議を開催する

櫂限を委任する習慣になつている。

Distri~t 
地 厘

クラブの活動に闘し協議を行いその •I青報を得るため

に、地固内全クラプの次年度の會長及び幹事の協議會を

毎年4月又は 5月に開く e 次年度の各會長及び各幹事は

これに出席するものとする。

District Conference 

謳大會地

Assembly 

協議會

各地麗に於けるロータリー會員の大會は、毎年10月1

日に始り 3月15日に終る期間内に、地屋ガヴァナー及び

地厘内過半敷のクラブ會長の一致した意見によつて決定

する時日及び場所に於て開催される。

地雁大會の目的は、親睦、感激的挨拶及び地謳の問題

並びにR.I.に闘係する事柄を廣＜討論することによつ

てロークリーの綱領を推進するにある。地厘大會はR,

1．理事會から大會に提案される特殊な事項或は地厘内

に酸生した事柄をすべて考慮する。地罷大會は規定審議

機闘ではない。地謳大會は時には大會の討議から自然稜

生した規定案を採澤して、これを國際大會に提出するこ

ともある。大會は又、次年度のガヴァナーを推薦する。

Regional Conferences 

地域大 會

地域大會は理事會の決定する時日及び場所に於て理事

會によつて開催される。

地域大會の目的は、地域内クラブの會員を集めて相互

間の面識と理解を推進するにあり、叉意思の交換及び

R. I．定款に規定されるロークリーの目的に含まれる議

題討議するため、集會場を提供するにある。大會は理事

會の採擦した手績規定に従つて運螢される。大會は規定

審議機闘ではないが、理事會に蜀する勘告として決議を

採探することができる。

Structure of Rotary Clubs 

ロークリークラブの構造

1922年ロスアンゼルス大會に於て、 1922年大會以後に

R. I.・に加盟するクラブは標準クラブ定款を採用すべし

というようにR.I.細則が改正された。命令的ではなか

つたが、 1922年 6月以前に加盟した多くのクラブもその

定款を改正して標準クラブ定款に合うように菱えてい

る。従つて、大部分のクラプの組織構造が標準クラプ定

'ごどここごこここ門ここここだここ＿――-—--I 
望

¥' 

國際ロータリー會長代理

フランク E・スペイン氏

Frank E. Spain 

今回我國に於ける 4地匿の年次大會へR.I．會長
代理として出席されるフランク E・スペイン氏は

1951~2年度のR.I．會長としてロークリーの要展 1

に貢献、現在シニア・アクチプメムバーとして活躍
されるロークリアンである。
10月 1日早朝、夫人と l,. もに無事横濱へ着かれた

が、我々ロークリアンは遠路はるばる来朝されたス

ペイン夫妻に封し心から歓迎の意を表すると同時に
その御労苦に劉し深い感謝の念をさ l,.げるものであ
る。
（尚、同夫妻の我國に於ける日程は43頁にあります。

御参照下さい。）

f------------------------------------------
ーコークリーの友ー10月耽 (54.8) 
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Glossary 

ロータリー用語及び熟語

Acting District Governor―地福ガバナ,-事務取扱一

疇ガバナーが空席になった場合に、新ガバナにが國

際大會、又は國際理事會によつて選皐せられるまでその

事務を執行するために、 R. I.會長の指名したもの。

Acting Member一正會員一 職業分類の下にクラブ會

員として選ばれ、會員としての義務、欄利及び特典を有

するクラプの會員。

Additional Acting Memberー第 2正會員一同一商

祀の同僚である正會員によつてクラブ員として推薦さ

れ、且つ推薦者と同一職業分類の下に、クラブ員として

選畢されたクラブの正會員。第2正會員は、穂ての意味
シニア•アクチプ

において正會員であつて、推薦者の退會とか長老會員え

の轄移の場合には同時に退會しなくてはならないという

こと以外は、クラプ員としての総ての義務、責任及び櫂

利を有する。

Administrative Adviserー管理顧問ー クラブ敷が少

く、その管理上地麗を設定できない非地匿の諸クラブと

接獨を保ち、之れを監督する上において、 R.1．理事會

を援助するため、 R.l．代表として、名饗職の形で奉仕す

る慮の、 R.l．會長によつて指名せられたロークリアン3

Admission Fee一入會金ー クラブ員としての申込者

によつてクラブに支彿う料金。料金の額は一定しない。

それは各クラブがその細則に規定している額によつて異

る。

Advisers of Revista Rotariaーレビスタ・ロ,...タリア

誌相談役ー スペイン語及びポルトガル語國から維誌委

員會が推薦して、 R.l．會長によつて指名せられた機闘維

誌レビスク・ロクリア編集の相談役。

Alternate (delegate)一代理者（代表者）一 何れのク

ラブでも、國際大會にその代表者を選擦するには、代表

者1人に劉し 1人の代理者を選ぶことができる。此代理

36 
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パストガバナー

語

R. I. Pamphlet No 35 

彙

宮 脇 富 繹

者は所属代表者不在の場合、國際大會において投票する

櫂利を有する。

ANZSAOー濠•新爾・南阿．其他ー オーストラリ

ァ、ニュージーランド、南アフリカ、その他何れの國群

（例令ば、(SCB,SACAMA, G.B. & I., CENAEM又は

Asia)にも含まれない土地の略字。

Area一地方ー R.I．定款及細則に定められた管理目的

のため、 2又はそれ以上の隣接地幅内にあるクラブが、公

式に組合せられた場合にのみ用いられる言葉。 (Region 

参照）

Attendance Contestー出席競争ー アラスカ、及びハ

ワイを含む合衆國、カナダ、及びバーミュダのクラブ間

でロークリークラブの例會に、ロークリアンの出席を奨

勘し且つ増進するために行われる競争。此競争は國際大

會において決議せられた規則の下に施行せられる。R.l.

理事會は同一規則の下に出席競争の参加者として、他地

域のクラブを指定することがある。

Attendance Report (Club)ー出席報告（クラブ）一

各クラブが R.l.細則に甚づき、地謳内にあるクラブは

その所属ガバナー、然らざるクラブは R.I．事務総長に、

毎月行う例會の出席報告。

Attendance Report (Governor)一出席報告（ガバナ

....)一所属地厘のクラブから受取った、月例出席報告の

ガバナーによる摘要。ガバナーは此摘要報告書を R.I.

事務穂長に送る。 R.I．事務局においては、此USCB内の

諸地罷ガバナーから受取った報告に基づいて、出席競手

の結果を作成する。

B. & I．ー英愛一

用いられる略字。

Bd.—理一

プリテン及びアイルランドに開して

R.l．理事會の略字。此略字に伴う数字は年

'!'HE ROTARY-NO-TOMO 

安を表はす。俣令ば Bd.44-45は1944-1945年の理事

會の略字である。

Birthplace of Rotaryーロ,-タリ,-の誕生地ー 第1

番目のロークリー・クラブの創立された合衆國イリノイ

4•I1 シカゴ市。

Board of Directors (Club)ークラブ理事會ークラプ

細則の定むる慮により構成せられたクラプの管理機開。

Board of Directors (R. 1.)-R. I．理事會ー合衆國

より 5人、カナダより 1人、英愛より 1人、中南米より 1

人、その他より 4人の外に、 R.I．會長、直前會長を加え

た14人よりなる R.I.の管理機闘。會長は議長となる。

Boys and Girls Week一少年少女週間一 少年少女

と、その人格養成の活動、及び少年少女の一般輻祉問題

等について、祉會的注意を喚起せしめるよう計驚された

週間。

Brief Report of the Convention一國際大會暫定報

告一國際大會終了直後、全部の加盟クラブに送られ

る、大會議事録の要約した報告。

C.A.C．ーカナダ諮問委員會一

字。

カナダ諮問委員會の略

Canadian Advisory Committeeーカナダ諮問委員會

5人よりなる委員會で、内 3人は元ガバナーの中か

ら選ぶことが望まれている。 4番目の委員はカナダ國内

で嘗つて R.l.理事を勤めた人。第5番目は前委員會で

織績委員と同時に委員長として選ばれたもの等からなっ

ている。

-CENAEM一欧陸・北阿・東地海ー ヨーロッパ大陸、北

アフリカ、及び東地中海地域の略字。

Central Office一(C.O.）ー中央事務局ーアメリカ合衆

國イリノイ）•l·I ヱバンストンにある事務局の中央事務所。

・C.E. 0.—欺大陸中央事務局ー スイス國チュウリッヒ

市にある事務局の歌州大陸中央事務所。

Certificate of Nomination of District Governor 

ー地福ガバナー推薦朕ー 地属内クラブによつて、ガバ

ナーの戦に正しく推薦されたロータリアンの推薦を證明

し、ガバナー及地匿大會幹事によつて署名せられた證明

車
自 0

Charter Fee一加盟料金一 R.I.に加盟を許可された

各クラプが、 R.I．細則によつて支彿うべく定められた料

金、合衆國貨幣 100ドル。

Charter Memberー創立會員ー ロークリー・クラプ

の創立會員、即ち R.I.加盟前に選ばれた會員。

Classificationー職業分類ー クラプ會員名簿にのつて

いる、賓業又は専門業の社會に到する奉仕を表現する。

ロータリーの用語。

Club Activities Reportークラブ活動報告書ー 地謳

ガバナー公式訪問の際、クラプからガバナー及び中央事

務局に提出すべき、クラプの重要活動についての最新l青
報を書いた報告書。

Club Assemblyークラブ協議會ーー クラプの計驚及び

活動について協議する目的で集るクラブの全役員、理事

及び各種委員長の會合。

Club Review for Governor's Visitーガバナ,-訪問

準備會ー クラブ役員がクラブの賓態を再検討するに備

え又クラブの運螢と趨勢についてガバナーと検討する準

備をなすために計驚される會合。

c.o．一中央事務局ー アメリカ合衆國イリノイ州ヱバ

ンストン市にある、事務局中央事務所の略字。

Commission on Rotary International Administ-

ration (C.R. I. A.)-R. I．管理委員會ー地方管理に

影響する手績に闘する現行規則を検討し、改正案を作成

し、猶お委員會において、有利と認める地方管理に封す

る案、又は代案、髪更、或は再確認、又は領地域或は國家

輩位の管理形式を研究し、提案するための委員會を設定

することを、 R.I．理事會に一任した 1934年デトロイト

國際大會の決議に基づき、 1935年 1月 R.I．理事會によ

つて設定された委員會、 R.I.管理委員會は 1935、1936、

及び1937年の國際大會に報告を提出し、 1937年國際大會

において公式に解任せられた。

Considered as Withdrawnー撤回ー 國際大會に提

出せられた議案取扱に豊すして、ロータリーで自然に生じ

た議事進行法。國際大會において裁決することは好まし

くないが、同時に否決したという記録忍棧したくない提

案は徹回と見倣すことになっている。此取扱は］年或は
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以上延期された議案にも用いられ、その間にその問題に

劉して更に研究すべき問題として残されることがある。

Continental European Office (C. E. O.）一歌大陸事

務局ー ヨーロッパ大陸、北アフリカ、及び東地中海地

域、及び同地域内に住むガバナー、 R.I．理事及委員等の

ために連絡を勤める、スイス國チュウリッヒ市にある事

務局のヨーロッパ大陸事務所。

Conventionー國際大會ー R.I．定款第7條及同細則第

6條の規定に墓づき、 R.I．理事會において定めた R.I. 

年次大會。普通 5月又は 6月中に開催される。ダラス市

で開催された第20回國際年次大會において1931又は1932

年の大會はアメリカ合衆國以外の土地で開催し、爾後は

少くとも 4年に 1度はアメリカ合衆國以外において開催

するよう勘告された。
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Convention Proceedings Book一國際年次大會報告

書一 國際大會終了後毎年R.I．によって装行される大

會記録の挿董印刷物。

Conv. Res．ー國際大會決議鋒一

字c

Council of Past Presidents一元會長参議會ー R.I.

細則第16條に甚づき、直前會長より逆り之れに最も近い

10名の元會長と、戦櫂による現會長及直前會長よりなる

常任参議會。

Countries and Other Geographical Regions—國

家及び他の地理的地域ー ロータリーの存在する世界各

地に闘連して用いられる慣用語。

C. R. I. A.-R. I・管理委員會一
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國際大會決議録の略

R.I．管理委員會の略

District一地園一管理目的のためにクラプが連合して

いる極限せられた範園に輿えられた用語。

District Assemblyー地匿協議會一次期クラプ會長及

び幹事を、ガバナーが招集して協議、教育する會合。毎

年4月乃至 5月中に行われる。

District Committee一地園委員會ー クラブ奉仕、戦

業奉仕、祉會奉仕、及び國際奉仕の各部門に堪能なるロ

ークリアン 1人づ入をガバナーが指名し、ガバナー自身

はその委員長として成立つ諮問機開。ガバナーが必要と

認めた場合には、別に青年奉仕の委員を加えることがで

きる。

District Conference-地匿大會ー 10月 1日より 3月

15日の間に各地謳において開かれる年次大會。此大會に

おいて次期ガバナー被推薦者を選畢する。各隅数年次大

會では規定審議員を選畢する。

District Conference Report―地園年次大會報告ー

地匿大會における決議事項、出席クラブ敷、ガバナー被

推薦者、その他について、ガバナー及び大會幹事がR.I.

に提出するよう要求されている報告書。

District Fundsー地園資金一種々なる目的のため（主

として地臨大會費の全部又は一部の資金とするため）、多

くの地福で設定している資金。此資金に劉する分櫓は、

地厘によつて異るが、任意でなければならない。斯様な

資金の設定に開する特別の櫂限は何慮にも輿えられてい

ない。従ってロークリアン個人又はクラブに封して、人

頭料金の性質において徽集することはできない。

District Governor一地固ガバナー一 地匿で被推薦

者として選び、國際大會において選畢せられた R.l.の・

役員。 R.I.を代表して地屋の管理に裳る。

District Governor Ad Interim一暫定ガバナー一

國際大會において選畢せられたガバナーが裳該地橿外に

あつて、就任時迄にその地匝に蹄着出来ない場合に、正

ガバナーが地匪に蹄着するまで、前ガバナーが暫定ガバ

ナーとしてその事務に営る。

Dual Membershipーニ重會員ー ロータリアンは他の

奉仕クラブの會員を承諾して、その闘心と勢力を分断す

ることを迎けるよう、國際大會の決議によって勧告され

ている。

Dues and Fees一會費及入會金一
ピス シニアアクチプ

各韮蒼員、前遍蒼

員、及び長老會員は入會金及び年會費として所隔クラブ

細則に示された額をクラブに支彿う。これら料金の額は

R. I.の加盟クラブ間に統一されてはおらない。

Enactmentー制定ー R.I．定款 R.I．細則、又は標準

クラブ定款等の改正をする國際大會の立法。

ENAEM―欧・北阿・東地海一

カ、及東地中海地域の略字。

ヨーロッパ、北アフリ
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ENAEMACー歌・北阿・東地海諮問委員會一

パ、北アフリカ、東地中海諮問委員會の略字。

ョーロッ

European, North African, and E邸 ternMedi知r-

ranean Advisory Committee一欧・北阿・東地海諮

問委員會一細則第12條第 4節C項の規定に従い、 R.I 
理事會によつて許可せられた諮問機開。

Exchange of Youth一轡年交換ー 自國で業務の純

駿を持つ青年に短期間他國で同一綬瞼を持たせる機會を

輿えるとか、學生に他國で勉強する機會を輿えるとか、

休暇中に他國に滞在せしめるというような目的で、青年

の相互交換。

Executive Committeeー運螢委員會ー 理事會の會合

のない間、これに代つて R.I.の既定方針に基づき運螢

又は管理の任に常るため、理事會が指名した、 3名乃至

5名の理事よりなる委員會。

Extension Aide一擦大補助員ー ガバナー自身が必要

な援助を輿え得ない場合、ガバナー代表がその指定せら

れた土地にロータリー・クラブを設立するに賞り、誰か

他に援助をえなければならないような憫勢にある場合に

は、ガバナー代表を援助するためにガバナーが指名し

た、ロータリー・クラブ設立に純瞼あるロークリアン。

特別の場合には、摘大補助員自身がクラブを組織するこ

ともある。

Extension With in the Club．ークラフ蹟大ー クラ

プ所在地内に適営な代表者のある職業分類の継ての代表

者がクラブ會員に含まれるようその會員敷の増加。

Extension Work一撰大事業ー ロークリー・クラブ

の存在しない地方にクラブを設立して、ロータリーを撰

める事業。此事業は事務局の援助を受け、ガバナーによ

つてその所属地幅内において行われる。他の地域におい

ては普通管理顧問又は特別に指名された代表者によって

事務局と協同で行われる。

Foundationー基金一 R.I．定款第10條及びその細則第

18條に基づくロータリー甚金。その直接の目的は、 1．大

學院哭學生、 2．國際親善、 3．災害救助のため等である。

Founder of Rotaryーロータリー創設者一 1905年に

最初のロークリー・クラブを創立したポール・ハリスに用

ゆる用語。ボールハリスは1947年 1月27日に逝去した。

Four Avenues of Rotary Service一四大ロータリー

奉仕ー クラブ奉仕、戦業奉仕、祉會奉仕、及び國際奉

仕等に開する用語。

Four Way Testー 4つのテストー ロータリー精誹殺

揚の一方法として R.I.理事會が、クラブの注意を促が

すことに同意した内省的規範。 1．慎賓がどうか、 2.みん

なに公平か、 3．好意と友楠を深めるか、 4．みんなのため

になるかどうか。

G. B. & I．一英愛一

略字。

大ブリテン及びアイルランドの

General Council (R. I. B. I.)-R. I. B. I.参事會一

R. I. B. I．の役員（會長、直前會長、副會長、名誉會計、

及び事務長）、及び大ブリテン及アイルランド内地園の代

表よりなる大ブリテン及アイルランドにおける國際ロー

タリーの管理機闘大ブリテン及アイルランドから出てい

る R.I.理事は職樅上参事會員である。

General Officers of R. 1.-R. I.一般役員一 R. I.會

長、第1、第 2、及び第 3副會長、残りの 10理事、事務

総長及び財務局長。

Governor's Monthly Letterーガバナ一月信一 所属

各クラブ會長及幹事に射して、ガバナーが毎月痰送する

クイプし、複寓し、又は謄寓した手紙。それはガバナー

からクラブ役員に送る親展書及び公文書であつて、地蓋

内クラブに劉し特別の闘心と重要性のある事項を含むも

のである。

Group Representativesー集園代表一 豫め定めた地

麗内クラブの集園で、クラブ役員を援助するために、ガ

バナーによって指名された、非公式ガバナー代表。ガバ

ナーはその任務を何人にも代理せしめる樅限を持つてい

ないから、これらの代表は何等の櫂能を持たない。

"He Profits Most Who Serves Best’'一積善餘慶一

無我の奉仕 (ServiceAbove Self) と共に、ロークリ--

文献、その他に用いられる格言又は規範。

Honorary Memberー名巻會員ー クラブ所在地に在

住し又は闘係あるもので、ロークリー精神の稜揚に功労

があり、クラブによつて選ばれた、成年男子。

Ibero America一中南米ー 中南米という用語は、ヨ

ーロッパのイベリア半島から来た、スペイン及びポルト
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ガル人によつて栢民された、アメリカの諸國を指すもの

である。 R.I．の構成について、 R.］．定款の定むる慮に

よれば、イベロアメリカは南アメリカ、中央アメリカ、

メキシコ、及びアンチレス（西印度群島）を含むというこ

とになつている。

Ibero American Assemblyー中南米協談會ー

大會に集つた、中南米ロークリアンの特別協議會。

國際

International Assembly一國際協議會ー毎年普通國

際大會の直前週間に、 R.I.會長、副會長、及び他の理

事、若しそれまでに決定しておれば、會長被推薦者、及

び理事被推薦者、事務継長、財務局長、ガバナー被推薦

者、 R.I.B.I．参事會員被推薦者、 R.I．委員會の各委員

長、その他理事會の必要と認めるものを以て構成する協

議會。

International Officers-R. I.役員ー R.I．會長、理

事（第1、第2、及び第 3副會長を含む）、事務穂長、財

務局長、ガバナー、大ブリテン及アイルランドの参事會

員、及び R.I.代表。

lnvountary Past Rotarian一元會員一 職業の幾更、

戦業からの離脱、又はその事業がクラブ園域以外え移轄

のため、そのクラプにおける會員の資格が、不本意に失

われた元の會員。

Lapel Buttonー襟章ー ロータリーの會員によつて襟

章として飾られる、金と青のエナメルで造られたローク

リーの徽章。

l¥fanual of Information for District Governor― 
地置ガバナーの手引一 各ガパナー被推薦者に R.I.か

ら提供せられる印刷物。この印刷物はガパナーの任務の

詳細を示したもので、その業務執行上必要な報告用紙及

び諸種の雛型が伴つている。

Memberー會員一

格のある人。

40 

ロータリー・クラブにおける會員資

Member Club —加盟クラブー R.I.の一員として正

式に加盟を許されたロークリー・クラブ。

Membership Application Card一人會申込書ー ク

ラブ會員としての申込をなすために、推薦された人によ

つて用いられる文票。

Membership Identification Card一會員證明證ー

全加盟クラプにおいて採用するよう、 R.]．理事會で推薦

せられた、一定のポケット型のカードで會員たることを

證明するもの。それには R.I.事務穂長の署名印の他、

會員の名稲、クラブ名、職業分類、文彿つた會費の有効

期日、クラブ幹事の署名、及び本人の署名すべき空欄が

設けられてある。

Membership Proposal Card一會員推薦票ー クラプ

に會員を推腐せんとするに裳り、クラブ會員たる推薦者

の用ゆるカード。

Membership Report Card一會員報告票ー R.I.は

各クラブ幹事に劉し、無料で三種類の報告用カードを、

新會員、退會會員、及び住所並に職業分類の愛更等を

R. I.事務局に報告するために提供している。

Memo of Official Visit of District Governorーガ

-'"-r,-•公式訪問報告書ー ガバナーが所属地蓋内各クラ

プに公式訪問をした際に書き入れて、クラプ提出のクラ

ブ活動報告と共に、ガバナーに最も近い R.I.事務局に

送るべき、印刷した様式書。此メモの目的は、クラプの

活動朕況を R.I.が良く知ることと、クラブに劉する奉

仕指導の材料とするためである。

News Broad Cast一本部彙報ー R.I.中央事務局事

務線長より随時、クラプ會長、及び幹事に装送される、

印刷した通信。その目的は公式通信、その他一般的又は

適時の新報道を、クラプ役員に偉逹するにある。

Non-Districted Club-非地甑クラブー R.I.の地暦

に蹄属せず、本部理事會の直接管理下にあるクラブ。

Object of Rotaryーロ,....”,....の目標ー R.I．定款第

3低標準クラブ定款第 2條に定むるロータリーの目標。

uークリー

Occupational Book Shelfー職業書架ー ロークリー

會員がその代表する職業に闘する書籍を、その所在地學

校に寄附して出束た圏書棚。

Officers, Club-クラブ役員ー クラブ役員は、會長、

1又は以上の副會長、幹事、會計、及び會場監督よりな

る。

Officers, R. 1.-R. I.役員一

を参照。

International 0:ffir,ers 
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Official Directoryー公認名簿録ー R.I．は毎年 1回普

通 8月中に全クラプ名簿、その會長及幹事の住所氏名、

例會場所及時、 R.I．役員及委員、その他必要な事項を戴

せた公認名簿録を殺行する。

Outline of Classification一職業分類要網ー 各クラ

プがその職業分類表を作成するに、参考とすべき職業奉

仕の科學的配列。

バストサービス

Past Service Memberー前歴會員ー 5年以上ロータ
アクチプ

リー・クラプの正會員であった純歴者で、戦業の現役か

ら離れ、職業分類の代表者としての資格を喪失したもの
バストサービス アクチプ

で、クラブが前歴會員として選畢した、元の正會員。

Per Capita Tax一人頭料金一各加盟クラブが、R.I.
アクチブ

に蜀し半年毎に、即ち 7月 1日及 1月 1日現在正會員、

誦籐蒼負、員釜祈負の敷に従つて支彿う人頭料又は會員

費。

・Provisional Rotary Club一個ロータリークラプー

最少限20人で組織された園髄で、 R.I.に加盟の申込を

決議したものは、加盟の承認があるまでは、之れを仮ロ

ークリー・クラプと稲する。加盟承認があつて初めてロ

ークリー・クラプとなるのである。

Purposes of Rotary International-R. I.の目的一

(a) 世界を通じてロークリーを哭動し、推進し、搬大

し、且つ管理する。 (b) R.I．の活動を齊整し且つ一般的

指導を行う。

Regionsー地域ー地域という言葉は、地域大會、地域

諮問委員會、事務局の事務所設置等の目的を以て、必要

な場合に一定のクラブ、又は臨時的に或地域内にあるク

ラブを集合する時に用いられる。

Regional Conferenceー地域大會ー R.I．細則第16條第

5項の規定に基づき、 R.I．理事會によつて召集され、地

域的に行われる大會。

Registration Fee, Convention-R. I.大會登録料一

國際大會に出席登録するときに満16歳以上のもの 1人 1

人が R.I.に支彿う料金。此料金は10ドルを超えざる程

度において R.I.理事會がその都度決定する。選畢人は

登録料を支彿わない限り選畢の資格が生じない。

Resolut:ion一決議ー 大會の意志を表示し、或は R.I. 

定款又は標準クラブ定款を改正しなくても出来る施簾、

又は慮置を決定、又は否決する大會の行為。

Resolution 34一決議第 34琥 1923年セント 2)しイス國

際大會において、決議第34琥として採決せられ、その後

の大會において改正された、記會奉仕活動に到する、ロ

ータリーの施策磐明書。

Revista Rotariaーレビスク・ロタリアー

誌のスペイン語版。

R.I.一國際ロータリー一

R.I．機開

國際ロークリーの略字。

R. I. B. I.一大ブリテン及アイルランドの國際ロータリ

一ー大ブリテン及アイルランドにある國際ロークリー

の略字。

R. I . Representatives-R. I.代表ー 大プリテン及

アイルランド内地麗における R.I.及び R.I. B. I.の代

表。 R.I．代表は R.I. B. I.の参事會員であり且つRI.

の役員である。彼等は各地謳内のクラプで推薦し、地匿

大會で被推薦者として選ばれ、國際大會において選畢せ

られる。その所属地謳内クラブの監督にあたり、参事會

を通じて R.I.理事會に責任を持つ。

Road Signsー道標ー ロークリーの徽章、都市の名稲

ロークリー・クラブの所在場所、及び例會の場所と日時

を書いた、公道の都市入口にある標識。

Rotaryーロ,_.タリ,_.ー ロークリーは、友愛の精軸、

主義と賓行、慣例、成就せんとする目的及目標を持つ慮

の、ロークリー・クラプ及ロークリアンの組織機闘の表

現及指表として用いられる。

Rotary Educationーロ,-タリ,-教育ー (1) ローク

リーの目標、主義、及びその殺逹とその四大奉仕につい

て、會員に知らしめる慮置。 (3) 自己献身、及びローク

リーの理想奉仕によつて表現せられた、責任と理解の観

念を各ロークリアンに起さしめる慮置。

Rotary Foundationーロ,....タリ,....基金ー Foundation

参照。

Rotary Foundation Fellowships for Advanced 

Studyーロ....タリ....奨學生ー R.I．理事會において、

ロークリー基金使途の第 1目的として定められた大學院

奨學生。此計画は學生に潜在的指導能力を輿え、外國に

おける勉張の機會、同時にその國の國民、その文化、前
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途、及びその生活様式等についての智識を得ることので

きるようにするためである。

Rotary Institute一・ロ,-タリ,-研究會一 國際協議會

開催賞時、同所に出席した者で、協議會に直接闘係のな

・い、過去及現在の R.I．役員、現R.I．委員會委員、及び

過去の R.I.委員會委員等からなる、ロークリー企画及

管理問題に闘する非公式研究會。國際協議會とロークリ

ー研究會は同時に開催されるが、各集園はそれ自髄の次

第書及び各別な會場を持つ。

Rotary International in Great Britain anp 

Ireland-（略字 R.I. B. I.）一大ブリテン及びアイルラ

ンド内國際ロークリー一大プリテン及びアイルランド

におけるロークリー・クラブ連合會の名稲。

Rotary Serviceーロ,....タリ,.....サ,....ビスー

で殺行している公認機闘維誌の名栂。

Rotary Whee！ーロークリ遠輪一

章に闘連して用いられる言葉。

R.R．ーレビスタロタリアー

字。

R. I. B. I. 

ロークリーの徽

Round Table一圃卓會ーー 或特定の問題を非公式に討

議する目的を以て集るロータリアンの會合。此用語は、

クラブによりては、又、例會以外の日に集つて中食を共

にする、非公式の會合にも用いられることがある。此會

合えの出席はメークアップにはならない。

レビスク・ロクリアの略

SACAMAー中南アメリカ・メキシコ・及び西印度群島

南アメリカ、中央アメリカ、メキシコ、及び西印度

群島を含む地域の略字。

Secretariat一事務局― R.I.事務局。中央事務局はア

メリカ合衆國、イリノイ州、エバンス 9トン市1600番地に

あり、ヨーロッパ事務局はスイス國、チェウリッヒ市に

ある。

Secretarys Letter to R. I. Officials一事務綿長通信

随時、事務穂長から、 R.I．役員、委員會委員等に

殺送される謄窮通信。此通信はこれら役員に射して重要

な事項を含むもので、純清上謄寓してはあるが、各受取

人に到しての親展書と考えられている。

Semi-Annual Report一半期報告ー 毎年 7月 1日及

び1月1日現在のクラプ會員敷を、各クラブが R.I.事

務線長宛装送する報告。

Senior Active Member—長冦蘇— 15年以上正會

員であるもの、年齢満65歳以上で 5年以上正會員である

もの、又は R.I.の元役員であったもので、本人の希望
シニャアクチプ

により、文書を以てクラブ幹事に申出たものは、長老會

員となることができる。長老會員は、正會員であるが職

業分類には開係がない。樅利義務は正會員と同様。

" Service Above Self’'ー無我の奉仕ー ロークリー

文獣、その他で用いられる標語である、 ‘‘無我の奉仕と

積善餘慶”の前句。

" Service Through Business”ー業務を通しての奉仕

戦業奉仕上ロークリーの理想の表現。

Similar Organization—葵頁1以クラブー

た目的及型式を持つ奉仕クラブ。

R.I．に類似し

Special Assembliesー特別協議會一 國際大會におい

て、同 1國又は敷ヵ國の一園からなるロークリアンによ

つて、相互に知り合を深め、友悔を淵め、且つその國又

は集園國に闘係ある特別の問題について討議する目的を

以て集る會合。

Special Representative一特別代表ー クラブ創立に

開し、詳細にわたる世話を、ガバナーに代つて行う、普

通は後援クラブの會員の中から、ガバナーの指名したロ

ークリアン。

Sponsor Clubー後援クラブー 新クラブの組織に援助

し、 R.I.の1員としての速かなる稜達を遂げるよう指導

する責任をとつたロークリー・クラブ。後援クラプは、

新クラプを創立した特別代表の所属クラブであるのが普

通である。

Staff一事務員ー R.I．活動を進める上において、 R.I.

の一般役員、ガバナー、 R.I．諸委員、及び加盟クラブ

のために働く R.I.の雇人。

Standard Club Constitution一標準クラブ定款一

1922年 6月 1日以後 R.I.に加盟した、総てのクラブに

ょって採用されるよう、國際大會において規定されたク

ラブ定款。

Student Loan Funds一學生貸附資金一 上級教育を
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受けんと欲する學生で、その勉強を継績するに必要な資

金を持たない、有望な若い男子及女子に貸輿するため

に、クラプによつて設定せられた基金。

Terms of Reference一参考約定一

の櫂限及び任務に闘する定義。

委員會又は同種會

Territorial Limits of a Rotary Club--n.....タリ......

クラプの置域一正會員及び第 2正會員が、事賓上その

所属戦業分類の峨場を持つ、クラブ定款に定められた雁
バストサービス シニャアクチブ

域。前歴會員及び長老會員は、クラブの匝域内叉は、ク

ラプ所在地の郊外住宅地の限界内に居住しなければなら

ない。

Territorial Unitー國別箪位ー 1922年ロスアンゼルス

の國際大會で規定せられた、 R.I.加盟クラプの管理形

式。 1927年オステンドの國際大會でこの管理形式は中止

されたが、現存する國別韻位の櫂利、特櫂、櫂限、義

務、及び責任は、現存輩位として、そのまま有効である

ことを明記している。

The Rotarianーロータリアン一

の英語版。

T.R．ーロ,-タリアン一

R.I.の公認機開維誌

機闘雑誌ロータリアンの略字。

USBC一合衆國・カナダ・バーミュダー一

衆國、カナダ、及びバーミュダの略字。

アメリカ合

Visting Rotarian Report Card一出席通知ー 他ク

ラプより訪問したロークリアンの出席を、被訪問クラブ

の幹事から、訪問したロークリアンの所属クラプ幹事に

稜送する通知書。

Vocational Craft Assemblies一同業者協議會?---:．． 國

際大會に出席したロークリアンは、世界各地かう束た同

業者と集り、意見の交換、及び所属職業奉仕に闘する問

題の討議をする機會をつくるために、大會中に、職業別

に開催されるロークリアンの協議會。

Vocational Group一同業集園ー R. I.理事會で定め

た規定に従い、理事會の許可をえてつくつた、特定又は

開係ある職業分類の集園。斯様な集園をつくるには、同

一又は闘係ある職業分類のロークリアン25人以上の署名

によつて、理事會に申睛しなければならない。

Voting Delegate's Card一投票者文票ー所属クラブ

幹事によつて、國際大會における投票代表者に、装行せ

られ、國際大會資格審査委員會で確認せられた文票。此

ロークリー文献のお知らせ
豫て決定致しました文献委員會におきましては、手島

元RI理事を委員長として、箔々邦課文献の虞理が行わ＇
れつ入あったのでありますが、委員長手島氏は、不幸、
過般小田原ロークリー・クラプのチャーター偲逹式にお
いて講演中、病をえられ絶封安静を要する身となられま
したことは文献邦朦の事業に一大頓座を末したのであり
ます。その後手島氏の病外たは頗ぷる良好に向い、一應愁l
眉を開くことが出末ましたが、未だ賞分の間は静養を要
するものがありまして、此璽大な事業に携わることは無
理であります。然るに既に瘤手せられた邦課文献は多数
にのぽり、且つ縦綾的に邦課を進めなければならぬもの
もありますので、過H行われました、我國4地謳のガパ11

ナー及パストガバナーの會合の節、手島氏病臥中賞分代
理として宮脇パスト・ガパナーが邦課事業を綾けられる，
こと入なりました。

直誓讐喜聾言喜！
現在文献は次の通りてあります。
奉仕こそ我がつとめ (ServiceIs My Business) 

1954年版 ＠ ¥200 

ローク 1J一大要(BriefFacts About Rotary No. 1) 
1954年版 ＠ ¥ 10 

ロークリーの歩み(Rotary'sOnward March-No.4) 
1954年版 ＠¥  35 

會長必携 (YourYear-No. 8) 1955年版 ＠¥  50 

幹事提要(RO.Secretary-No.9)1955年版＠¥50 

ロークリークラプ結成指針 (Organizing
R.O.-Wo.10) 1950年版 ＠¥  50 

定款及び細則(Constitutionsand By-Laws-
No. 12) 1955年版 ＠ ¥  60 

委員資料("Mr. President’' 綴り—No. 20) 

1955-56年版 ＠ ¥350 

ビニール製）しーズリーフ・バインダー付 ＠ ¥500 
出席規定 (R.0. Attendance Rules-No. 21) 

1954年版 ＠¥ 10 
ロークリ一問答 (GettingAcquainted ・with 

Rotary-No. 38) 1953年版 ＠ ¥  30 

標準職業分類表 (Outlineof Classifications抜幸

---No. 284) 1954年版 ＠ ¥  80 

ロークリーソング（日本語・) 1954年版 ＠¥  50 
ロークリーソング（英諾） 1954年版 ＠ ¥  50 ! 

四つのテスト壁掛用邦語版 ＠¥  20 
四つのテスト解説 ＠ ¥  2 

個人會員の御用は所腸ROを通じて御註文ねがいます

申込先は、東京都中央匿京橋 1丁目 4 電 (28)6331-5 

柏原洋紙店内 柏原孫左衛門氏

の文票は代表者が國際大會において、投票樅執行者とし

て投票する櫂利を有することの證明となるものである。

Zone--地帯ー 合衆國より R.l.理事を推薦し、その

他 R.I．細則で明確に規定せられた事項を賓行する目的

を以て、合衆國内のクラプを適宜集結して、造った 5(l＞

地理的分罷を指すに用いる用語。
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MANUAL OF PROC-~DURE 
手績要覧（第10回） R.I. Pamphlet No. 35 

パストガバナ一 宮 脇 富

Regional Conferences 

地 域

地域大會はRI細則第16條第 5項に規定される如く、

RI理事會によつて開催される。

理事會は地域大會開催を考慮する際に於ける勝束の指

針として次のように決定している：

理事會は適常なる朕況の下に於て、 RI細則に規定さ

れる如く、相互間の面識と理解を推進し且つ意思の交換

のための集會場の役を果すという目的のために、地域大

會を開催することに合意する。地域大會は原則としてど

の地域 (Region)に於ても 5年に一度以上は開催しない

＇ものとする。理事會は、 1956年を第一年として大會を開

催すべき地域の順序を次のように示唆している：太平洋

地域、カリブ海メキシコ湧地域、アジア、南米、欧洲、

北アフリカ、東地中海地域。

地域大會の開催を認可するに常つて、理事會はRI國

際大會に於けると同様に、大會の計画及び開催を援助す

るために心要な費用の割常を行うことになつている。

（理49-50;52-53) 

理事會は、地域大會の組織に劉して次の如き手績規定

を採用し、會長及び賓行委員會或は會長に到し理事會に

代つてこれらの規定が理事會に委ねた責任を遂行する櫂

限を輿えると共に更に賓行委員會に封し必要ある場合に

は既定の賀行方法を髪更する櫂限を委任してある。

Rules of P1・ocedure for Organizing 

Regional Conferences 

地域大會維織の手績規定

RI理事會は地域大會の準備及び開催に営つて次の如

き手績規定を定める。

I 諮問姿員會の存在しない地域のため。

II 諮問姿員會の存在する地域のため。

I. For Regions in Which There 

Are No Advisory Committees 

L 諮問委員會の存在しない

地域のための規定

ORGANIZATION A. 組織

RI理事會は、随時大會を開催すべき都市及び日時に

34 (658) 

大 會

鐸

ついて決定を行い、大會開催通告を獲し、地域大會委員

を任命し且つその委員長を指名する。

RI會長は大會の議長（主宰すべき役員）となる。

RI事務継長は大會の事務局長及び地域大會委員會の

事務長となるのであるが、本部事務局の一員を指名して

その任務を代行させてもよい。

地域大會に出席のロークリー會員は規定審議機闘を構

成しない。従つて彼等はRI或はロークリー・クラブを

束縛するような決定を行うことはできない。

理事會は、地域大會の開催日より寧ろ少くとも一箇年

前に大會開催の通告を接する（廣く離れた各地を結ぶ汽

船の殺着豫定が闘係する地域においては、理事會は汽船

會祀がその豫定表を酸表する迄賓際の日取を指定するこ

とを延期しなければならないこともあり得る）

地域大會委員會

Regional Conference Committee 

地域大會委員を任命するに常つて、理事會は地域内に

含まれる各國の特異性を考慮に入れるであろう。大會委

員會は大會のプログラムを起草し理事會の承認を受け、

総會、討議會、餘興等を含めて既定ブログラムの細目の

賓施にあたり、その他別の人々に委嘱されていないすべ

ての事柄等に鉗する責任を持たなければならない。事務

線長はプログラム及びその開連事項に開して同委員會に

協力し、且つ大會の運螢及び賓施上の業務については理

事會に到して第一の責任を持つものである。

又、大會委員會は開催地クラプと協議の上、大會委員

會の監督と支配の下に活動すべきその土地の準備委員を

任命する。この準備委員會は更にその下に、ホテル、餘

興、登録、歓迎、運輸、婦人、装飾、宜博等必要な小委

員を任命することができる。これらの各々の小委員會の

長は準備委員會の一員であるようにしたい。

大會議長の任務

Duties of Chairman of Conference 

大會を開會且つ主宰し、大會事務長と共同して大會議

事録の正確を證明するのが大會議長の任務である。

THE ROTARYぷ 0-TOMO

大會事務局長の任務

Duties of Secretary of Cont ere nee 

大會議事の記録をとり、大會議長と共同してその正確

を證明し、大會の進行に闘しあらゆる貼に於て議長を助

けるのが大會事務局長の任務である。事務局長は又、地

域大會委員會の事務長として同委員會の議事録をとり又

院委員會の必要とする通信の事務に営るものとする。

B. INVITATION FROM HOST CLUB 

B. 主催クラプの大會招致

地域大會を招致したい希望を有するクラブは、希望す

る大會の開催豫定期日の少くとも18箇月以前にRI事務

継長の手もとまで大會の招致状を提出しなければならな

い。この招致欣にクラプが添付して説明すべき事項は次

の通りである。

1， 大會に使用豫定の會場とその牧容人員。

2. 利用し得べきー級及び二級ホテルの室敷及びその

宿泊料の限界

8． 大會を開催するに最も適営と思われる時期とその

四由。

C. PROGRAM プログラム

地域大會の開催が認可された直後、 RI事務継長は地

域内の各クラブに謝しプログラムの題目を提案するよう

要睛する。地域大會委員會はこれらの提案を検討し、大

會プログラムをつくり上げ、理事會の承認を求める。プ

ログラムはむしろロークリーの基本的な原理、方針及び

手績を完全に提示するものを含むと共に地域に特有な問

題の検討も含まれねばならない。但し、極度に論手を生

むような問題を公開の席で諭ずるが如き愚は避けるべき

であるが、異つた意見を有する人々がロータリー精紳で

話合う機會は必ずしも避ける必要はない。

D. PUBLICITY D. 宣偉

RI事務穂長は、結局において多敷の出席者を確保す

るようあらゆる努力を傾けるために、ロークリーの種々

なる刊行物その他あらゆる手段を以て地域大會に劉し注

意をひくべく努力しなければならない。地域内の地雁ガ

ヴァナー及び名魯役員に到しては大會出席に闘心を喚起

するよう激動されなければならない。地域大會委員會は

大會を適常に宣俸するために必要と思われるあらゆる手

段をとることが出束る。但し、これは大會に認められた

豫算内に於て行われなければならない。

大會にはどの地方からのロークリアンでも歌迎される

のであるが、地域外のクラブからの出席を確保するため

の努力は特に彿う必要はない。

＂ークリーの友ー 12月琥

E. EXPENSE E. 費用

RI理事會は、登録費の金額を決定し、 RI資金から

の必要な支出を割常て、大會豫算を決定する。 RI事務

線長は大會豫算の作製及びその監督に開し理事會に到し

第一の責任を有する。

F. ENTERTAINMENT F. 餘興

餘興の種目は簡索にし費用も多くか Lらず、又、公け

のプログラムと衝突しないようにすべきである。

G. DEPOSIT G. 供託金

大會委員會の始めの費用をまかなう方法については委

員會がこれを決定し、理事會の承認を受ける。例えば、

1. 前大會の費用の残額を使用すること。

2. 出席者が 300名以上あるものと椴定して地域内の

全地謳又は全クラブから寄付或は供託金をとること。

II. For a Region in Which There 

Is an Advisory Committee 

II. 諮問委員會の存在する

地域のための規定

A. ORGANIZATION A. 組織

RI理事會は、・地域の諮問委員會の勘告に封し常に考

慮を彿いつ L、大會を開催すべき都市及び時日を随時決

定し、大會開催の通告を殺し且つ地域大會委員を任命し

且つその委員長を指名する。

RI會長は、大會の議長（主宰すべき役員）となる。

RI事務穂長は大會の事務局長及び地域大會委員會の

事務長となるのであるが、本部事務局の一員を指名して

その任務を代行させてもよい。

地域大會に出席のロークリー會員は規定審議機闘を構

成しない。従つて彼等はRI或はロークリークラブを束

縛するような決定を行うことはできない。

理事會は、地域大會の開催日より寧ろ少くとも一箇年

前に大會開催の通告を猿する。（廣く離れた各地を結ぶ

汽船の殺着豫定が開係する地域においては、理事會は汽

船會社がその豫定表を殺表するまで賓際の日取を指定す

ることを延期しなければならないこともあり得る。

Regional Conj erence Committee 

地 域大會委員會

地域大會委員を任命するに営つて、理事會及び（又

は）地域諮問委員會は地域内に含まれる各國の特異性を

考慮に入れるであろう。大會委員會は大會のプログラム

を起草し理事會及び（又は）諮問委員會の承認を受け、

(659) 35 
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糊會、討議會、餘興等を含めて既定プログラムの細目の

賓施にあたり、その他別の人々に委嘱されていないすべ

ての事柄等に封する責任を持たなければならない。 RI

事務穂長はプログラム及びその闘連事項に闘して同委員

會に協力し、且つ大會の運螢及び賓施上の業務について

は理事會及び（又は）諮問委員會に劉して第一の責任を

持つものである。又、大會委員會は開催地クラプと協議

の上、大會委員會の監督と支配の下に活動すべきその土

地の準備委員を任命する。この準備委員會は更にその下

に、ホテル、餘興、登録、歓迎、運楡、婦人、装飾、宣

偲等必要な小委員會を任命することができる。但し、こ

れらの各々の小委員會の長は準備委員會の一員であるよ

うにしたいc

Duties of Secretary of Conference 

大會議長の任務

大會を開會且つ主宰し、大會事務局長と共同して大會

議事録の正確を證明するのが大會議長の任務である。

大會事務局長の任務

大會議事の記録をとり、大會議長と共同してその正確

を證明し、大會の進行に闘しあらゆる黙に於て議長を助

けるのが大會事務局長の任務である。事務局長は又、地

域大會委員會の事務長として同委員會の議事録をとり又

同委員會の必要とする通信の事務に常る冷のとする。

B. INVITATION FROM HOST CLUB 

主催クラブの大會招致B
 

地域大會を招致したい希望を有するクラプは、希望す

る大會の開催豫定期日の少くとも 18箇月以前にRI事務

徳長及び（又は）地域諮問委員會の幹事の手もとまで大

會の招致朕を提出しなければならない。この招致欣にク

ラプが添付して説明すべき事項は次の通りである。

1. 大會に使用豫定の會場とその牧容人員。

2. 利用し得べきー級及び二級ホテルの室敷及びその

宿泊料の限界。

3. 大會を開催するに最も適常と思われる時期とその

理由。

C. PROGRAM C. プログラム

地域大會の開催が認可された直後、 RI事務憩長及び

（又は）地域諮問委員會事務局長は地域内の各クラプに

封しプログラムの題目を提案するよう要請する。地域大

會委員會はこれらの提案を検討し大會プログラムをつく

り上げ理事會の承認を求める。プログラムはむしろロー

クリーの甚本的な原理、方針又び手績を元全に提示する

ものを含むと共に地域に特有な問題の検討も含まれねば

ならない。但し、極度に論争を生むような問題を公開の

36 (660) 

席で論ずるが如き愚は避けるべきであるが、異つた意見

を有する人々がロークリーの精肺で話合う浅會は必ずし

も避ける必要はない。

RT事務継長は、結局において多敷の出席者を確保す

るようあらゆる努力を傾けるために、ロークリーの種々

なる刊行物その他あらゆる手段を以て地域大會に射し人

々の注意をひくべく努力しなければならない。地域内の

地園ガヴァナー及び名餐役員に封しては大會出席に開心

を喚起するよう激動されなければならない。地域大會委

員會は大會を適常に宜俸するために必要と思われるあら

ゆる手段をとることができる。但し、これは大會に認め

られた豫算内に於て行われなければならない。

大會にはいづれの地方からのロークリアンでも歓迎さ

れるのであるが、地域外のクラブからの出席を確保する

ための努力は特に彿う必要はない。

地域諮問委員會は理事會に射し何國語を以て大會用語

とするかを勘告するものとする。

Rl理事會は、登録費の金額を決定し、 Rf資金から

の必要な支出を割常て、大會豫算を決定する。 Rl事務

穂長は大會豫算の作製及びその監督に闘し理事會に封し

第一の責任を有する。

G. 

D. 

E. 

F. 

PUBLICITY 

OFFICIAL LANGUAGES 

大會用語E. 

EXPENSES 

ENTERTAINMENT 

餘興の種目は簡索にし費用も多くか Lらず、又、公け

のプログラムと衝突しないようにすべきである。

H. DEPOSIT H. 

D. 

F ． 

宣偉

費用

G. 

供 託 金

餘興

大會委員會の始めの費用をまかなう方法については地，

域諮問委員會がこれを決定し、理事會の承認を受ける。

例えば、

l. 前大會の貨用の残高を使用すること。

2. 地域内の全クラブ或は地語から寄付或は供託金を

とること（理、 36-37、50-51、51-52、54-55)

Participants in a Regional 

Conference 

地域大會の参加者

細則の規定によれば、 RI理事會は、會員が地域大會

に参加すべきクラブを指定することになつている。この

黙に闘する理事會の決定は次の通りである：

fHE ROTARY-NO-TOMO、

明確に地域を決定するのはRIの方針ではない。尤も

地域大會に参加すべきであると考えられるクラプを包括

的に指示することは賓行されている。例えば、太平洋を

園む諸國のクラブは太平洋地域大會に参加するものと考

えられ、カリプ海及びメキシコi彎に臨むクラプはカリプ

海・メキシコ湾地域大會に参加するものと考えられる。

同様に、南米のロークリー・クラプでは南米の地域大會

に参加するものと考えられる。國によつてはそのクラプ

が明らかに一つ以上の地域大會に参加するものもあるで

あろう。例えば、南米の太平洋沿岸のクラブは太平洋及

び南米の雨地域大會に参加できるし、中米のクラプはカ

リプ海・メキシコ濁地域大會及び太平洋地域大會の雨方

ーに参加できるわけである。（理、 35-36)

Authority to Hold ENAEM 

Regional Conference 

ENAEM（欧洲l.北阿・東部地中海）

地域大會を開催する櫂限

地域大會の開催は認可する際には、理事會は同大會の

地域に包含されると考えられる領域を指定するものとす

るC （理、 38-39)

理事會は、欧洲、北アフリカ及び東地中海地域を大會

地域に包まれる領域として指定し、欧洲・北阿・東地中

會諮問委員會の勧告に基づき RI理事會の決定する時期

及び場所に於て同地域大會を開催することを認可する。

（理52--53)

Expe_nses of Directors to 

Regional Conferences 

地域大會への派遣理事の費用

地域内に居住する RI理事がその地域の大會へ出席す

るための費用はRIが支彿うことを理事會は承認した。

（理、 38-39)

¥4つのテストの語句について

4つの＼テストを私は中學卒業生高校大學生又は教養

lある成人己示して、その感想を聞いてみた。中學卒業

は理解の最低限界と考えたのである。

ところが第‘3の

好意と友悔を深めるか

nvm it build,GOOD WILL and 

BETTER FRIENDSHIPR ?) 

というのが、びんと来ないという事に一致した。即

ち好意を深めるという字句が、日本的表現と距つてい

るからかと思われる。それで私はもう少し分り易くす

ることを考えて、語句の意味を追究してみたが、

好意→好感→感じがよい

となる。文法上の品詞の厘別や文章の構造にこだわ

らず意繹すると、日本人には分り易くなる。

： それで私はテスト第 3を

： 感じよく一層むつみあうか
----—• -

｛ としてみた。 尚 friendshipについては友楠は勿論

：廣い意味も含めたい。感じよくむつみあう事によつ

lて、テーラー氏の言う、よりよい父ともなり得ると信

iずる。
漢字の方が目で見て範箪に見えるが猿音の綴の敷は

案外多い。漢字の方が上品だということになれば「禁

i喫煙」が上品で「おたばこ御遠慮下さい」が下品だと

いう理窟も出てくる。

「みんなに公平」に分つて貰い口ずさんで貰うところ

に4つのテストの威力が獲揮されると思う。學校で講

演され會社や騨待合室、廣場などに掲示されついある

l際、テスト第 3の説明の一助となれば幸である。

岩見澤RC 牧 進

',＇Cお
＜
 

ら

おくらというのは錦葵科に属する熱帯性植物である、

その葉はひまに似ていて木の高さは 1~2米に逹する。

花は黄色く中心が褐色で上品なものである。バナナ瓶の

賓が次から次えとなつて煮ても燒いても又揚げても食え

るし、摺ると、とろろにもなる。種子は煎つて粉末にす

ると珈琲の代用にもなる。味は淡白でくせがない。而も

榮養豊富である。植物學の泰斗牧野富太郎博士もお好き

なように新聞に出ていたが私一家は毎年皆で賞味してい

る。アフリカ原産tr.そうだが我國にも以前から輸入され

て暖い地方で栽培されて居り、洋食のつま等に用いられ

沼津 Rc
 

磯 部 泰 輔

て居るので、御承知の方もあると思うが、一般の人々に

は餘り知られていない。併し私には一生忘れられない思

出の植物なので毎年種子を植ついて絶さないようにして

いる。賓は今あるおくらは私が今次大戦で出征したラバ

ウルから遥々持ち還つた種子の子孫だからである。金さ

え出せば何でも手に入り口に入る贅を競うような今日此

頃、私は縁側のざるの中で日に乾されているおくらの種

子を見て戦争中の苦難時代を想起した次第である。私の

家にあるおくらのある限り、ともすれば奢り勝な皆に心

の戒めとなつてくれるだろうと思う。 （沼津RC會報より）
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MANUAL 
績 要手

OF 
覧

PROCEDURE 
（第 11回）

11月披の手級要覧に Glossaryの邦課を載せましたが、その際前書を落しましたので、皆様の中にはあの邦

課が決定版だと思つておられる方があるようでありますが、賞はローク 1)ー用語の邦課を一定する必要があ

りますので、取急ぎ個課して皆さんにお目にかけ御批判を戴き、多数の御意見を参照して決定したいと思い

ました次第でありますから、御氣付の．憎相は至急宮脇パストガパナー迄御知らせ願いますれば幸であります0-

パストガパナ一 宮 脇 冨繹

B o a r d oJ D i r e c t: o r s o f R. I. 

國際ロークリー理事會

RIの運螢機闘は14名の理事かから成る理事會であ

る。理事會の構成及び任務は定款第 5條及び細則第4條

に述べられている。

E:xecutive Committee 

執行委員會

理事會は、細則第4條第 6項の規定により、 3名乃至

5名の理事より成る執行委員を任命し、これに封し理事

會の會合なき間、理事會に代つて執行又は運営に開する

事項を決定する描限を委任する。但しこの樅限の行使は

RIの方針が大會又は理事會に於て確立されている場合

に限る。執行委員會は理事會によつて定められた次に示

す任務規定に従つて行動する。

1 理事會の方針が確立されている場合或は緊急の事

態が殺生した場合に、執行又は運営に開する事項を決定

する。

2 理事會によつて割営が行われている費用の支出に

闘し必要に應じ決定を行い、且つ、理事會の決定を寅行

する必要な費用の緊急割裳を行う。

3 非常用珠備金から緊急に必要ありと認められる金

額の追加割常を行う。

4 理事會の注意を必要とする事項を調査し、これに

闘し理事會に勤告を輿える。

5 會長、事務継長その他RIの役員に謝しその任務

遂行上に起る問題に開し助言を輿える。

6 委員會の報告を検討し、必要に應じ、本規定第 1

條に従い、報告中に含まれる事項に開し措置する。

7 國際協議會のプログラムを準備し、地厘大會、地

匿協議會、及び部分的地厘協議會に到してプログラムを

提案する。

委員の内 1人でも、委員會の問題に封し文書を以て反

劉するときは、同問題は理事會の決定に委ねるものとす

る。

執行委員會に於て行われた事項はすべて次回の理事會

に報告すべきものとする。（理 54-55) 

R. I. Pamphlet No 35 

Terminology of Action Taken 

in Behalf of Board 

理事會に代つて行われた

決定を示す用語

執行委員會、會長或は事務継長が理事會に代つて行っ

た決定は次の如き言葉によつて表現するものとする。 g[1

ち、「執行委員會の代行する理事會は・・・・」

「會長の代行する理事會は・・・・」

「事務総長の代行する理事會は••••」

（理、 35-36、53-54)¥

Ballots-by-Mail 

通信による投票

理事會の通信による投票は、次の會合まで延ばすこと

のできない緊急な案件で、新しい方針の決定を行わない

場合のみに限定すべきである。（理、 32-33)

通信投票による執行委員會の行う決定は、執行委員會

全員一致の投票でなければならない。執行委員會に付託

された事頃に開し通信投票の結果、全員一致の結果が得

られなかつた場合には、その問題は理事會に附議決定す

るものとする。（理、 47-48)

Policy of Board re 

Proposed Legislation 

立法議案に開する理事會の方針

決談案或は條文改正案が理事會によつて提出された場

合、或は理事會以外から提出された決議案及び條文改正

案に劉し理事會が賛成又は反到の決定を行った時は、

1 理事會がその決定に際して全員一致である場合

は、理事會はその主導樅を取り、その決定を規定審議會

及び大會に於て賓現するよう努力する。

2 理事會の決定が賛否二派に分れている場合は、多

数派、少敷派共に規定審議會に於て自由に自己の意見を
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開陳主張し、且つ大會に於ても自由に投票し得るものと

する。

3 理事會が箪に問題を大會の投票に問うために決議

案或は條文改正案を提出し、特にその通過に到し反業すも

緋護もしない場合には、その事賓を大會に於て明かにし

各理事は自由に自己の意見を開陳主張し且つ投票できる

ものとする。（理、 54-55)

Nominat:ion for President of R. I. 
RI會長の指名

RI會長の指名は、會長指名委員會、加盟クラブ若く

はその雨者によつて行われる。

會長指名委員會は11名の委員より成り、毎年7月31日

以前に結成される。委員會はその會合に於て委員の 1名

を委員長に選畢する。

委員會は各クラブに射し、會長指名に闘する提案をな

し委員會ーの考慮を求めるよう要請する。各クラブからの

提案は12月31日以前に本部事務局に到逹しなければなら

ない。

指名委員或はRI理事は、指名委員會によつて會長に

指名される資格を有しない。

指名委員會の會合は毎年 1月31日以前に開かれる。こ

の會合に於て委員會は會長被指名者を選ぶ。

委員會報告の謄本は委員會の會合後20日以内に各クラ

プに郵送される。

委員會による指名の外に、各クラブは、次期大會に於

ける會長選畢に到し、クラブの指名決議書を 3月15日以

前に事務穂長に提出することによつて、 1名の會長被指

名者を選ぶことができる。

3月15日迄にクラブによる指名が提出されていない時

は、會長は指名委員會の指名する者を會長被指名者と宜

言すな會長被指名者が唯 1名である場合は、大會に於

ける選畢は投票の必要がないから口頭で行ってよい。

しかしながら、 3月15日迄にクラプからの指名が提出

されており、且つその指名が 3月25日迄有効である場合

は、會長被指名者は全部大會に於て投票に付されるもの

とする。

指名委員會の構成及び會長指名の手績は、 RI細則第

9條第 1項及び第 2項に詳細に述べられているc

細則第 3條第 2項の「各委員に劉してその代理者が之

に代るときは、か入る代理者は残餘の全期間その戦務に

つくものとする」という規定は、本来の委員に代つて代

理者が指名委員となった場合は、本来の委員はその年度

は委員でなくなるという意味である。（理、 41-42)

理事會は、戦時の便法として、交通の便の得られない

戦争地域の委員は、指名委員會の會合を構成するために

自ら出席する必要はないということを承認する。

（理、 44-45)

會長被指名者が大會に於て投票に付される場合は、各

被指名者に闘する次の情報が、投票に先だつて大會日報

に掲載されなければならない。即ち、

被指名者の氏名及び所属クラブ名

被指名者を推薦したクラブ名

或は

指名機闘の名稲

被指名者の職業分類（若し戦業分類によらない會員：

の場合には會員の種願）

所属會社名

會社に於ける地位

ロークリアンとしての年敷

ロークリーに於ける現在の地位

ロークリーに於ける過去の地位

Nomination of Directors in 

U. S. A. and Canada 

アメリカ合衆國及びカナダ

に於ける理事の指名

理事の指名及びその他細則にそれぞれ規定した目的の

ために、理事會の定める慮によつて、アメリカ合衆國は
ゾーン

5の地帯に、カナダは 3の集圏に分けられる。理事會

(1953-1954) は、 1955年度の理事指名のためアメリカ
ゾーン

合衆國に 5の地帯を、又、 1954年度の理事指名のため力f

ナダに 3の集園を、 221頁の地圏に示す通り設置するこ．

とに同意した。

Conveners for Meetings of 

l:lectors at Convention 

大會に於ける選暴人會合の召集者

RI細則（第 9條第6項）は、アメ＇リカ合衆國の各地

桐からの選畢人、及びカナダからの選畢人は理事候補者

を推薦するため、大會會期中に會合を開かなければなら

ない旨規定している。會長は、それぞれ 1名の理事を指
ゾーン

名すべき、アメリカ合衆國内各地帯の選畢人會合の招集
ゾーン

者として、それぞれの地帯に居住する現理事を指定し、

又、カナダの選畢人會合の招集者としてカナダに居住の

現理事を指定する。（理、 45-46)

RI細則には又、アメリカ合衆國の 5紐需のいづれか

或はカナダからの選畢人が理事として 1名以上の候補者

を推薦した場合には各クラブの選畢人は彼等について投

票を行い、 2名以上の候補者がある場合には投票には箪

ー移動式投票の方法を用いるよう指定されている。 (52:

頁の説明参照）

42 
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Voting of Club with Members in 
Canada and United States 

カナダ及びアメリカ合衆國に

會員を有するクラブの投票

その地域がカナダ及びアメリカ合衆國の國境に跨り、

カナダ及びアメリカ合衆國に會員を有するクラプは、雨

國のクラブの會員に開する事柄に到し投票する資格を有

する。従つて、 RI理事の指名投票に於てもこのような

•クラブはカナダからの理事の指名に投票すると共に、又
ゾーン

クラブの所在するアメリカ合衆國の地帯からの理事の指

名にも投票することができるe このようなクラブはカナ

ダ諮問委員會の委員の投票も行う資格がある。各クラプ

の行使し得る投票の敷は細則に定められてあるが、これ

はかようなクラブがすべての投票において行使する敷を

考慮したものである。（理、 41-42)

Announcements Re Condidates 
for Director 

理事候補者に開する頚表

次期大會に於てアメリカ合衆國の地帯又はカナダの集

棚から理事候補者を推薦せんとするクラブは、事務穂長

に封し 4月 1日までに、例會に於て採澤したクラブが推

薦せんとする候補者の氏名を記入した決議文を提出し、

その意志を表示するものとするっ但し、それは會長指名

委員會による會長被指名者の殺表の後でなくてはならな

い。

事務穂長は、毎年、「R.I．本部通信」或はその「USO

B付録」に、 R.I．理事被指名者、或は指名候補者として

Ii.I．事務穂長に通知されたロークリー會員の氏名を公

表するよう命ぜられている。この公表は會長指名委員會

の會長被指名者褻表の後でなければならない。

この公表には次の如き事項を記載することになつてい

る。

候補者或は被指名者の氏名及び所属クラプ

候補者を推薦したクラブ名、或は指名機闊の名稲

候補者或は被指名者の職業分類（若し職業分類によ

らない會員の場合には會員の種類）

所属商祀名

商祉に於ける地位

ロークリー入會後の年敷

ロークリーに於ける現在の地位

過去におけるロークリーの地位

理事被指名者或は候補者に闘する以上の如き1青報は投

票に先だつて大會日報にも疲表しなければならない。

（理、 42-43、50-51)

久
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Procedures for Selection of 
Directors Nominated by Board 

理事會の指名する理事の選ひ方

General Procedure 一般手綾

理事會はその第 1回の會合に於て、次期會計年度の大

會でアメリカ合衆國、カナダ、英本國及びアイルランド

以外のクラブ會員から選畢される理事被指名者を選ぶ地

域或は國家を決定しなければならない。但し、 2箇年の

間に理事會の指名する 5名の理事の内少くとも 1名はイ

ベロ・アメリカから出るように留意しなければならない。

事務穂長は欧）•I•| •北アフリカ・東地中海地域諮問委員

會に封しその年次大會において欧州大陸、北アフリカ、

東地中海地域から選出すべき理事會決定の理事敷を通告

し、以て欧州・北アフリカ・東地中海地域諮問委問委員

會が、理事會の認める手績に従い、欧州大陸・北アフリ

カ・東地中海地域から理事候補者を選出できるよう指導

すべきである。

事務総長は第 2回の理事會に於て、イベロ・アメリカ

アジア及びオーストラリア、ニュージランド、南アフリ

力その他の地域の地謳大會に於て、理事會の認める手績

によつて選出された理事候補者の氏名を提出すべきであ

る。

理事會はその第 2回の會合に於て、次の國際大會に於

て選畢されるべき必要敷の理事を指名するものとする。

（理、 52-53、54-55)

P1'0(:ed10'(~ Jin・ Selecting Cond-idates 

from OEN AEM Reg·ion.~ 

欧州大陸・北アフリカ・東地中海

地域からの候補者選出手績

(a) 毎年、 CENAEM地域の各地謳大會に於て、地麗

の推薦すべきIリ．I.理事指名候補者は、地園内のクラブに

ょって地匿ガヴァナーに提出された候補者の内から選ば

れるものとする。

(b) 毎年、 CENAEM地域内の非地厘クラブは 1名の

R.I．理事指名候補者を推薦することができる。

(C) 地罷及び非地雁クラブよりの、 R.I．理事指名候補

者の全氏名は、スイス國、チューリッヒ、 R.I．氣付にて

CENAEM諮問委員會の暫定委員會次期委員長宛に送付

すべきものとする。

(d) 暫定委員會は、地厘及び非地園クラブから推薦さ

れた者の外に、暫定委員會が特に理事たるにふさわしい

と考えるロークリーアンの氏名をつけ加える樅利を有す

るものとする。

(e) OENAEM諮問委員會は（英本國及アイルランド

からの委員を除き）その年次會合に於て推薦された候補

者全部を検討し、投票によつて CENAEM選出の理事候

¥¥ヽ
カラー寓晨について

甲府R(: 鳥 井 英 造

私は皆様にお話申上げるような寓興の鰹瞼がある繹で

はありませんが先般のアサヒ、イプニングニュース主催

のカラー寓慎コンテストに入賞（最優秀賞）したというこ

とで、御年配の方にこのカラー窟奨は興味あるものと思．

いますのでお話させていただきます。アメリカでは56年．

はカラーテレビの時代だと言はれています。現像、燒付

等は面倒だという人には、このカラー寓慎は簡輩で、而；

も柴しみのあるものであると思います。カラーにはライ

カ版をお使用になるのが便利かと思います。又感光度は

1/10或は1/5位少いので露出を 5倍或は10倍にすればよい

繹で、極めて簡輩であります。私は寓慎は一年位であり

ますが、それ前は綸をやつておりました。私がこの寓屈．

と綸を比較して考えますのに、今日楡は専門的になり、

形のある綸は古くさく、素人が見ると何を書いたのか解．

らないというようなものになつて束ました。つまり今日

の綸は見る人が勝手に空想してくれればよいというよう

なことで、今後の美術界が如何なる方向に進むかは誠に

興味あるものがあります。寓興は丁度曾て綸が企みた様—

な寓興、即ち其の物ズバリを現わすもので、曾ての給を・

今寓慎が追つているということが言えると思います。

補を被指名者が 1名選ばれる場合には 2名、被指名者が・

2名の場合には 4名、被指名者が 8名の場合には 6名を

選び、これを］{.I.理事會に提出し、理事會に於て OEN.

AEM地域選出の理事被指名者を選ぶことができるよう←

にする。（理、 50-51、51-52)

Pi・ocediire.fo1・ Selecti、ngCo叫 i(tctt08fo1• Nom•i?iation 
as D-ii-ecto1・ f1・0叩 theIbero-A 1nerfoan and the 

Asia-ANZASO Reg・ion 

イベロ・アメリカ及び Asia-ANZASO（アジア・オ

ーストラリア・ニュージランド・南アフリカその

他）地域からの理事指名候補者を選ぶ手績

(1) イベロ・アメリカ及び Asia-ANZASO地域に於～

ては、毎年理事會によつて指定される國の各地厘大會に

於て、それぞれの地域から 1名の理事指名候補者を、地＾

厘内の各クラブより、地嘉ガヴァナーに提出された指名二，

者の内から選ぶことができる。

(2) イベロ・アメリカ及び Asia-ANZASO地域内の

地匿によつて推薦されるR.I．理事指名候補者の全部の氏・

名は、 R.I．事務線長の手によつてR.l．理事會に提出され一

理事會が同地域から理事被指名者を推薦する際の指針と．

する。 （理、 49--50、50---51、科ー55)

44 (44) 
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Committees 

R. 

Committee Meetings 

委員會の會合

ー． 
の

細則或は理事會の特別な決定ー一例えば委員會の附托

條件或は手績規定一ーに別の規定がある場合を除き、 R

Iの各委員會は、豫定の會合に割常てられた豫算を正し

く考慮して會長が承認し且つ指定した日時及び場所に於

て開くものとする。しかしながら、特別な事l青がない限

り、委員會はその過半敷が出席するという保證が得られ

なければ會長は委員會の會合を開くことを認めてはなら

ない。委員會の招集は通例その委員會の委員長か或はそ

の名の下に行われる。（理46-47)

例外的な事情の下に於て會長が他の場所で委員會を開

くことを認めることもあるが、通例RIの委員會はシカ

ゴの本部事務局に於て開くものとする。（理45-46)

Noting by Communication 

通信による投栗

細則、或は大會又は理事會による特別の決定に、別の

規定がなければ委員會は郵便、電信、無線電信、電話に

よつて事務を慮理することができる。 （第12條第16項）

その場合如何なる提案に劉する投票も、委員の過半敷の

投票が返送されている場合には30日目を以てメ切るもの

とする。但し、委員過半敷が賛成、或は委員過半敷が反

劉の投票を終えた場合には30日以前でもメ切つてよい。

（理52-53)

Size and Functioning 

of Committees 

委員會の規模と機能

理事會は、 RIの委員會を鰹清的且つ能率的に運螢す

るため、次の各項がのぞましいとする財政委員會の勧告

に到し原則的に同意している。即ち、

(a) 委員會の数は最少限にとゞめる。

(b) 各委員會の規模は委員會に課せられた責任を果せ

る限りに於て出来るだけ小さくする。

委

of 

員

R. I. 

會

(cl 各委員會の會合は最少限に止め、成るべく 1回が

のぞましい。

(di 委員會の會合は、時間を短かくして 2度 3度と招

集する必要を生ぜしめるよりは、寧ろ 1回の時間を

長くして十分客観的に考え又研究する時間を輿え、

以て委員會を能率的に運螢するようにする。

(e) 委員會の任務が運営的な性質のものであり、常例

的の準備仕事は本部事務局の手で行うのであるから

委員の任命は、財政上の節約という聾料も考慮し、成

るべく中央事務局に近い慮で行わるべきである。

（理4!:J-50)

Committee Procedure 

委員會の手績

理事會 (33-34) は、プログラム計書委員會及び大會

委員會の手績につき大髄次の事項に同意している。

プログラム計驚委員會：理事會はプログラム委員會に

射し、同委員會の任務規定の限度に於て、明確な方針が

既に理事會によつて確立されている事項に闘し、之れを

決定する楷限を委ねる。但し、新しい方針に闘係する場

合或は委員會が自ら行うべき決定に疑義を生ずる場合に

は之れを理事會に照合するものとする。

委員會は理事會に到しその決定事項について詳細な報

告を行うと共に、決定に至らなかつた事項に闘しても戦J

告を行うものとする。

地匝大會、地厘協議會、部分的地匿協議會及び國際協

議會のプログラムに闘する委員會の勘告は、これらのプ

ログラムの準備に開し責任をもっ、執行委員會に到し直

接報告されなければならない。

大會委員會：理事會は大會委員に封し、大會に開する

明確な方針が既に確立しているすべての事項に開し、種

種決定する楷限を委嘱する。但し、委員會はプログラム

に闘してはプログラム計豊委員會の示唆を受け、プログ

ラムは理事會の承認を受け、費用は理事會の定めた豫算

内に於てまかなうものとする。

Committee Reports 

委員會報告

理事會はその執行委員會に、理事會の會合のない間理

事會に代つて委員會の報告を閲寛し、もし必要があれば

理事會の定める執行委員會の任務規定の範園内に於て、

報告書の事項に闘し決定を行う櫂限を委譲している。

Action on Urgent Recommen-

dation of Committees 

緊急を要する委員會の勤告に封する措置

理事會は、現在の制度が、 R.I．委員會の行う緊急を

要する勧告に闘し、効果的な措置を取るのを妨げている

とは考えない。しかし、現在の方針の許す範園内に於て

會長及び事務継長は、委員會の行う緊急を要する勘告に

劉して、理事會に代つて何等かの措慨を行う櫂限を有す

ることを承認する。但し、これは委員會が開かれた後か

なりの間理事會、或はその執行委員會が開かれない場合

に限られる。（理45-46)

Substitute Members 

of Committees 

委 員 の 補 充

正式に任命された委員がその委員會の會合に出席でき

ないときは、會長はこれが代理をおくことができる。但

し代理として任命された委員はその會合の間だけ委員で

あるものとする。この代理として任命された委員は自分

が代理する委員の見解を代表するように努力するのであ

る。然しすべての開杯に於て委員會の開かれている間は自

分の代理する委員と同じ櫂利と責任をもつ委員である。

（理47-38)

Review of Committees 

委員會に闘する椋討

細則の規定は、すべての特別委員の任期はその任命せ

られたロークリ一年度の終りに終了するものと定めてい

る。

理事會は、毎年ロータリー年度後半の會合に於て現存

の特別委員會全部について検討し、之れらに闘し理事會

として次期の會長及び事務穂長に如何なる勧告を行うべ

きかを決定する。

會長によつて任命される特別委員會及び理事會によっ

てつくられる特別委員會は、特別の目的を果すために設

立されるものであるから、如何なる特別委員會も、その

目的を呆すに必要である以上に長く之れを存績すること

「友」
¥、

揖暑

の 槃

叩□寛〗
（韓國， TAEGUR Cよりの手紙）

Dear, Mr. Okano: 

I am very glad to receive the Rotary-No-

Torno that you kindly send me on this month. 

Also we, the menbers of Taegu Rotary Club 

are very interested in it. Really, it is so nice 

magazine as a monthly issue I hope this will 

bring to you great progresses in the future 

under heavenly God's blessing. 

It is good to understand more about your 

country by this monthly edition. We hope to 

get this Rotary-No-Torno monthly, if it is pos-

sible to offer us and we give, cordially, our 

gracious greetings to Governor Mr. T. Komatsu. 

Your best consideration of this will be very 

much appreciated. 

With best wishes, ・ I remain 

Dr. Chong In Kim 

Secretary of Taegu Rotary Club 

を避けるため、各委員會の目的は、毎年之れを検討する

よう絶えず注意を彿うべきである。

會長及び事務継長は各常任委員會に封し、その設置さ

れた本来の目的に闘係のある事項を付託すよう常に注意

を彿うべきである。特別委員は輩に特種の事1青ある場合

に限り任命すべきものである。

事務穂長は毎年、退任せんとする會長及び就任せんと

する會長が共に、 1943年 7月の理事會において記録され

た次の提示に蜀し、特段の考慮を彿うよう注意を喚起し

なければならない。即ち、新たに就任せんとする會長は

退任せんとする會長に封し、次期の委員候補者の名簿を

求めるのであるが、新たに任命するに常つては、この候

補者名簿に制限せられる必要はないのであって、この名

簿は退任せんとする會長がその在任中に得た鰹瞼と交際

に基づいて作成された良い参考になる名簿として受取る

のである。
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Territorial Limits 

地域

Procedure for Changing Name 

or Territorial Limits 

名稲及ひ謳域の限界麦更に要する手績

ロークリー・クラブがR.I．に加盟を認められた時に

は、標準クラブ定款をそのクラプの定款として採用する

ことになつている。その際、標準クラプ定款に於て個々

のクラブが決定すべきものとして空欄にしてある部分即

ち第 1條（名稲）及び第 5條（甑域の限界）は理事會の

承認を得ることになつている。従つて、この 2箇條に射

する爾後の愛更はR.I．理事會の承認を受けなればなら

ない。

クラプの名稲又は厘域の限界に愛更を加える場合の手

績は標準クラプ定款第18條第 5項に次のように規定され

ている：

第 5項ー一本定款第 1條（名捕）及び第 5條（雁域の

限界）は、定員敷の會員が出席した常該クラブの例會に

於て、出席會員の 3分の 2以上の得票により、之を改正

することができる。か Lる改正案の通知は、その例會の

少くとも 10日前に、全會員に郵送しなければならない。

なお、その改正は、國際ロークリー理事會に提出し承認

を求め、その承認を鰹て始めて効力を接生するものとす

る。

Definition of Territory 

厘 域の定義

理事會はクラブ結成の任に常る人々への指針として次

の如き解繹を採用する。

各ロークリー・クラプは一定の場所に結成され又存在

しなければならない。

RIは、相営敷の賓業家及び専門家が活澳に社會奉仕

に活動しており且つ彼等の事務所或は営業の場所がお互

に近接しておつてロータリー・クラプとしての機能を獲

---

の限界

揮できるるような適常な宏さの厘域を、斯様な場所とし

て認めるであろう。このような場所にクラブを結成する

場合、 R.I.は同クラブの定款に於てクラブの固域の限

界として明記せらるべきクラプ所在地の地理的限界を指

定し、以後同厘域はR..I．及びクラブ相互の同意がなけ

れば礎更し得ないものとする。クラプは、 R.Lの同意

を得て、営該クラプの謳域の一部を追加クラプ結成のた

めに割くことができる。

瑕ロータリー・クラプはその所在地を示すような語僻

をその名稲として採用し、これを定款に記入してR.l.

の承認を得るものであり、一且承認を得たならばR.I.

及び常該クラブ相互の同意がなければその名捕を愛更す

ることはできない。（理38-89)

Rural Territory 

隣接町村謳域

クラプの厘域の限界中には、クラプ所在都市をその主

たる金融、取引並びに運輪の中心とする隣接町村が含ま

れるものと解する。（理2,5-26)

Relinquishing Territory 

厘域の放棄

その園域が不明確であるか或は必要以上に宏範園にわ

たるクラブは、ロークリーの理想及び原理が正しく又整

然と他の祉會に撰大されるように、その厘域の限界を調

整乃至縮少するよう考慮を彿うことを要請されている。

事務継長はR.I．理事會のこの要請を闘係クラプに注意

するように指示されているが、如何なるクラブの憚域の

調整乃至縮少の場合にも営該クラプ現在の會員の身分に

は何等の礎更も加えないという了解の下に於て行われる

ものである。（理39-40) （本書、「大都市における追加

クラプ」の項参照）

祉會共存の道は、人々自ら櫂利をま i、り幸禍を求む 君子の交わりは淡くして水の如く、小人の交わりは

と同時に、他人の樅利幸輻を尊重し、いやしくもこれ 廿くして廿洒の如し。君子は淡くして以て親しみ小人

を侵すことなく、もつて自他の獨立自稼を傷つけざる は甘くして以て紙つ。

にあり。 荘 子

蘊 澤 喩 吉

40 (104) 
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MANUAL OF PROCEDURE 

手績要覧（第13回） R.I. Pamphlet No. 35 

パストガバナー 宮 脇 富 諜

Convention 

國際 大會

國際大會は毎年 5月又は 6月に（理事會は緊急又は特 び束賓を迎え、且つ國際大會の成功を確保するために開

別の事態に廊じて愛更することができる）理事會の決定 催地クラプ及びR.I．大會委員會との問に相互的に同意

した時日及び場所に於て開催される。(R.1．定款第 7條
＾ 

を見た色々な方法で援助するという熱意を示した、正式

R. I．細則第 6條） にクラブによつて採澤され、署名された決議文の寓しを

國際大會は次の如き決議案を採撰している。 受取る。

「第20回R.I．大會は、 1931年又は1932年に於て國際大

會をアメリカ合衆國外に於て開催し、爾後は少くとも 4

年目に 1回は國際大會をアメリカ合衆國外で開催するよ

う勘告することを決議する。」（ダラス大會決議29~10)

Invitations to Hold Convention 

大會の招致

その所在都市に於てR.I．大會を開催することを希望

するクラブは先づ本部事務局より大會招致申込書を手に

入れなければならない。

理事會は國際大會を招致せんとするクラブからの委員

とか代表を受入れることはしないが、事務総長に郵送さ

れた文書による國際大會招致申込書を受取った後に、も

し必要と考える場合には、招致希望のあった都市を調査

するために誰かを派遣する。（理、 24-----25)

Procedure for 
Preliminary Arrangements 

準備手績

理事會によって都市が決定されたならば直ちに、國際

大會事務局長はその都市に赴き、開催地クラブの協力を

得つ L、R.I.に代つて、集會場に闘して市常局或は私

的圏謄と契約を進め、同時に、出席豫定者全部を牧容し

うるよう適営なホテルと交渉することになつている。

もし理事會が、國際大會開催都市を決定したときに大

會の時日を明示しなかつた場合には、執行委員が時日を

決定する櫂限を有する。

國際大會事務局長は開催地クラブの理事會と連絡し、

共に國際大會運螢の計画を検討し、そしてこの國際大會

に闘してはその前年に行われる國際大會の終了までは宣

｛専を避けることの重要性を堅持する。

大會事務局長は、開催地クラブから、同クラプが開催

地クラプとしてR.I.に協力し、束訪ロークリー會員及

34 (154) 

この手績は、最後まで有効であるが、執行委員會によ

り、又、緊急の場合は朕況に應じ、會長がこれを愛更す

ることもある。（理、 46-----47)

Meeting Places 

會 場

R. I.は、開催地の都市がR.I.に費用をかけること

なしに、國際大會の継會に適歯且つ便利な講堂及び他の

色々な會合に必要な集會場を提供することを期侍してい

る。

それはR.I．が使用する國際大會々場の賃貸料はその

都市のクラプが支彿わねばならないというのではなく、

その都市が一園随としてそのような設備を提供するか、

或は、市役所、商業會議所、賓業家或はホテル業者の園

骸が會場に封し必要ならばその資金を出すべきであると

いうのである。

この決定は、R.I.が大會々場の賃貸料を支彿つたり、

或は臨時に必要な費用の負撥を受諾することを妨げるも

のではない。（理、 32-----33;47-----48) 

Convention Operational Functions 

國際大會運螢事務

理事會は次の如き方針を表明している。

「R.I．理事會は國際大會に開する全般的な方針を決定

し、國際大會委員會は公式のプログラムを作成し、且つ

営該大會に開し特定の方針を決定するものとする。事務

穂長は、理事會及び國際大會委員會の決定に射しその細

目にわたる寅行と大會事務の組織運螢に開して責任を負

うものとする。

R. I．細則第12條第 8項一國際大會委員會ーは、國際

大會準備事務について特に次の如く述べている 3

「國際大會委員會はその指定された國際大會の開催に必

要な準備を行う責任を有するものとし、本細則或は理事

THE ROTARYぶ・o-TOMO

會によって特に他の役員、又は委員會に委嘱されたもの

以外の國際大會に開するすべての事項を取扱うものとす

る。」

公式のプログラム及び議事日程の起草を除き、以上の

事務は、委員會及び理事會に封して責任を有する事務継

長によって行われる。これらの事務の細目に闘して註繹

すると次の如くである。

公式プログラム及び議事日程。國際大會委員會は主と

して、全般的なプログラムの作製、國際大會の主題（も

しあれば）の決定、討議集會、餘興、番組、交歓の家、

次第書、合唱指揮者の選探、招待すべき名士に開して開

催地クラプとの協力、観光旅行、等々の準備に封して責

任を持つている。

事務総長は、上述の各項に開し國際大會委員會と協力

し、同委員會の決定を遂行するに裳つては細目的に之を

賓施する。

宜偕。事務継長は、國際大會委員會及び開催地クラプ

との協力の下に、國際大會の宣｛専に開し委員會及び理事

會に劉し第一の責任を有する。

運営及び接待費。事務継長は、過去の鰹験及びこの大

會の特殊事猜をもとにして國際大會の運営及び接待に要

する費用の算出及びその後の財政的監督に開して、委員

會及び理事會に詞し第一の責任を有する。接待費の算出

は、大會委員會の勧告にもとづいて理事會の承認する豫

定登録敷及び登録料によつて左右されるであろう。

國際大會々場の選擦と設備。プログラム上の必要條件

國際大會委員會の勧告及びR.I．大會正規の必要條件に

合致せしめる大會々場及びその他必要な集會場の選澤、

設備及び契約に闘し、事務線長は委員會及び理事會に到

して第一の責任を有する。大會々場には下記のものを含

む。

大會穂會場

交歓の家

若い人々の交歓の家

特別集會場

規定審議會

代表者會合（英本國及びアイルランド、カナダ及

び地帯別合衆國）

イベロアメリカ協議會

討議會

事務所及び｛炭設場

會長室、會長被指名者室、事務穂長室、本部、理

事會室、大會委員會室、大會マネヂャー室、規定

審議會事務室、ロータリアン誌室、レビスク・ロ

ークリア誌室、新聞記者室

出席の増加。事務穂長は、大會委員會、雑誌委員會、

及び雑誌の主幹より示唆や勘告を受けつバ出席哭勘の

ロークリーの友ー 3月銃

豫定表を作製且つ賓行することに開して、委員會及び理

事會に封し第一の責任を有する。

登録。事務穂長は、登録委員會に封し、必要とする援

助を興えることによって、その仕事を容易ならしめるこ

とに闘し、委員會及び理事會に封し第一の責任を有する

ものとする。

その他の事項。事務継長は、大會の準備に闘連するそ

の他すべての運螢事務に開し、委員會及び理事會に封し

第一の責任を有する。即ち開催地クラブの國際大會髄制

の展開に開して同クラブに協力開催地クラブの任命する

諸種委員會を監督、日刊大會報及び大會説明書等の準

備、信任朕作成の監督、通繹及び醗繹者等の確保等々で

ある。

結論。以上の事務分撥によると、結局國際大會委員會

はその任命された特定國際大會の準備に闘係ある面のみ

を行い、毎年の國際大會に共通な細かい事柄は事務穂長

に任す。斯くして、本部事務局の専任職員の鰹験の集積

と責任の委譲は運弩上の純演となり且つ委員に躙する要

求を少なくする結果となる。（理、 47----48;48----49) 

Convention Transportation and 
Other Arrangements 

國際大會の交通その他の手配

1. 理事會は、年度の第 1回の會合に於て、 3年後の

國際大會を世界のどの地域で開くかを決定しなければな

らない。

2. その決定の結果、大會が北アメリカ以外の地域の

都市に於て開かれるということになれば、理事會は直ち

にその地域の一つ又はそれ以上の都市に於て國際大會を

開く為めの便宜一ー諸外國特に北アメリカからのローク

リー會員の交通の便を含めて一ーを調査するよう手配し

なければならない。この種の調査は普通本部事務局に行

わしめるのであるが、理事會がもし希望すれば、理事の

何名かを以て委員會を造りこの調査を監督せしめること

もできる。

3. この調査報告は、年半の理事會に於て行われなけ

ればならない、そしてその會合に於て理事會は、その國

際大會を開く都市を決定しなければならない。此決定は

國際大會の開催と、北アメリカその他からのロータリー

會員の交通に射し満足の行く手配ができるという條件の

下である。

4. 國際大會開催都市のクラブ及びその他との取極め

は、交通に開する契約ができる迄は、すべて1民のもので

なければならない。

5. 國際大會開催都市のクラプ及びその他と、本部事

務局との色々な契約を監督するために、理事會はその理

事の中から 1名又は数名を19一年度國際大會準備のため

(1面） 35



の1段委員に任命し、 19-年度國際大會のための正規の國

際大會委員が任命されるまでこれを椴績する。

6. 同時に、理事會は北アメリカのロークリー會員か

ら成る北米交通委員會を任命する。（もしR.I．が北アメ

リカ以外からの交通をも慮理するのであれば、理事會は

同様の委員會を各地域苺に任命する。）この交通委員會は

1名の委員長と 2名の委員より成るものである。この委

員はロータリー會員又はその他のものを國際大會或は他

の大規模な會合又は旅行に輸送した鯉験と知識を持つて

いる者であることが望ましい。

7. この委員會は、理事會によつて任命せられたなら

ば、直ちに各地域から國際大會都市へのロークリー會員

の旅行に闘し、汽船會社、旅行會社及びその他との交渉

に入らなければならない。委員會は、北アメリカ及びそ

の他理事會の指定する地域のための、船客輸送及び旅行

サーヴィスに必要な契約や協定を結ぶことに闘して理事

會に助言を輿え、 R.I．會長及び事務継長は理事會が承

認を輿えた契約や協定の賓施に営るものとする。

8. R. I．會長及び事務穂長は、北アメリカ交通委員

會の戦描による委員であり、この委員會との闘係に於て、

汽船會社及び旅行業者との間に結ぶべき約束や方針を指

示する。（理、 88~39)

國際大會或は地域大會に向つてロークリー會員及び

（又は）その家族の旅行の世話をするに常つて、 R.I.

の方針は、 R.I.による資金の割嘗は行わないこと、及

びR.I.は出費・損害については責任を負わないという

ことである。但し、切符の賣上手敷料がR.I．の手に入

る場合及び理事會が前以てこのような旅行を結成し、取

扱い、費用を支耕する計蜜に同意し之れを決議した場合

は別である。（理、 30---31;31---32) 

Club Representation at Convention 

國際大會に於けるクラブの代表

國際大會に於けるクラブの代表に闘する規定は、 R.

I．定款第 7條及びR.I．細則第6條にある。各加盟クラ

ブは國際大會毎にその代表を出席せしめて投票に参加す

るか、或は又資格のあるものに委任朕を輿えて代行せし

める義務がある。

各クラブは國際大會に代表を送るよう拗告されている

が、それが不可能な場合には、四つか五つのクラプが財

政的に協力して 1名の代表を送り、その代表は他のクラ

ブにとつてはオブザーヴァーとなつて、國際大會の模様

を後でそれらのクラプに俸えるようにしても良い。（理、

35~36) 

各代表（補鋏代表及び委任朕による代理人）の資格は

信任欣によつて證明されなければならない。クラブが國

際大會に出席したことを公式に認めさせるためには、そ

36 (156) 

．の代表は信任朕を大會都市の信任朕委員會に提出し、そ

の投票代表カードに査證して貰わなければならない。如

何なる代表も、その信任朕が信任朕委員會によって承認

される迄、そして又その登録費を支彿わなければ、或は

支彿う迄は、投票することを許されない。

信任朕の用紙は、代表の出装前に記入署名を終えて本

人に渡すことができるよう充分の餘裕を見て各クラプの

幹事宛郵送せられる。

自由代表の信任朕はR.I．事務継長によつて信任朕委

員會に提出せられる。

Balloting Arrangements Committee 

投票委員會

各國際大會に於て會長は、選畢人の中から 5名以上10

名以内の選畢人から成る投票委員を任命する。この委員

會はすべての投票の準備、投票用紙の印刷と配布及び投

票の集計の任にあたる。此の任務は他の必要な投票はい

うまでもなく、大會で投票が必要になった場合にも適用

される。

Voting at Convention 

大會に於ける投票

理事に到して 2名以上の候補者があるか、或は大會に

於て選畢せられるべき役員に、 2名以上の候補者がある

場合には、これらの候補者に鉗する投票には、連記移動

投票が用いられる。

連記移動投票の質施方法

2名以上の候補者がある場合、各選畢人は 1票の投票

樅を有する。その投票は次のように「ふりかえ」られる

仕組になつている。

(a) 選畢人は、投票用紙に記載された候補者の自分が

最も選びたいと思う候補者の氏名に隣接する空欄に 1と

いう敷字を記入する。この欄に 1という敷字を書いて行

われた投票が「第 1選擦投票」である。

(b) 同選皐人は、前項に認められた 1という敷字の外

に、彼が二番目に選欅したいと思う候補者の氏名に隣接

する空欄に 2という敷字を記入し、第三番目に選畢した

いと思う候補者の氏名に隣接する空欄に 3と書く。以下

同様に、自分の最も希望する候補者が落選した場合、次

善的に選びたいと思う順序に従い候補者に番琥を付して

行くのである。従って選畢人は候補者の敷と同敷だけ自

分の選擦希望を表明することができるわけである。

過半敷の投票を得た候補者 (1回で過半敷を得られな

い場合には再投票を行わず第2、第3と順序を通じ選欅

投票を考慮して）を常選者として殺表する。

投票の敷え方の 1例を畢げれば次の如くである。 --9

THE ROTARY-NO-TOMO 

A、B、0、Dと4名の候補者があり、その内 1名が

選畢されることになつている。第一迪禄投票を A、B、

0、Dの四つに分けて敷える。この第 1回の計算に於て

は誰も穂投票敷の過半敷に達しない。しかし 4名の内、

0の得票が 1番少いので0を除外する。 0の得票中敷字

2がつけられた氏名によつて、残つた 3名の候補者の得

票に加えて行く。

しかし、このように票を移動しても、残り 3名の候補

者の得票がいづれも過半敷に達しない。そこで、第2回

目の計算で最下位になつナごBを除外する。従つてBの得

票を 3の数字の記入された氏名によつてAとDの得票に

それぞれくり入れる。 0候補は既に除外されているから

この場合0に3を付したものは無視して次にAとDとど

ちらを選欅しているかを見る。この移動即ち第 3回の計

算の結果Dが明かに多敷を得た。

全部の選擦を示していない投票は、記された選擦の分

だけ敷えることにし、それ以外のものは移動できないか

ら無覗することにする。

一つ以上の氏名に ”1"或は ”X’'印を付したものは

不明であるから無効とする。

得票が同敷になった場合。何回目の計算にせよ、得票

が同敷になった場合には、選拶の敷とその相開的憤値に

ょって結果を決めることになる。即ち、第 2回目の計算

に於ては第 1選探の敷の 1番少い候補者、第3回目の計

算に於ては第 1及び第2選揮の敷の 1番少い候補者とい

う順序で除外して行けばよい。

Registration Fee 

登録料

R. I．細則の規定によれば、大會に出席する16歳以上

の者は必ず登録の上、アメリカ合衆國貨幣10ドル以下の

登録料を支彿うことになつている。登録料はR.I．理事

會によつてその都度定められる。選畢人は、登録料を支

彿わざる限り投票することができない。

Hotel Assignment 

ホテルの割嘗

事務穂長或は事務次長は、 R.I.に代り又、 R.I．の

名に於て、會長或は副會長が行うのと同じ効力を以て、

大會に開連して理事會から委任された、ホテルの豫約そ

の他ホテルに開する事項につき契約、書類作製、或はそ

の他の取極めを行う櫂限を有する。（理、 36~37)

Reserved Seats for Past Officers 

前役員の座席

毎年次國際大會に於て、 R.I．の前役員、前理事及び

前地麗ガヴァナー、及び前會長及びR.I．の國家又は領

ロ・ークリーの友ー 3月琥

土輩位の地厘委員長（但し現在でも加盟クラブの會員た

ること）には、各自の前職を示すバッヂを輿え、それに

ょって、會場内の代表者の席に着席できるようにし、且

つ議場内の特描を行使できるようにしなければならな

い。以上は第18回年次大會に於る R.I．の決議である。

（オスランド大會決議、 27~26)

Rules for Special Assembly 
of Rotarians 

ロークリ會員の特別協議會に闘する規定

次の規定は、 1941年デンバァーの國際大會に於て、ア

メリカ合衆國から出席したロークリー會員の特別協議會

のために、會長が理事會（如～41)の承認を得て制定し

たものである。

1. この協議會を招集するに営つては、招集者或は招

集者の指定する者が、この協議會の構成、理由、目的及

び機能に開する事項を簡潔に提示しなければならない。

2. 先づ第一になすべきことは議長の選出である。招

集者は先づ議長の推薦を求め、これをしめ切った後、そ

の推薦者の一々について推薦の順序によつて起立投票を

行い、過半敷の賛成を得た者があればこれが議長となる。

もし過半数を得る者がない場合には、最少数の投票を得

た被推薦者を除外し残餘の被推薦者について投票を行

う。この方法は:被推薦者の誰かゞ過半数を得るまで綬

けるものとする。

3. 第二に行うべきことは、幹事の選出である。議長

は先づ幹事の推薦を求め、前項議長選出の手績と同様の

方法によつて幹事を選出する。幹事として正式に選畢せ

られた旨殺表された被推薦者は直ちに本協議會の幹事と

してその事務を執るものとする。

4. 討論に於ては各會員は、異議申立を除き、同一議

題について、同一日に、 2回以内の褻言櫂を有する。但し、

同一議題に到して未だ疲言しない會員が装言を求める場

合は、 2回目の装言はこれを譲るものとする。この協議

會に於ては會員の褻言は、過半敷の投票によつて承認さ

れた場合を除き、 1回5分以内とする。（R.I．細則第7

條第1項(c)に規定せられる討論に闘する規則を適用）

5. 手績に闘し、 R.I．定款、及び細則、或はこの特別

規定に定められていない事項はすべて “Roberts Rules 

of Order"によるものとする。

6. アメリカ合衆國内のクラプの會員であつて本協議

會に出席している者はすべて、本協議會に於て投票に付

せられる議題についてそれぞれ1票を投ずる資格を有す

る。

7. 本協議會の議長と幹事は、本協議會の穂ての決定

事項及び採揮せる勘告案はR.I．事務穂長に文書を以つ

て報告しなければならない。この報告書作製のため議長

(157) 37 
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は起章委員を任命することができる。國際大會の措置を

要しない本協議會の決定事項或は勧告案は、 R.I．事務

穂長により R,.I．理事會に侮逹すべきものとする。又、

國際大會の決議を要する決定事項或は決議案は、 R.l.

事務線長から規定審議會 Councilon legislation に偉

逹されなければならない。規定審議會は、この決議案を

審議し、必要があれば之れに訂正を加え、その決定を國

際大會の投票代表の會議に報告してその措置にまつ。但

し、この協議會の勘告或は決定事項に、規定審議會が訂

正を加えた場合には、この訂正案の寓しを 1部、審議會

の報告を國際大會に提出する以前に、協議會議長に手渡

さなければならない。

8. 本協議會の議事録は、大會議事録と共に保存する

ものとする。

9. R. I．細則第7條第2項の規定によつて定められ

た以上の規則は、 R.I．會長の決定によつてのみ、暖止

又は改訂しうるものとする。（理、 40----41)

Convention Attendance Contest 

國際大會出席競季

決議29~12(「國際大會に於ける立法」参照）の規定

によると、各クラブは毎年の大會に於て出席競争に参加

しているものと考えられ、 1等から 3等までのクラブに

はトロフィーが授輿されることになつでいる。然るに世

界的な戦争朕態のため出席競争に参加できるのは國際大

會開催都市の近傍のクラブに限られてしまつたので、次

の如き大會決議によつて出席競季は今の慮停止されてい

る。即ち、

第34回R.I．年次大會は、決議29----12の第 1條、第10

項のR.I．年次大會に於ける出席競争に開する規定は、

R. I．理事會がその停止を取消す時期が束るまで、これ

を停止することを決議する。（セント・ルイス大會決議43

~6) 

理事會 (46----47) は、世界の大部分に於ける鰹清及び

交通の朕態がなお安定していないという理由を以て、未

だ國際大會に於ける出席競争を復活する時期ではないと

いうことに意見が一致した。

アメリカ合衆國、フロリダ外l、ユースティス・ロークリ

ー・クラブの同意を得て、同クラブの名稲を冠する國際

大會出席競争トロフィー（同トロフィーは1940年ハヴァ

ナにおける國際大會の決定によつて回牧された）は、今

後永久に本部事務局に保存されることになつた。毎年の

大會出席競手に於て 1等を得たクラプの名稲は、このト

ロフィーか或はその補助額に記入するものとする。（理、

40----41) 

1941年デンバァーの國際大會において授輿されたもの

及びそれ以後の國際大會に於て授輿せられるべき三つの

出席競争トロフィーは、ユースティス出席競争トロフィ

ーの複製品とし、 1等は金鍍金、 2等は銀鍍金、 3等は

青銅製とする。（理、 40~41)

District and Special Dinners 

地謳別及ひ特別夕食會

地麗別夕食會の開催は哭勘されている。従つて、大會

事務局長は、使用し得る食堂、料金或は牧容人員等につ

いて各地匝ガバナーに知らしめるのであるが、最後の契

約はガバナー自身（或はガバナーの指定するもの）と、

ホテルの間で行うべきであり、國際事務局長或は事務局

はこれに闘し責任を負わないものとする。 （理、 27~

28) 

英連邦夕食會、イベロ・アメリカタ食會及びその他穂

ての夕食會も同様に開催すべきであり、國際大會事務局

長は同様に最終的取極めを行う責任者と協力するが、宴

會に於ける出席者数の保證については國際大會事務局長

及び事務局はその責任を負わないものとする。（理、 27~

28) 

理事會は前項に記した1927~28年度の理事會によつて

行われた地謳別及び地域別夕食會に闘する決定を再確認

し、且つ、これらの夕食會を開いた .I.めに生じた損害の

支彿には大會事務局長或はR.I．は一切責任を負わない

ことに同意する。（理、 48----49)

理事會は、 1948-----49年度に行った決定を再確認し、こ

れによって大會事務局長は、地謳及び地域夕食會の闘係

者が會場を獲得したり、食券を準備してこれを販賣配布

したりすることを援助すべきであるということに意見が

一致している。但し、財政上の責任については國際大會

事務局長も R.I．もこれを負わないものとする。（理、49

~50) 

Meetings of Past R. I. Officers 
前 R.I．役員の會合

國際委員會は、毎年次國際大會の都度、規定を設けて

パスト・ガバナー或はその他のR.］．の全役員を招いて

會合を開き且つ書食會その他の社交的な催しを計蜜する

よう提示されている。但し、これに要する費用は参加者

個人が負櫓すべきもので、 R.I．が支彿うものでないと

いうことを了解しておくべきである。このような會合を

開く目的は、かつてR.I.のために働いた人々が、公式

の賓格で薔交を暖め、再會の機會を造ることである。も

し十分の人数が出席している場合には、年度別に會合を

開くのもよい。さもなければ数年度分づ .I.まとめ、或は

全部いつしよに會合してもよい。（理、 41-----42)

Convention Proceedings 

國際大會議事鋒

第31回R.1．年次大會は、 R.I．理事會の監督の下に

R. I．の各國際大會の議事録を作製すること。又、この

記録は國際大會議事の逐語的記録である必要はないが、

すべての改正された條文、役員の選畢、その他國際大會

の事務的決定事項に闘しては慎賓で正確な記録でなけれ

ばならないことを決議するc

更に、この記録は理事會監督の下に正しく編集、印刷

製本されるべきこと、又、その場合理事會は自己の判斯

に基づいてこの記録の中に (1)大會プログラム、講演、討

論、報告等加盟クラプが興味を感ずると思われる事項を

組入れ、そして (2)R. I.の方針及び行動にふさわしくな

いと理事會が判断した講演、議論、討論又はその一部を

記録より除外すること、更に、

この印刷製本された國際大會議事録を一部宛無料で各

加盟クラプ及び理事會の決定する R.I．の役員及びその

他の人々に送付すること、但し、この無料配布する議事

録とは別に、理事會の定める債格を以て理事會の指定す

る人々に販賣するために餘分の冊敷を用意することが出

束ることを決議する＂ （ハバナ大會決議40~11)

編集： 理事會は事務継長に蜀して、國際大會議事録

の中に次の各項を掲載するよう指示している。即ち、大

會の簡箪な説明、すべての條文改正案と決議案の原文及

びそれらに闘する國際大會の決定、國際大會に於ける事

務的事項、翌年度のR.I．鰹常豫算、及びR.I．事務穂

長及び會計の年次報告。以上各項の内容は決議40---11に

合致していなければならない。（理、 53---54)

版櫂： 一ー大會議事録は、螢利會社が複製すること

がないよう版櫂所有としR • Iを保護しなければならな

い。（理、 27---28)

印刷及び頒布： 大會の議事録は各加盟クラブヘ無料

送付、及び事務穂長が必要とする人々に！曾呈するに足る

部数を印刷しなければならない。賣却すべきものは、議

事録印刷に要した賓費をつぐなうに足るよう、事務継長

によつて決定された憤格で頒布すべきである。（理、 50---

51) 

ConvenHons of R. I. 

R. I．の國際大會

年度

1910 

1911 

シ

ポートランド（オレゴン州） 8月21日ー23日

1912 デュールース（ミネソク州） 8月 6日～ 9日

1913 バ

ヵ

フ

場 所 時 日

ゴ （ イ リ ノ イ 州 ） 8月15日ー17日

ロ（ニュー・ヨーク州） 8月18日～21日

出席者数

60 

149 

598 

930 

1914 

l915 サンフランシスコ（カリフォルニア州） 7 月 18 日—?3 日

1916 シンシナティ（オハイオ州） 7月16日ー20日

1917 ア

1.918 カンサス・シティー（ミ ズ ー

1919 ゾール I・ ・レーク・
シティー（ユ

1920 ：トラテンティイノク；（こュー・ジャー面） 6月21日～25日

19?1 エテーィ ンパラ（フ、コットランド） 6月13日ー16日

1922 ロス・アンゼルフ．（カリフォ Il ニア州） 6月 5日～ 9日

1923 七ント・；しイフ．（：ズーリ州） 6月18日～22日

ヵ＋
，、（オンク 1) ：ダ面） 6月16日～？0日

19あクリープランド（オハイオ・1•I•I) 6月15日～19日

1924 

1926 デン

1927 オ

l92.S 

1929 ダ

1930 シ

1931 ウ

1932 

ヒ ュ ー ・ ス ト ン （ テ キ サ ス 州 ） 6月22日ー'26日

ミネアボリス（ミネゾク州） 6月18日～22日

シ

1933 ボ

1934 デ

1940,、

19!2 

19i4 シ

1948 

1953 パ

1954 シ

ステ

ア

ス

.‘
 ノ

ロ

ァ

ラ

プ

ラ

ヵ

ヵ

ン

ン

ァ

ァ

ン

ク（ジョージア州） 6月17日～21日

ド（ベ

ク

）し

リ州） 6月24日ー28日

ギ

+l・IJ 6月16日～2（）日

ー（コロラド 1•I•I) 6月14日～18日

-) 6月 5日～10日

ス（テキサス州） 5月芳日～31日

ゴ（イ

ン（オーストリア） 6月22日ー26日

ル（ワシントン州） 6月20日ー24日

ン（マサチュセッツ州） 6月26日～30日

ト（ミシガン州） 6月25日ー29日

1935 メキシコ・シティー（メ キ シ コ） 6月17日～21日

1936 Iトラ；ティイノクこ（ニュー塩．「ージ一） 6月22日～26日

1937 ニ ー ス（フランス） 6月 6日～118

1938 サンフランシスコ（カリフォルニア州） 6月19日～24日

1939 クリープランド（オハイオ州） 6月19日～23日

ナ（キ

ゴ（イ

リオ・デ・ジャネイロ （プ

リ（フ

リノイ 4•I•I) 6月23日～労日

ラ

ラ

ーバ） 6月 9日ー14日

1941 デンバアー（コロラド州） 6月15日～20日

ト（：ナダ・オンク贔） 6月21日～25日

1943 セントルイス（ミスキーリ州） 5月20日～24日

リノイ州） 5月18日～22日

1945 シ カ ゴ（イリノイ州）
5月31日． 6月 5日
~12日～19日

1946 ;トランテ 1ック:(ニュー］．i・↑・ージ-)6月 2日～ 6日

1947 サンフランシスコ（カリフォルニア州） 6月 8日ー12日

ジ ル） 5月16日～20日

1949 ニューヨーク（ニュー・ヨーク州） 6月12日～16日

1950 デトロイト．（ミシガン州） 6月18日～22日

1951 ；トラン了ィ｀／クこ（ニュー ]•I「ージ一） 5月27日～31日

1952 メキシコ・シティー（メ キ シ コ） 5月25日～29日

ン ス） 5月24日～28日

ル（ワシントン州） 6月 6日～10日

1，翠

1,989 

ふ591
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5,790 
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パストガバナ一宮 脇 冨 鐸

Constitutional Matters 

定款に闘する 事項

R.I．の定款及び細則は、 R.I．の組織上の規程で1910年

の大會で採欅され、以後の大會に於て改正乃至修正され

て束たものである。定款及び細則の本文は本書の未尾に

掲載してある。

大會に付議すべきR.I．定款及細則の改正案は、規定審

議會の閉催される前年の 4月 1日までにR.I．事務穂長に

送逹され、且つその寓しが同審議會の開催される前年の

5日15までに事務継長によつて各加盟クラプ幹事宛に郵

送されなければならない。・

1922年採拶されたR.I改正定款第4條第4項には、「既

に國際ロークリーに加盟を認められ、或は今後認めらる

べきクラプは、法規に抵肖蜀せざる限り、すべて本定款、

細則及びその改正を承認、批准し之に従がうと同時に之

等の諸規定を忠賓に守ることを承諾するものとする。」と

いうことが規定されている。

Club Constitutionクラブ定款

R.I細則（第 1條第3項）は次の事を規定する。

(a) 標準クラブ定款。

(b) 1922年6月以後に加盟を承認されたクラブはすべ

て標準クラプ定款を採用すること。

(C) 1922年6月以前に加盟を承認されたクラブは、こ

の標準クラブ定款及びその改正規定に準腺する以外

その定款の條項を嬰更しないこと。

(d) 標準クラブ定款を改正するためには大會の決定を

必要とすること。

(e) かくの如き改正はすべて自動的に、標準クラプ定

款を採用するクラプの定款の一部となること。

R.l細則に於ける以上の規定は、基本的な規定を各ク

ラプ間に於て同一にすることを目的としたものである。

標準クラプ定款の全文は本書末尾に掲載してある。

R.I．細則（第 1條第 3項(e)）には又、「R.I．理事會はク

ラブの定款を、國、州、又は省の法律及び習慣に適合さ

せるために必要な痩更を認めることができる」という規

定がある。

R.I．細則（第 1條第 3項）には更に又「特別の場合に於
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ては、理事會は出席理事の 3分の 2の多敷を以て、随時、

標準クラブ定款及びその改正規定に合致しない規定であ

つてもその規定がR.I．の定款及び細則の規定に背犯しな

い限りそれを承認することができると規定されている。

第 1條（名稲）及第 5條（厘域の限界）はそれぞれの

クラブによつて異るものであるから標準クラプ定款には

空欄として残されている。この 2箇條はクラプがR.I．に

加盟を許され、 R.l．理事會の承認を得て完成するもので

ある。同様に、この 2箇條を以後改正せんとする場合に

もR.I．理事會の承認を受けねばならない。

Club By-lawsクラブ細則

クラブの細則は、クラブの議決によつて採用し又は改

正することができる。 R.I理事會は標準となる細則を推

薦している。その全文は本書末尾に掲載してある。この

細則は、採用前に於ても採用後に於ても、その勢更がク

ラプ定款及びR.I．定款並びに細則に矛盾しない限り各ク

ラブによつてそのクラプの事情に適合するよう嬰更する

ことができる。但し、もし改正案に疑義がある場合には、

これをR.I．事務穂長に提出してR.I．理事會の審議を受け

るようにすべきである。

Only One Standard Club 

Constitution箪一標準クラブ定款

1. 現行のR.I．細則（第1條第3項）は、以後 (1922

年6月6日以後）加盟を許されるクラプはすべて標準ク

ラプ定款を採用すべきこと、及び、現行R.I．細則採用常

時存在せるクラブ定款は新しい標準クラプ定款と一致さ

せる場合を除き愛更してはならないことを規定してい

る。

2. 以前には如何なる‘‘標準’'クラプ定款があったに

せよ、現在に於ては標準クラブ定款は只一つであり、ロ

ス・アンゼルスで採欅されたものがそれである。1921年、

1920年、 1919年、或はそれ以前にせよ、常時“標準’'と

されていたクラプ定款の下に活動しているクラプは、同
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定款の下に活動しているもので、標準クラプ定款の下に

活動しているものと考えてはならない。言葉をかえて云

えば、このようなクラブは、現行の標準クラプ定款に開

連しては、以前に採用された定款の下で活動している他

のクラプと全く同一の位置にいるわけである。

3. 標準クラプ定款の下に活動するクラプは、大會の

決定なくしてその定款を愛更することはできない。他の

定款の下に活動するクラプは、理事會に於てその鬼更が

クラブ定款を標準クラプ定款に一致させると考えられる

場合に限り、 R.I．理事會の承認を得てその定款を慶更す

るることができる。理事會は、この種の幾更が全面的な

ものでなくとも、クラブ定款を一歩でも標準クラブ定款

に近づけようとする改正案には恐らく好意的考慮を彿う

であろう。（理、 22-23)

Rewriting the Constitutional 

Documents of R.I. R.I.の定款

に闘する文書の字句改正について

國際大會は次の如き決議を採拶し、理事會に到し、 R.

l．の定款に開する文書の字句改正及び議事手績の特別な

規定を準備するよう指示し且つその櫂限を輿えた。即ち

「R.I．の定款に闘する文書の字句を改正することが望ま

しい」と考えられ、且つ、

同文書の字句改正の仕事に常つては、 R.I．のために特

に議事の手績規則を準備し、その中に、 R.I．によって既

に使用されている特殊な手績規則はもとより、ロークリ

一世界のあらゆる場所に於て討論審議の際に使用してい

る根本的な手績規定を織込むよう注意を彿うべきである

が故に、

第37回年次國際大會に参集せるR.I．は、 1946~47年度

理事會が、 R.I．定款・細則委員會を通じ或は他の方法に

ょって、 R.I．定款の文書の改正を行い且つR.I．のために

特に議事の手績規則を準備する櫂限を輿えられ、且つ指

示されることを決議する。理事會はこの仕務を完成した

ならば、その勧告案を大會に提出し適常な措置をとらせ

るようにしなければならない。（アトランティック・シテ

一國際大會決議46~17サンフランシスコ國際大會決議47

~15により訂正）

1946年 7月、 R.I.理事會は、理事會を助けて決議 46

~17に規定されたR.I．の定款の文書の改正を行うべき、

8名からなる起草委員を任命した。

1947年 7月、理事會は會長が 3名の委員を再任命する

ことを認め、翌48年 1月、理事會は、 R.I．の委員會の任

期はR.I細則によつて 2箇年に制限されており、既に 2

箇年間その任にあった起草委員は1848-----49年度には委員

となる資格がなくなることを考慮し、起草委員に封し、

ロークリーの友ー4月琥

その活動に膳する最終報告を1948年6月30日までに提出

するよう注意を喚起した。

1948年國際大會は、起草委員の報告を各クラブに回送

することを要請する次の如き決議を行った。

「第39回年次國際大會に参集せるR.I．は、R.I．理事會が、

R.I．の定款の文書改正に闘する委員會の報告を、 R.I．の

全加盟クラブに封し、 1り48年 8月31日までに廻送するこ

とを決議する。」（リオデヂャネイロ國際大會決議48~4)

1948年國際大會は明らかに、起草委員會の最終報告に

ょって定款の文書改正の事業は完成されているであろう

との印象る持つていた。

起草委員會は1948年 5月に提出した最終報告に於て、

「委員會は未だその任務を完了せず、従つてこの報告は

本委員會が今日までに行った任務の進展朕況に開する報

告である。」と述べた。

理事會は(1948年 7月）、事務穂長に封し、 1948年（リ

オデヂャネイロ）國際大會が理事會に到し1948年8月31

日以前に全加盟クラプに同報告を回送するよう指示した

という理由に基づき、起草委員の報告を公表するよう指

示を輿えた。この指示は、定款の文書改正が完了してい

なかったにも拘らず賓行せられた。

理事會は(1949年 7月）、勝束のために、 1948年5月付

起草委員會の事業進展報告に注意を彿い、事務穂長に封

し、條項改正案を準備する人々をしてこの報告に注意を

彿わしめるよう指示している。これは、定款の文書を簡

素且つ明確にすることを常に念頭におきつ八條項改正

案の中に起草委員會の報告中の使用できる字句を挿入す

るようになすためである。

定款の中には未だ、重複事項とか、或る場合には既に

用いられないものや矛盾した規定とか手績が残っていな

がら、ロークリーの方針を構成している場合があるの

て、理事會は1954年 7月特別委員會として、定款再起草

委員を任命し、現在の定款の條文を簡箪明瞭にすること

を考慮しR.I．の定款を研究し、字句の改正を行い、又必

要とあれば手績規定或は（及び）慣例集をつくらせるこ

とになった。

Incorporation of Rotary Clubs 

ロークリークラブの法人化

1. 理事會は、ロークリー・クラブが法人組織となる

ことは概して望ましくないという意見であると述べてい

る。しかしながら、ロークリー・クラブが法人組織をと

る場合は、そのクラブは法人としての條項の中に、将来

改正せられることのあるものを含めて現在のR.I．定款及

び細則を同クラブが忠賓に守り且つ服従することをうた

った成句を含めることが勧告されている。

2. 理事會は、法人としての條項に劉し次の如き一般
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的な規定を承認している。

「本法人の名稲は、

法人 （州） （市）ロークリー・クラブと

する。

本法人は利益の追求を目的としない法人とする。その

目的とする慮は慈善と仁愛にあり、且つ、國際ローク

リーの目標を勘行、促進し撰大すると共に、國際ロー

クリー内に於て加盟クラブの闘係を保持するにある。

本法人が組織された慮の―----』)•Iiの法律の規定の許す

限りに於て、本法人は國際ロークリーの管轄に属する

ものとする。

本法人は、定款に列畢せる目的と矛盾せず、又、本法

人がその規定の下に組織されている 州の法律と

も矛盾しないような細則を採用する櫂限を有するもの

とする。」

3. 新しく組織された法人は、 R.I．と調和のとれたも

のとするために、その細則に、 R.I．が加盟クラブのため

に設けた標準クラブ定款及び細則のあらゆる闘係規定を

採用すべきである。

4. 法人の組織に闘する條項には勿論、その規定の下

に本法人が組織された州の法律の要求するその他の申立

陳述等を含まねばならない。

5. こLに示唆された規定は、法人化されたクラブが

R.I．の加盟クラブでありたいという明らかな目的にあら

ゆる聾柑に於て、矛盾せざる限り愛更してもよいものであ

る。

6. 現存のクラブがこれらの條件に従って法人として

組織された場合、同クラプは、 R.I．との闘係に於ては何

等愛化なく、以前のクラブの継績にすぎないことを認め

るべきである。

7. 事務穂長は、理事會に代つて、すべての法人化申

込に到し裁決を下し、更に方針を明らかにする必要のあ

る特殊な朕況の場合にはこれを運営委員會に付議するよ

う要請されている。（理、 40---41)

Corporate Seal of R. I. 
R. I.の印章

事務穂長はR.I．の印章を保管するものとする。事務総

長は、理事會によつて正しく承認されたR.I．の加亜證全

部に封し、又、その他R.I．の正規役員の署名ある書類で

捺印を必要とするすべてのものに到し印章を押す櫂限を

白瀬中尉の南極探検横演RC 稗部健之助

白瀬中尉は若い時から探検に趣味を持ち、日清戦争直

後時の上官であった兒玉少勝（後の大将）の賛同を得て

時期の来るのを待って居たのであるが、明治39年兒玉大

勝死後、乃木大将の援助を受け朝日新聞又 4萬闘の援助
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有する。事務穂長は、 R.I．會長の承認を得て、本決議中

に規定される櫂限の一部又は全部を文書によつて随時事

務次長に、或は文書を以て彼の指名した事務次長代理に

委任する櫂限を明白に有している。（理、 32--33; 39--40) 

Limits of Constitutional 

Authority of Clubs 

定款によるクラブの櫂限の限界

事務線長は、 R.I．定款及び細則或は國際大會の決定に

よつて特に禁ぜられていないという理由で、他の園髄に

連合したり或は會員を加入させたりする櫂利があると信

じている或るクラプの事態を提起した、そして事務線長

は、「クラブがこのような行為をなさゞるために一々禁止

條項を設けなければならないか」という質問を理事會に

装した。依つて、ロークリー・クラブはその行動の範園

については、クラブ定款及び細則の規定により、又、

R.I．の定款及び細則の規定により、更に、 クラブ及び

R.I．の定款細則に調和する大會及びR.I．理事會の決定並

びに判定によつて制限を受けるということに意見が一致

した。他の言葉で説明すれば、ロークリー・クラプは之

等の文書からロークリー・クラブとしての事を行う櫂限

を得るのであり、これらの文書によつて直接、間接にク

ラブに輿えられる描限のみを有している。従ってクラブ

は、これらの文書或はその解繹の中に見出されない事柄

を行う櫂限はないのである。更に、ロークリー・クラブ

の定款及び細則が會員の義務に闘する規定を有する以上

それ以外の義務を會員に課することは、このような附加

義務の負捲を許すことができるように、前以てその定款

及び細則の改正を行わない限りたとえ過半敷の投票によ

つても、できないのである。（理、 24--25)

Club Membership in Other 

Organizations クラブか他の園

骰に加入すること

R.I．の地方箪位として、クラブは他の如何なる園髄に

も加入すべきでなく、又、他園髄の會員としての義務を

負うべきものでない。クラブの役員及び委員が他の圏髄

の役員や委員と會議を開くことはよいし、又そうせねば

ならぬ場合もあろう。が、しかし、クラプを束縛する櫂

限はない。（ダラス大會決議、 29~12、第 1部、第2條）

を輿えたが其の後は獨力にて資金集めに奔走し漸く 12萬

園を得て明治43年11月芝浦を出褻したが、ソリに使う犬

が赤道通過後大部分死んだので引返し、翌44年再び船員

共27人乗込んで南極に達し 5名上陸 9日間に75里行進し

たがそれ以上は糧食不足の為危瞼を感じ、日本國領土の

標柱を建てい｝l返したのであります。
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MANUAL OF PROCEDURE 
手績要覧（第15回） R.I. Pamphlet No. 35 

パストガバナ一宮 脇 冨繹

Legislat:ion at: Convention 

大會に於ける立法 (1)

國際大會はR.I．の立法機闘であな國際大會に参集

したクラブの代表者がこの圏胞の規則と方針を決定する

のである。立法に闘する事項についての國際大會の決定

は、條例制定enactmentsと決議resolution豆の形をとる。

Enactments 

條例制定

R. l．定款及び細則若くは標準クラブ定款の規定改正

は條例制定という形をとる。條例制定を提案し得るもの

は、加盟クラブ、地匿大會、参事會又は匝域箪位の大

會、規定審議會及びR.I．理事會であるc

條例制定案は、規定審議會の開かれる前年の 4月 1日

以前にR.I．事務穂長に到し提出されなければならな

い。而して事務継長は、か入る提案の寓しを全加盟クラ

ブの幹事に封し規定審議會の開かれる前年の 5月15日以

前に郵送すべき責任を負うている。

Resolutions 

決議
R. I．定款及び細則若くは標準クラプ定款を改正する

•ことなしに箪に大會の意見を表明し或は方針又は手績を

設定若しくは取消す慮の國際大會の決定は決議という形

で行われる。

決議案を提案し得るものは、加盟クラプ、地匪大會、

参事會又は福域限位の大會、規定審議會、國際大會々

期中に開催される特別協議會若くは正式に承認された會

議、國際大會委員會及びR.I．理事會である。

すべての決議案は、文書を以てR.I．事務総長に提出

されなければならない。決議案を提出する際に前以て豫

告するのが習慣となつている。然しこれは定款及び細則

の規定によつて要求されている繹ではない。

Booklet of Proposed Legislation 

「立法案集」

理事會は、條例制定案及び決議案を載せた小朋子を一

部づつ、各加盟クラプの會長及び幹事、 R.I．全役員及

び全委員、及びその他「本部彙報」受領者全部に劉し、

配布することを承認した。各クラブ及び地匪大會に於て

30 (2ii2) 

も申込次第入手できるし、又國際大會々期中にも利用で

ぎることになつている。 （理 38-39)

事務穂長は、毎年國際大會で提案される立法案を英語

その他必要と判断される國語で印刷して小冊子をつくる

櫂限を輿えられている。 （理 40--41)

理事會は、制定案或は決議案に開連して提案者その他

から寄せられる補足的説明は、 「立法案集」刊行に封し

て背景的知識として役立つものと認めてそれを受付ける

が、必ずしもそのま叶司朋子の中に印刷するとは限らな

ぃ。（理 53-54)

Council on Legislation 

規定審議會

規定審議會は國際大會の一部として開催されるのであ

るが、 R.I．細則 8條の規定により約260名の議員から

構成される。本審議會は、すべての立法案を審議決定し

その結果を國際大會に報告し、最後の措置を代表者の決

定に委ねる。

Rules of Procedure for 
Council on Legislation 

規定審議會の手績規定

審議會は毎年開會剪頭その手績規定を決定するのであ

るが、 1954年度審議會の採用した手績規定は以下の通り

である。

1． 審議會の召集と共に先づ第一になすべき行事は、

各出席者が提出すべき信任朕を慮理すべき信任朕委員を

議長が任命することである。

2． 信任朕を信任朕委員會は検査し正営と認たうえそ

の結果を審議會に報告する。

3. 審議會の議員は、議員として報告され議席を輿え

られた以上、會期中は議員であって代理を任命すること

はできない。

4. 第二になすべき行事は、手績規定を決定し、審議

會が審議すべき事項の順序を考えることである。議長は

委員を任命してか Lる手績規定及び審議順序について拗

告を行わせてもよい。

5. R. I．細則第 7條第 1項(e)に定められた討論規定
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は湘議會の議事にも適用される。

討論制限 討論に際し各ロークリアンが殺言する描利

は異議申立を除き、同一議題について同一日に 2回を超

えてはならない。但し、同一議題に封して未だ稜言しな

いロークリアンが殺言を求める場合は、 2同目の殺言は

之に謡るものとする。日程に規定された勘合及び過半敷

の投票により承認された場合を除き、ロークリアンの國

際大會に於ける陵言は 5分以内とする。

6. R. I．定款及び細則若くは審議會の採用せる手縦

規定に定められていない手績に闘しては Hobert'~ Rule 

-of Order によるものとする。

7. 條例制定案或は決議案の提案代表者に劉し、たと

えその代表者が審議會の委員でなくとも討論の特楷が輿

えられる。但し、この特櫂に同制定案若くは決議案の審

議に限られ、この代表者は 5分間にわたりその提案とし

ての見解を公式に陳述することを許され、 1酋おその上3

分間の討論時間が輿えられている。この 3分間は同問題

討論中なれば何時用いてもよい。

8. 審議會は議員の 3分の 1の出席を以て定足敷とす

る。各議員は表決に付される各議題に到し各 1票を投ず

る櫂利を有する。

9. R. I．會長が審議會議長を任命し自己の職務を代

行させる場合は、會長は何時でも再び議長の椅子につく

ことができる。

10. 審議會事務局長はR..I．の事務局職員の中から代

理乃至助手を任命することができる。

11.審議會の議事は、國際大會議事録の一部として印

刷できるよう記録するものとする。

l2. 審議會は全棚として委員會に移行し、他の委員會

から審議會に報告を行うという場合もあり うる。委員會

に於ける討論は記録されないが、事務局長は艤事のメモ

をとり、審議會に到し委員會が報告を材料にすべきであ

る。

13. 審議會の起草委員會は次の如き方法によつて選ん

だ1名の委員長と 4名の委員から成る。即ち、審議會議

長は議員の中から委員長 1名と委員 4名を指名し、更に

議場よりの指名を求める。若し議場よりこれ以上の指名

が行われない場合には、審議會議長の指名した者が自動

的に選ばれたことになる。もし、これ以上の指名が行わ

れた場合には、選畢は投票によつて行われる。審議會議

長或は議長によつて審議會の報告を國際大會に行うこと

を命ぜられた者が、委員でない場合には戦描による起草

委員となるものとする。

14. 審議會の報告を他の委員の援助を得て國際大會に

提出すべく準備することは起草委員長の任務である。而

してその場合、委員會はすべての制定案及び決議案の本

文が一定の形式及び規定に適つたものかどうかを深重に

ロークリーの友ー 5月眺

調査し、委員長はそれに闘して審議會に助言することに

なつている。

15. 審議會は國際大會會期問随時開くことができる。

16．これらの手績規則は、一旦審議會によつて採用さ

れたならば、出席議員 3分の 2以上の投票によるのでな

ければ停止若くは改訂することはできない。

Method of Proposing 
Legislation 

立法案提出の方法

立法案はすべてR.I．定款及び細則若くは標準クラプ

定款の規定に合致した忍のでなければならない。又、現

存の定款の規定或は今なお効力を有する國際大會の決議

の規定と重複してはならない。

もしクラブが國際大會に封し立法案を提出しようとす

る場合は次の手績に従うようにしたい。郎ち、問題は先

づクラブ例會に於て理事會によつてクラプに提出されな

ければならない。もしこの制定案或は決議案がクラプに

よつて採澤されたならば、この案が何月何日の例會にお

いて正式に採欅されたものであるということを證明する

クラブ會長及び幹事の署名した書翰を添えてR.I．事務

穂長に送付する。もしこの證明書に、この立法案を提出

するに至った事情についてその理由や事賓をくわしく述

べ、注意深く作成された説明書がついていたら大いに役

立つであろう。

地厘大會に於て、図際大會に劉し條例制定案或は決議

案を提出することに意見が一致した場合は、ガバナー及

び地匿大會事務局長がR.I．に封して行う地匝大會公式

報岩の中に含まれるようにしなければならない。

R. I．細則（第8條）には、 「すべての制定案は事務

継長を通じて規定審議會に送逹される。但し、理事會は

條文を個々に調査し、定款細則委員の意見を徽したる上

すべての制定案の不備な胃州は之れを提出者に指摘する。」

と規定している。

R. I．細則には又（第8條）、「理事會は、すべての決

議案につき條文をいちいち調査し、その結果國際ローク

リーの規構内にあることを認めたものを事務穂長より審

議會に送逹させる。理事會が定款細則委員の意見を徽し

た上、匝際ロークリーの規構にはずれたものと判斯した

る場合は、その旨を審議會開會前に提出者に通知し、か

Lる決議案は審議會又は國際大會に送逹しない。但しそ

の提出者が豫め審議會議員の 3分の 2の承認を得ている

場合に限り審議會及び大會に付議することができる。」と

規定している。

理事會は、會長及びR.I．事務穂長に封し、理事會に

代つて、 R.I．細則に規定せられた前掲の手綾に則り、

すべての立法案を調査する櫂限を輿えた。 （理 51-f>2)
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立法案は次のような様式で提出する習慣になつている

制 定案

題目 ．一

提案者＿ ＿ 

第＿同年次國際大會に参集せる R.I.は、． （定

款細則等改正すぺき文書を示す）、第條、第項の

規定を、 ＿＿、第＿條、第一項のー一ー という字句

を消し次の字句を入れることによつて改正すること

を制定する

---・- - （新しい條項）

注意：（制定案にはその目的、之れを支持する事

項を簡潔に述べたものを添えるべきである。）

決議 案

題目 —-----
提案者＿．—＿--．-

第＿回年次國際大會に参集せる R.I．は次の如く決

議する。

（以下決議案文）

注意：（決議案にはその目的、之れを支持する事

項を簡潔に述べたものを添えるべきである。）

Memorial to Board 

理事會に封する陳l胄
クラプ或は（地謳）大會は、國際大會に到し條例制定

案若くは決議案を提出する代りに、問題をR.I．理事會

に提起し理事會をして適常と認められる決定を行わしめ

ることによつて目的を達することができるのである。

Text of 1929. (Dallas) Convention 
Diqest of Covention Resolutions 

1929年（ダラス）國際大會に於ける
決議摘要文

29年度ダラス國際大會は、 1911年より 1924年に至る間

にR.I.によつて採拶された種々の決議の次の如き摘要

を採擦し、原文決議を取消した。

決 翌
p疾 29--12 

現在までに採欅された諸決議の摘要を集めて之れを採

拶し、決議原文を破棄する。

1911年より 1924年に至る間に、ロークリー國際大會及

び理事會によつて採拶された種々の決議文を便利な形に

集めることは、 R.I.の役員加盟クラブ及び個々のロー

クリアンが之等を利用する上において望ましいことであ

るがら、第29回年次國際大會に参集せる R.I.は次の如

く決議する。

32 (264) 

l． 既に言及し、又後に列果する決議はこれを破褻し

その代り以下に説明するその摘要を採澤する。

2. ＿1→．述の摘要は、定款及び細則に定められたR.I. 

の基本的な規定を補うものとして、極めて強力且つ効果

の強いものである。

8. R. I．理事會は、上述の摘要をR.I.の方針、先

例及び慣習を示すものとして疲表するよう指示される c

4． 後に列畢しておらず又、正式に採探されたもので

あつて未だ破棄されていない決議は、完全に効力を有す

るものである。

5. 上述の摘要は次の如きものである。

（以下、 R.I．大會及びR.I．理事會によつて採欅さ

れた諸決艤の摘要である。）

第 條 R. I.に開するもの

第 1項 R. I.の公式の徽章は、 6本の輻と24の輪臨

と1個の軸頭を持つた歯車である。 1個の輪歯が各輻の

中心線上にあり、輻と輻の中間には 3個の輪臨がある。

輪歯は、下に掲げる表の寸法の比例によつて造られてい

る。 ‘‘RotaTyInternational "の二つの文字は輪縁のく

ぼんだ慮にある。輪をふちで立て Lみると、 “Rotary''

の文字は上部のくぼみに輪臨 5個分の長さに現れ、

''International" の文字は下部のくぽみに輪臨約 9個

半の長さに見える。この二つのくぼみの間に、雨側に文

字のないくぼみがある。これら四つのくぼみ中どの二つ

の間隔忠下記比率に従つて 2箪位であり、又、くぼみと

内外の輪縁との間隔は 1½輩位である。輻は先細で斯面
は楕園形である。輪が “RQtary" の文字を上にして立

つている時は、向い會つた二つの輻の中心線は輪の縦の

直径を形づくり、回轄最高所に逹した軸頭を雨断するこ

とになる。輪歯の雨側面は外側に梢ふくれておる。従つ

-c輪臨と輪歯の間の空間は機械的に全く正確というわけ

ではない。正確な設計の比例は次の如くである。

箪位

全骰の直鰹・・・・・•.．．，．．．．．．．．．．．．.．．．．．· ・61 

中心から輪歯の基部まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

輪縁の幅（内端から輪臨の基部まで）・・・•-．．．． 8-1 
2 

輻心の崖径・•.．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· ・ ・12 

軸の直枢・・・・・・・・・・・・・・・・・・` • •'• •........... 7 

幅

輪縁と合する黙に於ける輻•.．．．．．．．．．．．． 5,

軸の中心に於ける輻・・・...........-.・.. •.•.. 7 

軸頭の垂直面

幅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1¾ 
深さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'•.．．．．．．．·.·.·.. •.. 7 

8 

輪歯

基部の幅・・・・・・・・・・・・ 4上
4 

r.rHE RO'l'ARY-NO-TOMO, 

先端の幅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高さ

文字

くぼみの幅・・ .......................... 1 a-
2 

文字の高さ・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4

輪を一層奉仕の象徽たらしめるため上の説明に軸頭が

加えられたことに注意すべきである。その上、．輻の位置

も定められている。このロークリー輪の記述の礎更は

既に浚行した許可書には影響しないことになつているし

然し、許可書は出来るだけ速かに軸頭を人れるよう痩更

しなければならない。襟ボクンの場合は小形である為軸

頭をこの中に入れる必要はないことに了解されている。

ロータリーの色は徽章の中に次のように取り入れられ

ねばならない。即ち輪全髄としては金色でなければなら

ないが、輪縁の四つのくぼみの部分は濃宵色とする。<

ぼみの “Rotary" と •'lnternational "の文字は金色で

表わし、輻心と軸頭は空白のま q箋しておくのである。

第2項 次の物にロークリーの徽章を使用することは

認められている。

(a) R. I．若くはその加盟クラブの使用するすべての

用紙及び印刷物。

(h) 公式のロークリー旗。

(C) ロータリー國際大會及びその他すべてのロークリ

ーの公式の集會に用ゆる徽章、旗、装飾並びに印刷

物、 R.I．及び加盟クラブの備品並びに造作。

(d) 加盟クラブの道標。

(e) ロークリアン及びロークリーに闘係ある婦人の着

用する襟章。

次の如き使用は不正である。

(a) 商品の商標或は特別の品質を表示するための使用

(b) 他の徽章或は名栂と結合して使用する場合。

(c) ロークリアン個人の商業用便箋或は名剌に使用す

る場合。

(d) その他商賣の為に使用する場合。

次の如き徽章の使用は認められてはいないが許される

であろう。

ロークリアン及びその家族の個人的に使用する物品

及び彼等の差出す季節の挨拶朕に使用する場合。

次の如き使用は阻止する。

ロークリアンの事務所の戸や窓に使用する場合。

第 3項 R. I.の色は涙宵色及び金色である。

第 4項 ロークリーの公式旗は、白地の中心にロー玖

リーの公式徽章を入れたものである。

輪全髄は金色、縁のくぼんだ四つの部分は濃青色でな

ければならない。＜ぼみの "Rotary" 及び ••Interna

tional"の文字は金色、輻心と軸頭は白色であるっクラ

ブ旗としてこの旗を掲げるクラブは、大きな青色の文字

l
-
4
1
_
2
 

,~14 
で輪の上部に “RotaryClub"の文字を、又輪の下部に

都市、州、省或は國家の名稲を記入することが出束る。

第5項 ロークリーという名稲の使用制限ー一定救及

び細則又は年次國際大會の決議、或はR.I．理事會等に

よつて認められたものでない限り、 “Rotary Club "、

·• Rotary I nternational ” 、“Rotary"或は “Hotari-

an" 等の文字の使用は禁止されている。従つて、加盟

クラプ及び個々のロークリアンはすべてこの規定に従わ

ねはならない―'

第 6項如何なるR.I.の役員も、その属する他の圃

閥に於ける地位に闘連してその•R. I．役員としての稲琥

を印刷することはR.I．理事會の同意がない限り許され

ていない。

第 7項大きな災害が起つた場合、 R.I．理事會はそ

の事態について研究し、時宜を得た適切な殺表を行うも

のとする。災害に際して他に救渭事業を行う機開がある

場合には、 R.I.は特別にロークリー救洲資金を募集す

るという習慣はない。赤十字或は他の責任ある機闘が事

態に應じようと努力している場合には、ロークリアンは

之等機闘えの寄付割常を確保できるようその地方支部を

援助し、これら機闘の要話に氣前良く且速急に應えるよ

う勧告されている。このような機開が存在せず、ローク

リー・グラプ或はロークリアンが災害地のクラプヘ直接

義捐金を送ることを欲する場合は、これらのクラプが寄

付金を受け入れる立場にあり且つ喜んで之れを受取るよ

うであればそのように直接送つてもよい。

第8項 何か特定の行動によつてその保證を進めるこ

とが出束且つそれを望むのでない限り、 R.I.は如何な

る計画運動にも賛成しない。

第 9項出席競争（本書 Attendanceat Olnh Mr-

etings 「クラプ例會に於ける出席」の項参照）

第10項國際大會出席競季。

毎年の國際大會に於て加盟クラブは、國際大會出席競

争に参加しているものと見倣されている。而して 1、2、

3等を得た 3クラプにはそれぞれトロフィーを授輿せら

れる。 トロフィーを授輿するには次のような方法によっ

て順位を決定する。自Ijち、國際大會直訛の 4月 1日現在

のクラブの全會員敷（名巻會員を除く）に豊すする國際大

會出席者数の百分比に、國際大會開催都市とクラブ所在

都市をつなぐ普通の交通機闊による哩敷をかけ、その穂

敷の最も多いものから順にそれぞれ 1、2、3等となるの

である。國際大會毎に授輿される三つのトロフィは R.

I. から提供されるので、そのトロフィーは永久に授輿

されたクラブの所有となる。

第11項 ロークリー創立記念日。各ロータリー・クラ

プはロータリー創立記念日 2月23日に最も近い例會日

にこれを正しく祝う式を行うよう勤告されている。

,,ークリーの友ー 5月眺
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バストガバナ一宮 脇 富訳

Legislation at Convention 

大會に於ける立法 (2)

第 2條

加盟クラブに関する事項

第 1項 クラプは他の圏髄と合併してはならない。加

盟クラプはR.I．の一つの地方箪位として、他の如何なる

腿鳴の一員となったり、一員たる責任を執つてはならな

ぃ。クラブの役員及び委員は他圏髄の役員や委員と協議

してもよいし、又、それが望ましいと考えられる場合に

は協議すべきであるが、クラプを束縛する櫂限はない。

第2項如何なる事項に闘しても、他のロークリーク

ラブの協力をえんとする加盟クラご性ー、先ずそれぞれの

地匝がバナーに劉して、その目的と計叢を提出しその承

忍を得なければならない。

第3項如何なる加盟クラプも、先すR.l．理事會の承

認を受ける迄は、他のロークリークラプ或はj固々のロー

クリアンから、財政的核t助を求めてはならない。

第4項加盟クラプは、そのクラブ刊行物の名稲の一

部として「ロークリアン」の文字を使用することは遠慮

すべきである。

ー第互項身閥障害兒童． R.I．は各加盟クラプに鉗しそ

れぞれの都市に於て人道的奉仕を行う機會となるものと

して、身髄障害兒童に封し身髄匡正及び必要な場合には

外科治療及び教育等の事業を行うよう勘告している。

第 3條

個々のロークリー會員に闘する事項

第 1項 ロークリークラプの會員たる資格は 1個人に

属するものであつて、個々の會員が代表する會祖又は法

人のものではないと考えられている。

第2項 ロークリークラプを訪問するにあたりローク

リー會員は、個人的にまだ知られていないクラプに出席

する場合には、ロークリー會員證明證を提示して自己を

紹介するものとする。

第3項 クラブ或は個人會員に招待せられた場合以外

は、訪問する會員は、ロークリーの慣習に従つて畳食乃

至夕食の食券を各自が購入するものとする。

第4項 ロークリー會員は、他の奉仕クラプに入會す

ることによつて各自の闘心や精力を割くことは慎しむよ

36 (388) 

う勘告せられている。

（摘要終り）

6 こLに取消となった決議は次の通りである。

ロークリー網領に闊する1911年及び1912年に採捧せられ

た決議。

徽章及び色に闘して1912年に採欅せられた決議。

會員資格は個人のものであつて會社のものではないとい

う問題に闘して1912年に行われた國際大會決定事項。

ロークリー旗に闘して1914年に採澤された決議。

訪問するロークリー會員は會費を自辮すべきことに闘し

て1914年に採拶された決議。

ロークリー創立祝賀及びその期日に闘して1914年に採捧

された決議。

ロークリー道徳信條の装表に闘して1915年に行われた國

際大會決定事項。

クラプ刊行物が「ロークリアン」という名稲を使用する

ことに開して1915年に採欅された決議。

會員證明票の提示に闘して1917年に採欅せられた決議。

商用の便箋に徽章を使用することに闘して1918年に採欅

せられた決議。

クラプ相互間の協力に開して1918年に採澤せられた決

議。

出席競争トロフィーの授輿に闘して1919年に採澤された

決議。

ロークリーが他の圏艘と非承認の提携を行うことに開し

て1919年に採探せられた決議。

計蜜及び運動の保證に闘して1919年に採欅せられた決

議。

類以団体に入会することに関して1919年に採択せられた

決議。

公式の徽章に闘して1921年に採揮せられた決議。

クラプが他のクラプに射し財政的援助を求めることを禁

止することに闘して1922年に採揮せられた決議。

出席率計算に闘して1922年に採擦せられた決議。

「同一週間内に」という明確な字句に開して1922年に採

擦せられた決議。 (1927年の國際大會に於て取消）

身髄障害兒童援護事業に闘して1922年に採揮せられた決

議。

THE ROTARY-NO-TOMO 

ロークリーの徽章、「ロークリークラプ」という成句及

び「ロークリアン」という文字の使用を制限すること

に闘して1923年に採欅せられた決議。

出席競争の慎の意味に闘して1923年に採擦せられた決

議。

大災害に際して救渭を行う場合の手績の様式確定にと開

して1922年に採擦せられた決議。

ロークリークラブがR.l．の一員であるま i..R.l．以外の圏

髄に加盟することはロークリー既定方針に反するとい

うことを規定した多年有効であった理事會の規定事

項。

（上掲の決議の全文は闘連國際大會の議事録及び1928

年版「手績要覧」に載つている。）

（決議29-12終）

Status of Convention 
Resolutions, 1910-1942. 

1910年から1942年に至る

國際大會決議の状況

クリーブランド國際大會に於ける決議の編纂： 1925 

年現在に於て、 1910年から1924年に至る間に國際大會で

採欅された決議は敷百に及んでいた。

1925年クリープランド國際大會は決議25-17を採澤し

たが、その決議に於て國際大會はこれらの決議の内約を

列畢し、それらの決議が「R.l．定款及び細則に組入れら

れている基本的な規則を解繹し且つ補足するものとして

十分の効力を有する」ものであることを宣言し、又、同

時に、これ以外の 187の決議にすべてその目的を果たし

たものであつて最早R.l．の役員若くはクラプに劉して拘

束力を有しないものと考えられる旨宣言した。

ダラス國際大會における決議の編纂： 1922年、ダラ

ス國際大會は決議29-12を採揮し、クリープランド國際

大會の決議25-17に於て有効なものとして列畢された約

25の決議の原文を取消し、その代りとして、その決議の

摘要即ち編纂を行った。 (1929年に編纂された決議は原

書104-107頁に殺表せられている。）

Survey of Convention 
Resolutions. 

國際大會決議の調査

1941年 デンバー國際大會は次の決議を採探して、理

事會が随時、或る種の國際大會決議を既に有効ならずと

決定することができるようにした。即ち、

「第32回國際大會に参集せるR.I．は、今後R.I．理事會が

随時、國際大會で採擦せられ現に有効な決議の中で、ど

の議が儀養的なもの或は一時的なものであると考えられ

る、か或はどの決議が後の立法によつておきかえられも

ロークリーの友ー7月読

はや有効であると考える必要がないか或はその決議が採

擦せられた國際大會の議事録以外には手績要寛或は他の、

R.I．の刊行物に稜表する必要がないかどうかを決定し、

かくの如き決議に基づく理事會の決定事項の報告は會長-

若くは事務穂長によつて、この決定事項の行われた年度-

の終末に於ける國際大會に到する報告書で加盟クラプに

報告するという了解の下に於て行うということを決す議

る。」（デンバー國際大會決議、 41-8)

1941-42年度理事會は、前掲の決議41-8に則り、國・

大會立法の調査を行った上、事務継長に劉し、事務際総、

長年次報告に次の各項を含めることによって、理事會の・

決定事項を42年トロント國際大會に於てクラプに注意さ

せるよう要請した。

「理事會 (41-42) は、 1941年デンバー國際大會の決議

41-8 に従い、現に有効な決議中で、どの決議が儀護的•

な或は一時的なものと考えられるか、或はどの決議が後

の立法によつておきかえられたと考えられ、もはや有効・

であると考える必要がないか、或はその決議が採擦せら

れた國際大會の議事録以外には手績要覧或は他のR.I．の・

刊行物に獲表する必要がないかどうかを決定するために

國際大會決議の調査を行つた。」

「この有効な決議の調査を行った結果、理事會は、これ

らの決議中で約25の決議は、まだ充分に賓行されていな

い決議であるか、若くは、 R.I．定款及び細則或は標準ク

ラブ定款に示されているR.I．の基本的な規則を解繹補足

する方針或は手績を確立するものであり、徒つて今後と

も有効な決議であることを決定した。理事會は事務総長

に封し、かくの如き決議の原文を手績要覧に（パンフレ

ット35琥）に殺表して、加盟クラブの啓蒙と指導に資す

るよう指示を輿えた。」

「調査中の敷個の決議はR.I．の定款の改正を是認し、又

R.I.B.I.の定款の改正を承認しているから有効である。

しかし理事會は、それらの決議はそれが採澤された國際

大會の議事録以外には殺表する必要はないと決定した。」

「調査中の残餘の決議は約50あるが、いずれも、儀禍的

な或は一時的な決議であるか、若くは採欅後の立法によ

つて充分に賓行されているか或はおきかえられている決•

議であることが理事會で稜見された。従つて、理事會は、

これらの決議が既に目的を逹成しており、もはや有効で

あるとは考えられず、従つて、それらの決議が採擦され

た國際大會の議事録以外には狼表する必要がないものと

決定された。」

國際大會決議調査の全文は、この調査で研究した決議

全部の番琥と共に、 1942年6月のR.I・理事會の記録及び

手績要覧 (1942年10月褻行のもの）に載つている。

理事會 (1945-46) は、「R.I.役員及び中央事務局保

員のロークリークラプに財し事務奉仕についての説明」

(359) 37 
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を採澤した決議42-16は1時的な性質のものであり、且

つ既にその目的を逹成したものであると決定し、従つて

決議42-16はもはや有効でない旨を宜言した。

理事會 (1951-52) は、決議40-15「世界闘争渦中の

ロークリー」及び決議42-28「世界戦争中のロータリ

一」は、既にその目的を逹成し、もはや有効とは考えら

れず、従つてこれらの決議の採澤された大會の議事録以

外のR.I・刊行物にはこれを装表する必要がないことに意

見が一致した。 1953年5月、理事會はこの決定を再確認

している。

Resolutions in Force and Effect.鼻

現に有効なる決議

理事會 (41-42)が、その決議調査に於て、現に有効

であると考えられ、従つて手績要覧に殺表すべきである

ということに同意した（而かもその後大會によつて取消

されていない）決議は次の通りである。

23-34。社會奉仕活動に開するロークリーの方針。（原

書 38頁ー40頁）

26-6。1923年國際大會の決議23-34の言句を多少愛

更するの件。（本決議26-6に採拶せられた決議中の言

句の斐更は決議23-24の本文中に組入れられている。原

書38-40頁参照のこと）

27-16。R.I．の前役員、前理事、前地麗ガバナー、及

びR.I.の國家若くは匿域箪位の前會長及び前地謳委員長

に封し、大會に際して特別な大會バッヂと座席を輿える

件。 (53頁）

29ー10。1931年或は1932年の國際大會をアメリカ合衆

國外で開催し、その後は少くとも 4年に 1回はアメリカ

合衆國外で大會を開催するようにすることを勧告するの

件。 (48頁）

29-12。これまでに採擦せられた種々の決議の摘要を

採欅し、もとの決議を暖棄するの件。 (104-107頁）

32-26。R.I．の年次計画を規定した1925年採擦の決議

を削除するの件。 (128頁）

33-25。如何なる言語を補助言語としてひろく使用す

べきかを決定する世界的會議を開催するか或は少くとも

その組織を進め、且つ世界各國がこの選ばれた言語を學

校で授業するよう公式に規定するか或は勤告する計画を

装展させる櫂限を理事會に付輿するの件。 (98頁）

33-46。10萬ドルを超えない範園で餘剰資金を以てこ

れを必要とするクラプに特別な援助を輿え、ロークリー

のプログラムを縮少することのないようにする描限を理

事會に輿えるの件。 (89頁）

33-47。現在各クラブがR.I．に支彿つている人頭料金

の額は愛更すべきでないという本國際大會の意見を表明

するの件。（人頭料金の増額の規定した條文改正案52-9

38 (8OO) 

によつて腹止。決議33-47の全文は1933年ボストン國際

大會議事録にある。）

34-16。國事に於けるロークリーの方針の説明 (126

頁）

36-15。社會奉仕活動に於けるクラプの協同動作に開

する決議23-34の本文を明確にするの件。（決議36-15は

決議23-34の第4項を改正した。改正せられた決議23-

34の全文は38-40頁に載つている。）

36-17。國際補助言語協會の目的に封するR.Lの開心

の表明及びロークリークラプの國際補助言語への興味の

喚起。 (98-99頁）

38-24。R.I．會長は連績3年以上同一國家から選ぶペ

きでないという感情を表明するの件。 (9頁）

38-31。ロークリー基金の 1部として資金をあつめる

運動に開する件。 (9頁）

4(}-10。國際大會出席トロフィーの授輿方法の嬰更に

闘する件。本決議は決議29-12の第 1條10項を改正し

た。（決議29-12の改正本文は105頁にある。）

4(}-11。國際大會の議事の記録、編纂、及び出版に闊

する件。 (55頁）

41-7。出席競季規定及びその改正條文全部を 1冊に

まとめる件。（現在施行中の出席競季規定の全文は14-

15頁に載つている。）

41-8。或る種の國際大會決議をもはや有効でないと

決定する櫂限を理事會に付輿する件。 (107頁）

Resolutions Adopted Subsequent 
to 1941-42 Survey. 

1941-42の決議調査以後

採揮せられた決議

次に掲げる、現在有効な決議は、 1942年及びそれ以後

の國際大會に於て採搾せられたものである。
シニア•アクテイブ

42-17。R.Lの現又は前役員は長老會員になることが

できるようにR.I.B.l.の定歎を改正することに鉗して、

大會の承認を指示ナる件。 ‘ 

42ー18。R.I．の資金から 5萬ドルを割いて米國赤十字

戦時非常資金運動に寄付するという R.I.理事會の決定の

批準し且つ承認する件。（本決議の全文は1'H42年トロン

卜國際大會議事録 p.286に載つている。

42-29。ChesleyR. Perry (R.l．事務穂長として32年

間の勤務を完了したことに到して ChesleyR. Perryに

祝意を表する決議。本決議の全文は1942年トロント大會

議事録 p.295に載つている。）

43-6。大會出席競手を中止することを認める件。

(54頁）
シ＝ァ•アクテイヴ

43-8。シニア會員を長老會員と名稲を嬰更し、闘係

規定を改正することができるようにR.I.B.I．の定歎を改

THE ROTARY-NQ-TOMO 

正することに射して、 R.I．大會の承認を指示する件。

43-14。ロークリー會員の國家に到する闘心について

ロークリーの地位を再び説明する件。 (126頁）

43-15。R.I.の剰餘金をロークリー基金に移管する規

定を設ける件。（本決議の全文は1943年セントルイス國

際大會議事録p.287に載つている。）

44-8。前哨會員の制を認める決議36-13Aを取消す

件。 (114頁）

44--9 A。戦禍を受けたロークリー會員に謝する救清

資金に闘する規定を明確にし、同資金をロークリー基金

に移管する件。 (143頁）

/i4-ll。R.l.の剰餘金をロークリー基金に移管する規

定を設けるの件。（本決議の全文は1944年シカゴ國際大

會議事録p.253に載つている。）

45-7。ロークリ-基金の目的を採澤した決議44-12

を取消す件。（全文は1945年シカゴ國際大會議事録に載

つている。）

46-l7。理事會に到し、 B.Lの定歎等の字句改正議事

手績の特別規定を作製する櫂限を輿える件。 (44頁）

46-18。R.I.の剰餘金をロークリー基金に移管する規

定を設けるの件。（本決議の全文は、 1946年アトランテ

ィツク・シティー國際議事録に載つている。）

46-19。R.I.B.l.の定歎改正に鉗してR.l．國際大會の

承認を指示する件。

46-21 (a)。英語以外の言語によるR.l.の刊行物に開

して。 (134頁）

47-12。R.I.B.l.の定款改正に蜀してR.I．國際大會の

承認を指示する件。

47-15。アトランティック・シティー國際大會によっ

て採擦せられた決議46-17を改正する件。 (44-45頁）

48-4。R.I.理事會に到して、 R.I.の定款類の字句改

正に闘する委員會の報告を全クラプに廻付するよう要請

すべく規定する件。 (45頁）

48-5。R.I．會長の指名方法を研究する委員を任命す

る規定を設ける件。（本決議の全文は 1948年リオ・デ・

ヂャネイロ大會議事録p.165-166に載つている。）

48-6。R.I.の定款改正に到して大會の承認を指示す

る件。

4炉 7。K.l．運営手績の愛更を原則として承認するこ

とを求めると共に、 1950年大會に封しR.l．理事會がこの

ような喪更を行うための立法案を提出することを要請す

る件。（本決議の全文は 1949年ニュー・ヨーク大會議事

録p.126-127に載つている。）

49-8。ロークリー氷遠の居所に開する決議28-ll及

心ークリーの友ー7月読

び決議44-7を取消す件。（本決議の全文は 1949年ニュ

ー・ヨーク國際大會議事録p.118に載つている。）

49--13。ロークリー甚金の元金からの支出に闊する規

定を設ける件。（本決議の全文は1949年ニューヨーク國

際大會議事録p.123に載つている。）

49-14。R.I．會長の指名方法を研究する委員會の報告

に闘して。（本決議の全文は 1949年ニューヨーク國際大

會議事録p.129に載つている。）

49-15。R.l．の定款等の編集者に於てなし得る愛更を

承認する件。（ニューファウンドのカナダヘの併合にと

もなつて必要となったR.I．定款類の改訂を行うことを事

務線長に指示し且つ承認を輿える決議である。本決議の

全文は1949年ニューヨーク國際大會議事録 p.124に載つ

ている。）

50-11。 「無我の奉仕」及び「積善餘慶」をロータリ

ーのモットーとすることを規定する件。 (125頁）

50-12。出席競学の規則等を改正する件。（この改正

文は原書14-15頁に提載されている出席競争規定に繰り

入れられている。）

50-14。ロータリーのモットーをラテン語で募集する

規定をつくる件。 1951年國際大會に於て採捧できるよう

名句を募集する。（本決議の全文は 195位Fデトロイト國

際議事録に載つている。）

50-19。BI.R.l.の定款改正に封してR.l．大會の承認

を指示する件。

51--14。ロークリー基金の元金からの支出に開する規

定を設ける件。（本決議の全文は 1951年アトランティツ

ク大會議事録p.102に載つている。）
バストサーピス シニャアクチプ

52-17。前歴會員及び長老會員の出席に開する出席競

争規則を改正する件。（この改正文の全文は原書14-15

頁に掲載されている出席競手規定に繰入れられている。）

52-20(a)。R.I．の本部に闘して。 (89-90頁）

52-21。R.l.B.l．の定款改正に封してR.I．大會の承認

を指示する件。

53-12。ロークリー基金の元金からの支出に闘する規

定を設ける件。 (89-90)

53-14。R.l.B.l.の定款改正に封してR.I．大會の承認

を指示する件。
バストサーピス シニャアクチブ

54-23。前歴會員及び長老會員の出席に闘する出席競

季規則を改正する件。（この改正文の全文は本粛14-15

頁に掲載されている出席競争規定に繰入れられている。）

53-34。R.l.B.I．の定款改正に封して大會の承認を指

示する件。

(391) 39 
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定款（第10條）及び細則（第18條）には、ロークリー

財園保管委員の任命等についての規定がある。

Declaration of Trust 

信

30 (438) 

託 の 宣 言

OF 
覧

PROCEDURE 

Rotary Foundation 

リー財園 (1)

ロークリー財圏保管委員長は、理事會 (31-32)に劉

し大要次の如き報告を行っている。

「現在に於けるロークリー財園の法律的地位は、細則第

18條の規定により定められている。財圏を法人化する問

題に闘してはかなりの考慮が加えられた。財園保管委員

長 Klumph及び保管委員 Chapinは、シカゴのローク

リー會員 Holdenと協力し、法律的見地から法人のすべ

ての利黙を輿えると共に若干の鋏黙を避けることができ

ると考えられる一種の信託宜言を起草した。財園管理委

員會により完成され、 R.I．理事會の同意を得たこの宜言

は、財圏の永績性を保證する効力を有するであろう。従

つて、財園保管委員會は、理事會がこの案に同意し、R.

Lの役員がR.l．に代つて同案に署名することを委任する

よう要請するものである。」

理事會 (31-32)は、次の如き財園の信託宣言に同意

し、財圏保管委員會が同案を賓施することを批准した。

「1931年11月12日、 u.s.A.の一州であるイリノイ州の

園髄である國際ロータリーと、ロークリー財園保管委員

Arch C. Klumph, Rufus F. Chapin, Charles Rhodes 

Harry H. Rogers及び ChalesA. Manderならびにそ

の後任者との間に作製締結せられた本信託宜言は、次の

ことを證言する。

R.I• 細則第18條には次の如く規定されてあり、

（財園保管委員會の宜言には細則第18條第 1項より

第10項に至る全文を掲げる。）

且つ、上述の保管委員は、上掲細則第18條第 1項及び

第 2項により指名され正式に任命されたものであり、又

R. I.を代表するR.l．理事會の正常な櫂限と指揮の下に、

第18條の規定に従い信託の宜言を行うものであるが故

に、こ Lに次の如く宜言する。

第 1: 上述のロークリー財園保管委員が受取り又は

保持する慮のすべての財産は、條件付寄付、不動産贈輿

又は遺贈を除き、輩ー信託として保管し、その基本財産

及びそれより生ずる利子を、 R.L理事會が承認、決定又

は設立する慮のR.l．の博愛的、慈善的、教育的乃至救仙

的目的、運動又は施設のために支出することができる。

但し、基本財産として保管する質金はすべて、巖に法律

的な意味に於ける救抽に使用されるためにのみ保管させ

るものであることを明瞭に宣言する。

第 2 : 上述の保管委員の櫂限は、上記の細則に規定

せられてある如く、その改訂に従うべきものであるが、

前述の如く受理したすべての資金及び財産は慈善の用途

のためにのみ保管されるものであるという本信託宜言を

害うが如き何等の改訂或は改訂の櫂限を保持し又は解繹

しないということを明瞭に宣言する。

第 3 : 本宜言は、贈輿、不動産贈輿、又は信託契約

に特に他の隠桁で指定されている場合を除き、生命保瞼か

ら入るすべての資金を含めて、條件付と無條件とを問わ

ず、現在又は今後受理せらるべきすべての資金に應用し

うる信託及び樅力に適用するものである。

以上の證明として財開保管委員は、前記時日を以てこ

こに署名調印をなし、且つその承認の證として R.I・ 理事

會によつて輿えられた櫂限によつて同様のことを行い、

R.I．に代つて正式に委任された役員の手によりこ入に

R.l．印を捺印する，，

Purposes for Which Funds of the 
Foundation Shall Be Expended 

財園資金支出の目的

R.I．理事會及びロークリー財園保管委員は、財園の

資金を支出する目的に闘し、次の如き決議を採擦した。

「R.I.細則第18條第 1項は、次の如く規定してある。

『ロークリー財圏の全財産に闘する行使櫂は、 5名の

財園保管委員及びその後任者に蹄属せしめられる。財

圏保管委員は、本細則以外に規定されたもの若くは、

條件付贈輿、不動産贈輿、又は逍贈を除き、その保管

投資、慮理及び運営の任に歯り、且つ理事會の承認を
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得て基本財産或はそれより生ずる利子を輩ー信託とし

て、國際ロークリーの目的及びロークリーの綱領の推

進或は國際ロークリー理事會の承認する博愛、慈善、

教育、乃至救伽の目的、綱領運動又は施設のために支

出することができる。』

そして 1931年11月12日、 R.I.理事會及びロータリー

財園保管委員會によつて賓施された「信託宜言」は次の

通り規定した。

『第 1: 上述のロークリー財園保管委員が受取り又

は保持する慮のすべての財産は、條件付贈輿、不動産

贈輿又は遺贈を除き、箪ー信託として保管し、その基

本財産及びそれより生ずる利子を、 R.I．理事會が承

認、決定又は設定するR.I．の博愛、慈善、教育乃至救

仙の目的、綱領運動又は施設のために支出するのであ

るが、基本財産として保管する資金はすべて、巖に法

律的な意味に於ける慈善事業に使用するためにのみ保

管されるものであるあことを明瞭に宜言する。

第 2 : 上述の保管委員の櫂限は、前記細則に規定さ

れる如く、その改訂に従うものであるが、前述の如く

愛理したすべての資金及財産は、慈善の用途のために

のみ保管されるものであるという本信託宣言を害うが

如き何等の改訂又は改訂の横限を保持し又は解繹し得

ないということを明瞭に宜言する。

第 3 : 本宜言は、條件付贈輿、不動産贈輿、遺贈又

は信託契約を除き、生命保険から入るすべての資金を

含めて、特にそのように指定されていると否とに拘ら

ず、現在及び今後受理せらるべきすべての資金に應用

される信託及び櫂力に適用し且つそれを支配するもの

とする。』

且つ又、 R.I．理事會及びロークリー財園保管委員會

は、以上の諸規定が、個人及び園髄による慈善その他の

寄付、及び所得税を免除されるべき園證に開するu.s.A.
國内歳入條例の諸規定に該常するものと解繹しているこ

とを記録することはのぞましいことであるが故に、

ロークリー財園の甚本財産或は牧入からの支出は、運

螢に要する費用を除き、絶封に、慈善、科學、文學、敦

，育或はその他U.S.A.國内歳入條例、第23(o), 2, 23 (q) 

2及び101(6)の各項に含まれる目的に使用されるべき

こと、又、ロークリー財圏の基本財産たると牧入たると

を問わず、その 1部と雖も個人的利益のために使用しな

いこと、又、ロークリー財園の活動の相営な部分が宜博

その他立法に影孵を興ようとする試みに向けられてはな

らないこと、及び最後に、ロークリー財園の解散の暁に

は、その甚本財産及びそれより生ずる牧入は、本決議の

條件によつて使用せられねばならぬことをこ l,.に決議す

る。

（理、 44-45 財圏保管委、 44-45)

Deductibility of Contributions 
on U. S. Income Tax Returns 

アメリカ合衆國内に於ける所得税

申告に封する寄付金頷の控除

次に掲げるものは、 R.I．が受理した1945年 8月14日付

u.s.財務長官の書翰の抜幸である。

「もし貴財園が、 1931年11月12日付信託宣言に述べら

れ、且つ 1¥:145年 5月25日付R.I.理事會及び貴財園保

管委員會によつて採揮された決議により修正された諸

目的に巖格に従つて運螢せられているならば、貴財園

は、國内歳入條例第101(6)項の規定によつて連邦所

得税の免除を受ける資格を有するものと、本職は考え

るものである。

貴財園に封してなされる寄付金は、國内歳入條例第23
(o)及び (q)項に規定する方法及び範園内に於て、寄付

者の純課税所得金額から控除されるものとする。」

Expenditures From the Corpus 
of the Rotary Foundation 

ロークリー財園の墓木財産からの支出

1953年大會は次の決議を採欅した。

「第44回國際大會に於てR.l．は、 1955年 7月 1日より

3箇年を限り、毎年、 30萬ドルを超えない範園に於て、

R.I・理事會及び過半敷のロークリー財園保管委員會の承

認を得て、ロークリ一財園の目的推進のため、同財園の

基本財産から支出することができるようにすることを決

議する。」

（パリ大會決議、 53-12)

Immediate Objectives 
For Foundations 

財園の直接の目標

理事會及び保管委員會は財園の直接の目標を次の如く

定めることに意見が一致した。

1. 高等な學脩研究の為のロ,-クリー財園哭學金。

2. 諸國民の間のよりよき理解と友好闘係を進めるこ

とを目的とする賓質的且つ効果的な事業を育成する。例

えば、國連内に組織された世界的機闘について描威を以

て論ずることのできる講演者が得られるようロークリー

クラプを援助する。

3. 戦争その他の災難のもたらした廣範園の窮乏及び

被害を受けたロークリー會員及びその家族の應急救助に

(439) ロークリーの友ー8月琥 31 



•• 

,＇

・
i
,
 
••• 

,
1
,
.
9
9
9
9
9
,．
，

9‘・・・, 

•
1
,
冒,
1
i
ー
イ
'
i
1
ー

1
j•• 

il'1iiJq・5,＂3
4
姜
u
月
祖
店
j
・ヽ・、

J.L4̀
じ

;
1壻
1
サ
1
口り

i

J
ー
h
t
f
I
b
i
§
i
'
J
”
J
"
]
．＂ii.，"
1サ
".1,
＂91バ
99,
．1恨！＇『い，
1
1
1
,
L
1
.，一！：
‘
t
l
i
l
a.• 
日

t

凡
\
料
棧
閑
凩
柑
藉
ゃ
罪

1
1
一
→1い
い
いT
.，、
1
i
j
•

い
け
ー
し
い[H
L
i
i
1
i
iい
い

．．
 

I

．I・
9
9ヽ”

備える。

（理45-46; 47-48 ; 財園保管委45-46 ; 47-48) 

R. 1．は、ロークリー・財園の三つの直接の目標の完成

に向つて財園の資金を利用すべきであるというのがR.I.

理事會の意見である。これらの目標を更に撰大すること

は考えていない。（理、 48-49)

理事會は、地羅ガバナー（英本國及びアイルランドに

於てはR.］．代表）が R.I.の役員として地置内のローク

リー財園の推進に直接の責任を有することを認めてい

る。財園の目的とする慮を一層よく知り且つ理解して貰

うために、又、この目的を遂行するためにロータリー會

員その他の闘心をひき起すために、地園ガバナーは、ロ

ークリー財園の連績的推進の必要を記憶すべきである。

（理、 53-54)

Appointment of Trustees 

財園保管委員の任命

會長がロータリー會員をロークリー財圏保管委員に任

命する場合の指針として、理事會は、ロータリー財園保

管委員は直前會長及びその直前の前任者 4名から成ると

いう原則を定めている。前會長の内 1名でも就任できな

い場合には、會長は他のロークリー會員を任命すること

になつている。（理、 34-35)

Relationship of Trustees and Board 
to the Rotary Foundation 

財園保管委員會及び理事會と

ロークリー財園の闘係

R.I.理事會及びロークリー財園保管委員會は、保管委

員會及びR.I．理事會とロータリー財圏の開係について次

のような方針の殺表を承認した。

「ロークリー財園の資金の保存管理に常り、財園の目的

を逹成するために資金の割歯を行うのは、ロークリー財

圏保管委員會の責任である。

保管委員會がR.I．に資金を割常てた活動の運営に嘗

るのは、理事會の責任である。」（理、 48一部、財圏保管

委、 48-49)

Rules and Regulation for 
Administration of Rotary 

Foundation 

ロークリー財園運螢に闘する規定

R.I.理事會及びロークリー財園保管委員會は、ローク

リー財園の運営に闘する次の諸規定を承認した。

年次會合

32 (440) 

l． 財園保管委員會の年次會合は、出来得るかぎり，

元會長参議會の會合直前又は直後に開くものとするが、

その時の朕勢に應じて會合の時期及び場所を決定するの

は委員長の任務とする。如何なる議事の慮理に歯つても、

有資格委員の過半数の出席が必要であって、か .I..る會合

に出席委員の敷が過半敷に逹しない場合は、これを以後

の會合まで延期する。

その他の會合

2． 上記の外保管委員長が召集するか、或は保管委員

の過半敷が委員長に到し文書により適賞な要請をなすこ

とによつて随時開かれる會合がある。

事務長の任命

3. 保管委員は、年次會合に於て、この會合の翌年 1

月 1日に始る年度のために財園事務長を任命する。R.l.

理事會及び財圏保管委員會が別に定める場合を除き、財

園事務長は、同一年度のために理事會によって選ばれた

R.I．事務穂長と同一人たるものとする。

會 計 の 任 命

4. 保管委員會は、年次會合に於て、この會合の翌年

1月 1日から始る年度のために財園會計を任命する。 R.

I．理事會及び財園保管委員會が別に定める場合を除き、

R. I．財務局長が財園會計係になるものとする。 會計の

報酬は年 1ドルとする。

鋏 員

5. 保管委員會は、事務長或は會計に鋏員を生じた場

合には、本規定第3項及び第4項の規定に従い、資格あ

るロークリー會員を選ぶことによつて、残餘の任期を充

すことができる。

郵便による投票

6. 保管委員會は、會合と會合の間に於て、郵便又は

電報による投票によつて議事を慮理する櫂限を有する。

決定には全保管委員の過半敷が必要である。財圏事務長

は、問題が現在の方針内にある場合、或は方針それ自身

について疑義がある場合には、郵便による投票用紙を送

る描限を持つが、問題が現在の方針以外のものに闘係し

ている場合には、問題を郵便による投票に付すか、次回

の保管委員會まで保留するかは、保管委員長に決定櫂が

あるものとする。

會 計 年 度

7. 財園の會計年度は、RIの會計年度と同一とする。

牧入及び錘費

8. 事務長は毎年保管委員會に封し、次會計年度に於

る財園の豫想牧入、財園資金から現在行われている支出

朕況（基本財産及び牧入の雨方を含めて）、及び次會計

年度に豫想される支出要求についての情報を提出するも

のとする。

運螢費豫算

9. 保管委員會は、會計年度の運螢費豫算を採決す

る。豫算案は、財圃事務長により各委員に提示される。

理事會への報告

10. 保管委員會は、 R.I.理事會に封し、理事會の開

かれる都度、財圏の支出朕況及び財園の目的を推進する

ため更に利用し得る資金の朕況について通告するものと

する。保管委員會は又、利用し得る資金からの支出につ

いて、必要と考えられる意見及び申出を行うものとする。

保證金

11. 保官委員會は、財園事務局の各戦員に封する保證

金の額を決定する。これらに要する費用は財園運営費豫

算から支彿われるものとする。

會計椀査人の任命

12. 保管委員會は、毎年財園の會計検査人として、 R

r.の會計検査を行つている同一會計事務所を任命するも

のとする。財圏の會計検査に要する費用は財園運螢費か

ら支彿うものとする。

會計検査報告の公表

13. 保管委員會は、毎年、 R.I.理事會がR.I.資金の

會計報告を公表すると同時に、同様の方法で、その會計

検査人の報告を公表するものとする。

事務長の財政報告

14. 財園事務長は、定期的に財政報告を保管委員に、

又、その寓しを R.I．理事に送付するものとする。

投資する櫂限

15. 保管委員會は、財園の保管委員長、事務長及び會

計に到し、委員會の随時決定する方針に従い、委員會の

會合と會合の期間に財園が受理する資金のどの程度を債

券に投資するか又その債券の期間及び種類についての方

針に従い之れを決定する櫂限をその都度明確に委任す

る。その決定がなされた後は、事務長と會計がその資金

の投資を行う楷限を有する。

投資に到する銀行のサ,-ヴィス

16. 保管委員會は、委員長及び事務長が、財園の資金

を預金し或は債券類を保管している世界中の銀行と、財

園の投資に封し、もしあれば、適常と考えられる銀行の

サーヴィスに闘する取極めを行うことに同意する。

銀 行 勘 定

17. 保管委員會は、委員長及び事務長に封し、 R.I. 

がその資金に開し行つている取極めに反しないように、

世界各國の銀行に勘定を開く櫂限を輿える。

現金の引出及び預金の移動

18. 保管委員會は、財園事務長及び會計が、種々の銀

ロークリー文献のお知らせ

現在文献は次の通りてあります。

ロークリーの理想と友愛 (This_Rotarian Age by 
Paul P. Harris.）普及版⑧¥150 

奉仕こそ我がつとめ (ServiceIs My Business) 

増補改訂版 1955年版 @ ¥ 150 
ロークリー大要 (BriefFacts About Rotary No. I) 

1955年版 R ¥ 10 
ロークリーの歩み (Rotary'sOnward March-No. 4) 

1954年版 R ¥ 35 
會長必携 (YourYear-No.8) 1955年版 R ¥ 50 

幹事提要 (R.C. Secretary-No.9)1955年版 R子 50

ロークリークラプ結成指針 (Organizing
R.C.-No. 10) 1955年版 R ¥ 50 

定款及び細則 (Constitutionsand By-Laws-

No. 12) 1955年版 R ¥ 60（品切）

1955年度版 RotaryClub定款及び細則のみR子30
委員會資料("Mr. President’'綴りーNo.20) 

1956-57年 版 @¥ 350 ビニール製ルーズリー

フ・パインダー付 @ ¥ 500 
出席規定 (R.O. Attendance Rules-No. 21) 

1954年版 R ¥ 10 

ロークリー問答 (GettingAquainted ・with 

Rotary-No. 38) 1954年版 R子 30

標準職業分類表 (Outlineof Classi:fications 抜幸一

No. 284) 1954年版 R ¥ 80 

ロークリーソング（日本語） 1954年版 R ¥ 50 

ロークリーソング（英語） 1954年版 R¥  50 
四つのテスト壁掛用邦語版 R子 20

四つのテスト解説 R ¥ 2 

個人會員の御用は所属RCを通じて御註文ねがいます

申込先は 東京都中央厘京橋 1丁目 4 電 (28)6331-5 

柏原洋紙店内 柏原孫左衛門氏宛

THE ROTARY-NO-TOMO ロークリーの友ー 8月読

行勘定の小切手に連帯して署名する描限を輿えている。

事務長及び會計は、同様に、常に資金の安全と各國から

の資金へのありうべき要求を考慮しつ人、移動し得る資

金を銀行から銀行へ移す櫂限も輿えられている。

惰報の傭逹

19.保管委員長及び事務長は、保管委員會に代つて財

園の甚本財産が常に増加しついちること及び寄付者が財

圏の計豊と業績について知ることが出来るための目的を

以て、財園に闘するi青報を、 R.I.加盟クラプ、 R.I.の

現及び前役員その他に侍逹する櫂限が輿えられている。

規定の改正

20. 財圏保管委員會は、必要で時宜を得た改正を行う

ために、随時これらの諸規定を調査し、改正を要する場

合は、その承認を得るためこれを理事會に申逹しなけれ

ばならない。（理事及び財圏運営委、 48-49; 49-50) 

(441) 33 
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（第 18回） R. I. Pamphlet No. 35 

パストガパナー 宮 脇

Rotary Foundation 

タリー財園 (2)

Rotary Foundation Fellowships. 
for Advanced Study 

高等學術研究のための

ロークリー財園奨學金

理事會及び保管委員會は、ロークリー財園の直接の目

標として、高等學術研究のためのロークリー財園奨學金

を設置することを承認した。この計画は、将来指導者と

なり得る能力をもつた學生に、外國に於て高等な學衛研

究を行うと同時に、その國の國民、彼等の文化、前途及

び生活朕態についての知識を得る機會を輿えることを目

指しているものである。

Rotary Foundation Fellowships 
and International Student 

Exchange Committee 

ロークリー財園奨學金及ひ
國際學生交換委員會

1952-53年度に於て理事會は、會長が國際學生交換委

員を任命することを承認した。この委員會は、 R.1.理

事であつて任期 1箇年の委員長及び 4名の委員より成

る。この 4名は、教育界及び賓業界から各 2名ずつとし、

毎年任期 2年として教育界及び賓業界から 1名ずつ選

ぶ。但し、 1H52-53年度に於ては、教育界及び賓業界か

らの委員それぞれ 1名は任期 1年として任命されるもの

とするe この翌年、委員會の名稲は「ロークリー財園哭

學金及び國際學生交換委員會」と髪更された。

Terms of Reference参考約定

理事會は、ロークリー財圏哭學金及び國際學生交換委

員會が次の事項を行うことに同意した。

1) 1り52年理事會によつて採擦され、 1958年 1月及び 7

月に改訂されたロークリー財園哭學生鈴衡手績に従

つて指名された翌年度ロークリー財園奨學金希望者

に開する地匝の推薦を調査し、且つ、理事會の名に

於て地函委員會によつて推薦された正しい資格を有

するすべての候補者に奨學金を授輿する。

2)理事會の定める範園内に於て、毎年地謳を構成しな

いクラプからの候補者に輿えられる哭學金の数を決

富 繹

定し、且つ、この授輿方法の基礎を、地園を構成し

ない各地域から 4年毎に平均 1名の候補者を出すよ

うにする。

3) ロークリー財圏奨學金に開する事柄について事務継

長と相談する。

4)哭學金授輿に闘する委員會の決定について事務穂長

に通知し、事務総長から闘係者全部に偕逹できるよ

うにする。

5)事務継長から、學業成績不良で輿えられた機會の豫

期した恩澤を受けえない哭學生に開する 1青報をき

き、その奨學生の必要とする助言と指導を行う方法

を事務総長に提案する。この哭學生の在學する學校

の営局者及びその學校に最も近いロークリー・クラ

プの役員も、彼の學業の成果は覺束かないと考え、

或は、彼の行朕がロークリー英學金の受領者にふさ

わしくないというようなことが萬ーあった場合、而

かも、委員會に於ても直ちに事態を改善する見込み

がない場合には、事務継長にその奨學生に鉗し、哭

學金を申込んだ際に署名した取極めによつて哭學金

の授輿を停止する旨、そして彼が直ちに蹄郷する場，

合に限りロークリー財園からその旅費を支給するこ

とを、通告するよう指令する。

6)哭學生の蹄瑯旅費給輿を延期する必要のある事怖が

委員會として承認しうる場合には事務総長に樹し、

その櫂限を輿える。

7)留學している地悩又は地域、或は彼れが選ばれた地

厘又は地域に於ける哭學生の接獨を効果的に撰大し

得るような手段をとる。留學期間が終つた後にも、

ロークリーの漿學生と接獨をとり、ロークリーの國

際奉仕を推進するようあらゆる可能な方法によつて

努力する。

8) ロークリー・クラプ及び地匪によつて行われる國際

學生交換に開する文献の作製を檻督する。

9) ロークリー・クラブや地厘のため、何等かの國際學

生交換計蜜を始めることによつて、ロークリー財闊

奨學金活動を補促するような計蓋を樹てる。

（理 54-55)i
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Procedure・ for Selecting Rotary 
Foundation Fellows 

ロークリー財園奨學生鈴衡手績

ロークリー財関奨學生の鈴衡のために次の手綾が理事

會によつて採擦された。

理事會は、 1953-54學校年度より高等學術研究のため

のロークリー財園哭學生の鈴衡は、各地謳内鈴衡委員會

の責任とし、 R.I.理事會に代るロークリー財園哭學資

金及び國際學生交換委員會の最後の調査を受けることに

同意した。

理事會は、ロークリーの各地匿が、もし正式の資格を

有する候補者を選ぶならば、 1年おきに必ずロータリー

哭學金を得ることができるようにする目的で、ロークリ

ーの全地厘が 1年おきに候補者を出すという原則に立つ

ことに同意した。

この計蓋を1953-54學校年度に賓施するに常り、これ

まで哭學資金を受けたことのない地賑が、 28、9 52-53學

校年度に受けなかった地厘が72ある。即ちこれらの地極

は次の通りである。

30 31 4 6 7 8 11 14 16 17 18 

71 72 32 ・ 34 40 45 51,53 61 6H 70 

105 106 77 79 81 82 83 84 86 91 103 

124 125 107 112 113 116 117 119 120 121 123 

lob 17() i2G 130 132 136 137 150 151 155 162 

li)7 1i)8 171 174 178 180 183 186 190 1i)1 193 

283 285 201 202 206 218 218 219 220 224 229 

, 25U 260 288 241 24:) 244 248 250 253 255 257 

28G ~U(l :::68 :.:..6~ 270 273 274 277 281 282 284 

1 79 

1954-55學校年度には、 1653-54年度に資格ありとさ

れた地画以外のすべての地厘、即ち下に掲げる地厘及び

1958年7月 1日以後に設置される新しい地匿とである。

HI 25 I 2 3,5 9 10 12 18 15 

56 60 26 28 W 33 3tl 46 48 52 54 

87 8!1 65 66 f¥7 68 73 74 76 80 85 

133 135 101 104 109 llO 114 115 118 122 128 

167 169 138 153 154 157 158 160 164 1郎 1鉛

188 H/4 173 175 176 177 210 181 184 185 187 

221 222 l¥)fi 200 204 208 231 212 214 215 216 

~40 242 228 225 220 227 262 232 236 237 239 

271 272 247 251 260 261 285 263 264 2知 267

2,5 278 27fJ 280 288 28U 291 292 ― 

地厘を構成しない地域のクラブは、毎年候補者を出す

資格があるが、その内から、理事會に代つて國際學生交

換委員會は地厘構成しない地域のクラプが適常な資格あ

る候補者を指名したならば、地域から 4年毎に 1回候補

者を出し得るという一般原則に従つて、一定敷を鈴衡す

ることになつている。

交互に候補者を選ぶ制度をつくるに常つて、いかなる

地匪も、選んだ候補者の資格が規定された範園内に於て

完全であり、委員會をして地謳の鈴衡に全く満足せしめ

うる確信がなければ、候補を提出してはならないことを

了解しておくべきである。もし地匿が哭學金を受ける資

格のある年度にこれを受けることができなかつた場合に

は、その地麗は翌年度に候補者を出すことができる。そ

のことによつて次の「資格のある年度」に候補者を出す

資格を失うものではない。

萬ー地匿の候補者がその年度の哭學資金をその學年内

に受けることができなかつた場合、地匿は、補訣として、

正式の資格を有する第 2の候補者の氏名を提出すること

ができる。このような補鋏といえども、同様完全な資格

を有していなければならない。

地麗委員會としては、最後の鈴衡が行われる前に、最

も有力な候補者に封し、個人的面接を行うようにすべき

である。

地匿委員會からの推薦はすべて、 12月31日以前に本部

事務局に提出されなければならない。

理事會はクラブに射して、志願者の國語とは異なった

言語を使用する國の大學に於て研究する希望を有し、従

つて財圃奨學金制度の本来の目的に最も適うような、正

しい資格を有する人物を、ロークリー財園哭學金の候補

者として指名するよう、要請している。

理事會は地匝委員會に豊すし、 ロークリー財園哭學金被

指名者の最後の鈴衡に営つては、他の資格が同程度の場

合には、自己の國語以外の言語を使用する國に於て研究

する希望を有する者を優先すべきであると示唆してい

る。但し、その候補者の語學力が、自己の行わうとする

研究を有利にーし；且つ自分の國を、留學先の國のロー・ク

リー・、クラプに封し、自國への信頼を増すことができる

ように、代緋することができる程度でなければならな

い。

12月31日以前に地謳委員會から受領した申込は、學力

という貼で受理できるか否か、教育家の委員によつて審

査される。この審査は、郵便又は本人直接について、全

委員會の開催場所に於て、その 2日前に行われるが、最

後の決定は、學力審査を通過した者の中からその他の資

格をすべて考慮して全委員によって行われるこどにな

る。（理 51-52;52_53) 

International Student''Exchange 
at District ・and Club Level 

地謳及ひクラブ水準

における匝際學生交換
理事會は、ロークリー財圏哭學金計蓋が地罷及びグラ

プ水準における國際學生交換計書によつて補足されねば

ならないという、 ロータリー・クラブ或は地罷により財

政を賄われている國際學生交換計叢を調査する特別委員

ロークリーの友ー 9月腕
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會の勘告に同意している。このような補足的努力は、ロ

ークリー財園に劉する継績的財政援助の用意ができてか

ら後に於てのみ行うべきである。その上で、ロークリー

會員は、地園及びクラプの計書を工夫し、推進し又、そ

れに参加すべきである。事務穂長は、地園及びクラプ水

準における國際學生交換に開する現存の計叢についての

俯報を、全クラブ及び地麗に偉達し、クラプ及び地謳が

それによつて彼等自身の國際學生交換を推進することを

奨励するよう要睛されている。事務穂長の僻達する情報

に於て、次のことに注意を彿わなければならない。即

ち、クラプ及び地厘水準における國際學生交換計書を確

賓に成功させるためには、結局においては地厘及びクラ

プが、本部事務局及びガバナー事務所から得ることので

きる楠報及び純瞼を利用することによつてできるのであ

るが、これらの計蓋は、地謳ガバナーの指導及び事務穂

長の助言の下でのみ着手されるべきであるということで

ある。（理 51-52) 

多くのクラプによる國際學生交換計蓋は、大學院學生

を劉象とするロークリー財園哭學金制度と匿別するた

め、在校生を封象とすることが奨動されている。

（理 53-54)

Transfer of Funds from R. I. 
Surplus to Foundation 

R. I.の剰餘金の財園への移管

1946年 7月 1日以後、ロークリー財園に開する費用は

すべて財圏の資金から支彿い、財隈の費用を R.l.の牧

入乃至剰餘金から支彿うことはとりやめるものとする。

（理 45-46)

財園は既に、 R. 1.からの資金の移管がなくとも自立

して行ける程度になったという理事會の意見であるか

ら、 R. J.剰餘金からロータリー財園へ資金を移すこと

はこれ以上行わないことしする。（理 45-46) 

理事會は、ロークリー財園に開する費用はすべて財園

の資金から支彿い、財園のいかなる費用も R.l.の牧入

乃至剰餘金からは支彿わないという理事會の決定を再確

認する。これに闘連し、理事會は、過去敷箇年の間に、

R. l．は R.I.剰餘金から 375,000 ドルをロークリー財

園に移管したという事賓に、注意を喚起する。

（理 47-48)

Raising Funds for Foundation 

財園に封する資金の撮出

1936-37年度に於て理事會は、 R.l．がロークリー財

園のために 200萬ドルを集めるよう努力すべきことに同

意し、 1938年には、國際大會に於て次の決議が採澤され

した。

「第29回大會に於て R.I. は、 1箇年前に創始され、

今やその事業を始めんとするロークリー財園の I部と

42 (506) 

して、 200萬ドルの資金を集める運動が承認保證せら

れ、 R.1.の全役員及び全加盟クラプはこの運動をし

て完全な成功を牧めしめるよう協力すべきことを決議

する。」 （サンフランシスコ大會決談 38-81) 

理事會 (39-40) は、 R.I.がロークリー財関のため

に資金を集むべきことを再確認し、そのために特別委員

を任命することを承認した。理事會 (4fi-47)は、ロー

クリー財園に劉して樅績的な援助を輿えること及びl938

年度大會（サンフランシスコ）の命令には従わねばなら

ないことに同意した。従って、理事會は、ロークリー財

園のための 200萬ドルの資金募集を目標とする運動を起

したのである。

理事會 (48-49)は、ローク I)ー財園特別委員會に封

し、同委員會がロータリー財園の資金募集に盤くした偉

大な努力に到し最高の讃僻と心からの謝意を表し、次の

決定を記録にとゞめた。

「理事會は、世界中のロータリー會員が、ロークリー財

園の健全な業績と現在の事業及び将束の目標及び目的を

十分に承知した以上この上寄付募集の積極的運動を績け

る必要はないこと、又、今後の財園の育成のためには、

ロークリー財園の目的完遂に封する闘心から起る加盟ク

ラプ、ロークリー會員個人、及びその他の人々からの自

稜的寄付に依存することができるであろうという意見を

記録する。事務線長は、各クラブ及び R.I.の現在及び

過去の全役員に封し、常にロークリー財園の業績及び目

的を明らかにするよう要請されている。

ロークリー財園に封する興味を失わしめないために、

事務継長は、適常と考える時期に、ロークリー財園哭學

生の書翰の抜幸を含む「ロークリー財圏通信」を殺行し

て全クラプに領布することが望ましいとされている。」

（理 48-49; 50-51 ; 51-52) 

ロークリー財園保管委員會の決定 (1951年 5月）に同

意して、理事會は、ロークリー財園の資金の最大限度に

開しては制限をおかないということに意見が一致した。

（理 50-51; 51-52) 

ロークリー財圏の目的及び目標を世界にひろく知らし

め、且つ財園の資金を増加するために、理事會は、 1954

年 7月、ロークリー財園委員を任命したが、この委員會

の任務は、ロークリー財園に開する宜博と財園の資金増

加の方法を考えることである。

理事會は、ロークリー財園に劉する自装的な寄付を増

加させる手段に開し、次のような示唆を地厘ガバナー及

びクラプに輿えている。

(1) ロークリー會員及び非ロークリー會員に個人的に

多額の寄付を願う。

(2) 既にクラプが 100％割嘗を達成していても、毎年

の増加會員敷に劉しても 100％を維持してゆく機會を輿

える。

(3) クラプに封し新入會員加入會の時に財園に劉し寄
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Manual of Procedureについて

長い間本誌に掲載され好評をはくしました MANUAL OF PROCEDURE 

“ロークリー財圏 ”(2
は各位の要望により、常9月琥

）をもつて打切り、宮脇文献委員長により本年中に未稜表の原稿を含み 1冊にまとめられ
ることになりました。ここにお知らせします。

手績要覧バックナンバー

第1回 クラプ會合への出席 (Attendance at club Meetings).......... 

第 2II 職業分
・・・・・・・・・・._.第3巻 2月琥 18~20 

類 (Classifications) •................ 
第 3II ク―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・..第 3巻 3月眺 26~29 
フ フ の 運 螢 (ClubAdmini mm1stration) ..............................第3巻 4月琥 32---34 

第4//名栂及び徽章 (Nameand Emblem)......... 

第5II 會員資
......................第3巻 5月眺 26~30 

格 (Membershipin Rotary clubs)...... 
第 6II 

•. •.• ・-_・. -.........第3巻 6月琥 36---4] 
ロータリーの撰張 (Extension of Rotary) ...... ．．．．．．．．．．．． 

第 7II 地厘
............第3巻 7月琥 32---37 

の運螢 (DistrictAdmini mm1stration) • • • •........... 
第8II 國際ローク

...........•第 3 巻 9 月琥 34~41 
リーの運螢 (Administration of Rotary I nternational)...... 

第 9//語
...•第 3 巻10月琥 34---37

彙 (Glo函ary) • • • • •..............-............ 
第1011 地域大

...........第3巻11月琥 36---43 
命 (RegionalC-0nferences) 
自 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.....第 3巻12月眺． 34～37

第1111 國際ロークリー理事會 (Board of Directors of R. I.)........... 
第1211 R I の委員會

....,......第4巻 1月眺 42~45 
(Committees of R. I.).................... 

第13!l 國際大
...........第4巻 2月眺 38---40 

會 (Comvention) • • • •...................... 

第14// 定款に闘する事項 (Co
.............第4巻 3月琥 34---39 

mstitutional Matters)................. 

第15~16II 大會に於ける立法
・・・・・・・・・・• •第 4 咎 4 月眺 34---36 

(Legislation at Co nvention) • •.. 
第17~18II 口—

...第4巻 5月琥 3応 33, 7月琥 36~39 
クリー財園 (RotaryFoundation) • • • • •. ・・・・・..•第 4 巻 8 月眺 3応 33, 9月眺 40---43 

「誌上自己紹介欄」について

「友」では近く下記によりアンケートを募ります。この試みは

ならしめる為で、 1年にわたり「自己紹介欄」と
「友」を全會員の意見、感想などを稜表する場

して誌上を飾る豫定であります い・
届くこと L存じますが

。 すれ各RC幹事宛依頼朕が
、その節はもれなく御意見の装表を御願いたします。

． 
1, 趣味を語る。 2, わが座右銘。 8，私の推選書。 4, 僕の自慢話。 5，私の敬愛する人物。など

心ヽ ． 

付する機會を輿えることを示唆する。

(4) 新しいクラプに封して、直ちに 100％クラスにな

るよう機會を輿える。

(5) クラブが 100％割常を逹成している場合でも、更

に會員 1人常り年額いくらという寄付を行ってもよい。

この額は、 1人 1年 1fルにしているクラプもある。

(6) ロークリー會員が、各自の誕生日にそれぞれ一定

の寄付を行う機會をつくる。

(7) 各クラプが、自己の属する地謳内にロータリー財

剛諄生が留學していることによって出来る機會を、最

ロークリーの友ー9月琥

大限度に利用できるようにする。（理 50-51 ; 51-52) 

Local Endowment Funds. 

地方的な基金

ロークリー財園は、全クラブに属するものと考えべき

ものであるから、地方的な基金はこれに封し必然的に面

白くない影響を輿えるであろう。従って、少くとも、全

龍の財園が十分に確立されるまでは、クラブがそれぞれ

地方的な基金を設けることは勘められない。
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